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午前１０時００分開会 

○山越委員長 おはようございます。 

 これより、前回に引き続き決算特別委員会を開きます。認定第１号、平成２９年度牛久市各会

計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 

 まず、教育委員会所管について問題に供します。 

 執行部の方に申し上げます。決算認定に関する所管事項について説明を求めます。教育部長。 

○川井教育部長 おはようございます。教育委員会の川井でございます。 

 それでは、私のほうから、まず教育委員会所管の平成２９年度決算の概要について御説明をさ

せていただきます。 

 平成２９年度一般会計歳出予算における教育費につきましては、総務部所管の職員給与関係経

費及び保健福祉部所管の民間幼稚園関係経費を含めまして、予算現額５２億５６７万３，０００

円に対しまして、支出済額は４６億３０４万６００円となり、執行率は８８．４％となりました。

前年度決算と比較いたしますと、予算現額が約２億６，０００万円の減額となった半面、支出済

額は約７億７００万円の増額となり、執行率も１７．１％アップとなりました。 

 これは平成２８年度に実施されました国の経済対策に伴い補正計上した事業を全額繰り越しし、

平成２９年度に実施したことによるもので、牛久第一中学校体育館の建てかえ、牛久南中学校大

規模改修及び下根中学校トイレ改修などの各経済対策事業並びに運動公園武道施設新設事業にお

きまして、全額を平成２９年度へ繰り越ししたことによるものでございます。 

 なお、平成３０年度への繰越額は４億２，０３７万４，０００円で、前年度の繰越額と比較い

たしますと、金額にして約９億８，５００万円減と大幅な減額となっております。 

 それでは、平成２９年度に実施いたしました主な事業について御説明を進めてまいります。 

 まず、主な建設事業でございますが、先ほども申し上げましたように、平成２８年度予算の繰

り越し事業といたしまして、牛久第一中学校体育館の建てかえ工事、牛久南中学校大規模改修第

１期工事、下根中学校トイレ改修工事を実施いたしました。また、運動公園武道館建設工事につ

きましては、平成２８年度から平成３０年度までの３カ年継続事業として来年４月のオープンを

目指し、現在工事を進めているところでございます。平成３２年４月開校予定のひたち野うしく

中学校関連事業といたしましては、実施設計を平成２９、３０年度の２カ年事業として実施した

ほか、建設予定地の既存建物の撤去工事を実施したところでございます。なお、本定例会に追加

上程をいたしました３件の建設工事議案の御承認をいただいた後、今月中にひたち野うしく中学

校建設工事の起工式が行われる予定となっておりまして、１年半後の開校に向け、いよいよ建設

工事が着工することとなります。 

 次に、ソフト事業でございます。既に御承知のように、議員各位にも多大なる御協力をいただ

き進めておりました日本遺産認定の取り組みにつきましては、パートナーである甲州市とともに

さまざまな事業を行ってまいりましたが、残念ながら認定には至りませんでした。一般質問でも

御答弁をさせていただきましたとおり、引き続き認定に向け再チャレンジしてまいりたいと思っ

ているところでございます。 
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 次に、茨城国体関連でございますが、開催まで残すところ約１年となり、先月末には空手道競

技のリハーサル大会を開催したところでございます。大会の成功に向け、ＰＲ活動を活発に行う

ほか、万全の準備をしてまいりたいと考えておりますので、議員各位におかれましては、日本遺

産の認定に向けた取り組みとあわせ御支援、御協力のほどよろしくお願いを申し上げます。 

 最後に、学校教育関係でございますが、引き続き一人残らず質の高い学びを保証する学校づく

りを目標に将来の牛久市を担う子供たちの教育に全力を上げて取り組むとともに、昨今話題にな

っております教職員の働き方改革についても改善を進めてまいりたいと考えているところでござ

います。 

 以上が平成２９年度決算の概要でございますが、詳細につきましては、御質問にお答えする形

で所管課長より説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で

ございます。 

○山越委員長 それでは、教育委員会所管について質疑のある方は御発言を願います。伊藤委員。 

○伊藤委員 よろしくお願いいたします。 

 ３６０ページ、「スクールアシスタントを派遣する」につきまして、附属資料中でも２９年度の

延べ人数が学校ごとに記されておりますけれども、今年度、予算が増額になったかと思うんです

が、増員となった学校があればお知らせください。 

 ３６６ページ、「コンピューターの活用を支援する」につきまして、２０２０年度から小学校で

必修化されるプログラミング教育の内容と、今行っている対応についてお示しください。 

 また、４３８ページ、「図書館施設を維持管理する」につきまして、将来的な課題として検討さ

れているカフェ設置についてですが、ある福祉団体との連携で考えていらっしゃるということな

んですが、民間の企業では公民連携という形で進めていくという形ではコスト的に難しいのかど

うか教えてください。 

 以上３点になります。 

○山越委員長 指導課長。 

○豊嶋指導課長 指導課豊嶋でございます。よろしくお願いいたします。 

 まずＳＡの派遣人数の増員についてお答えいたします。 

 スクールアシスタントが今年度増員されました学校につきましては、（「もしできたら、もうち

ょっとマイク近づけて」の声あり）ありがとうございます。スクールアシスタントが増員されま

した学校は、小学校１、２、３、４校、具体的には岡田小学校、中根小学校、向台小学校、ひた

ち野小学校となります。ただ、人数が増員されてなくても時間数を増加させた学校もあります。

例えば、神谷小学校につきましては、昨年度配当時間２，４１８時間に対して、今年度の配当時

間は３，０３０時間としております。 

 中学校につきましては、増員しました学校は二中、三中、下根中の３校になります。また全て

の、増員しませんでした一中、南中につきましても、時間数は増加させております。 

 今年度、このようにスクールアシスタントのほうの活用の促進を行っているところでございま

す。 



 - 57 -

 続きまして、コンピューターにつきましてです。プログラミング教育につきまして学習指導要

領で示されました。これにつきましては、今年度、各校にタブレット等ＩＣＴ機器が整備される

のにあわせて、指導課で任用しております情報教育指導員が各校で研修を行ったり、また各校が

独自に県の事業等で指導者を招いて研修を実施しているところでございます。以上でございます。 

○山越委員長 中央図書館長。 

○関中央図書館長 中央図書館の関でございます。よろしくお願いいたします。 

 図書館のカフェの設置に関する御質問にお答えを申し上げます。 

 平成２９年度におきまして、主要なカフェを全国展開する企業数社と協議を行ってまいりまし

た。その際、やはり図書館やあるいは隣接する中央生涯学習センターの利用者数、それから地域

住民の人口数、それから設置場所の通行車両数、そういったさまざまな条件をやはりクリアしな

いと、確実に利益を確保することがやはり難しいというようなことがございまして、現在の図書

館の場所にカフェを設置するということは、フランチャイズの手数料、そういったことの徴収も

含めますと、少々難しい状況であるということで、私どもで協議をさせていただきました企業か

らは、そのような回答をいただいているところでございます。以上です。 

○山越委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 スクールアシスタントにつきまして、ちょっと個別的な話になってしまうんですけ

れども、課題が多いと私が伺っていた牛久二小では、時間数の増というのもなかったんでしょう

か。また、牛久第二中、隣の奥野小では、課題を抱えた子も在籍していると伺っていますが、中

学校ではゼロとなっておりまして、ここら辺の事情などについて教えていただければと思います。

また、「コンピューターの活用を支援する」につきまして、教育を進めるに当たっていろいろな教

育用のプログラム、簡単な捜査でできるプログラムなんですが、私が視察に行った柏市ではＭＩ

Ｔ、マサチューセッツ工科大学が開発したスクラッチというプログラムを使っているようなんで

すけれども、そういった教材について、もし決まっていることがあれば教えてください。以上に

なります。 

○山越委員長 指導課長。 

○豊嶋指導課長 スクールアシスタントの活用についてお答えいたします。 

 まず、牛久二小さんにつきましては、先ほど時間数が増加したところとして例示として向台小

を上げたところなんですが、牛久二小につきましても時間数のほう増加しております。２，１４

０時間に対して２，５３０時間、３９０時間の増。奥野小につきましても２，８１７時間に対し

て３，５４５時間、７２８時間の増としております。二中につきましては、昨年度、２９年度ゼ

ロ名だったところ、今年度は１名スクールアシスタントのほうを配置しまして、子供たちの支援

に当たっております。 

 続きまして、プログラミング教育についてでございます。プログラミング教育については、今、

議員から御紹介のありましたスクラッチ、あるいは文部科学省のほうで紹介しておりますプログ

ラミン等無償のプログラミング教育用のソフトがたくさん紹介されておりまして、学校のほうに

もそのリストは行っております。さまざまな研修を通して、先生方、学校が子供たちの教育効果
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が高いものを選定していくことになると思いますので、御承知おきください。よろしくお願いい

たします。 

○山越委員長 長田委員。 

○長田委員 おはようございます。よろしくお願いします。 

 今の質問にもつながるんですが、３６０ページの０１０６「スクールアシスタントを派遣する」

について、今具体的な人数等々教えていただきましたが、まだまだ足りないとの声を多くいただ

いております。各学校からの要望や来年度からの予算増額のお考えなどについてお伺いをいたし

ます。 

 それから、３６４ページの「学校サポーターを派遣する」について、これも一般質問等々でや

らせていただいておりますが、コミュニティ・スクールを運営する上で大変必要になってくるか

と思いますので、今後の増員、増額のお考え、また突然は、サポーターとして活躍していただく

のは難しいと思いますので、サポーターの育成についてのお考えについてお伺いをいたします。 

 それから、４５２ページ、０１１５「ひたち野うしく小学校プールを開放する」について、今

年度の利用数、スクール等を含めた売り上げなどについてお伺いをいたします。 

○山越委員長 指導課長。 

○豊嶋指導課長 スクールアシスタントの御質問についてお答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、今、学校では支援を必要とする子供たちが非常にふえております。実際

に発達障害等の検査もふえているところでございまして、個別の支援を要する子供たちに対する

スクールアシスタントの必要性、役割の重要性は増しているところでございます。今後、また毎

年スクールアシスタントの任用につきましては、学校の現状を１年間を通して私たち指導主事が

見たところと、学校の見取りとあわせまして配置計画を立てていくところでございますので、増

員につきましては、またその様子を精査して検討してまいりたいと思います。 

 ２点目が、学校サポーターにつきましてお答えいたします。 

 学校サポーターにつきましては、昨年度の活用状況を見ますと、予算化されていた学校サポー

ター、有償の学校サポーターの活用数は、１３校合わせて３６回に上りました。ただ、今議員か

ら御指摘がありましたように、コミュニティ・スクールの取り組みが進んでおり、地域学校共同

本部の活動が盛んになってくる今後のことを考えると、昨年度実は、無償で学校のボランティア

活動に御協力いただいた回数が、授業回数１７４回ございました。有償が３６回に対して無償で

御協力いただいたのが１７４回と。これは、これからのコミュニティ・スクール地域学校共同本

部を支える方たちの御支援の大きさを物語っているかと思います。ですので、学校サポーターに

つきましては、このコミュニティ・スクール地域学校共同本部の活動もあわせ見て、増額、増員

が必要かという判断になってくるかと思います。今後検討していきます。 

 もう一つが、こちらの予算についての学校サポーターにつきましては、例えば陸上の練習で流

通経済大学の先生を招くとか、書道の先生を招くとか、こういった専門性をもともと有している

方たちに学校の授業の協力をいただいているところが大きい部分ですので、地域学校共同本部等

のサポーターの育成とは、ちょっと別個の活動として、今のところは考えております。以上でご
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ざいます。 

○山越委員長 スポーツ推進課長。 

○齋藤スポーツ推進課長 スポーツ推進課の齋藤です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、「ひたち野うしく小学校プールを開放する」についてお答えいたします。 

 平成２９年度中の利用者数は、毎日の利用者を累計いたしまして６万８，２９９人でございま

す。スクール等を含めた売り上げに関しましては、決算書６６ページにございまして、６６ペー

ジ６雑入、２２ひたち野うしく小学校プール開放利用者負担金、金額が６，３２８万１，２００

円でございます。以上です。 

○山越委員長 長田委員。 

○長田委員 スクールアシスタントのほうについて、今後決めていくということでお伺いいたし

ましたが、前回予算が増額となってから、今のところは直接学校のほうからの具体的な要望は上

がってないという認識でよろしいのでしょうか。 

 それと、学校サポーターのほうについては、ただいまの質問で大変よくわかったんですが、ボ

ランティア等とあわせて進めていっていただけたらいいと思います。 

 「ひたち野うしく小学校のプールを開放する」について、ひたち野うしく小学校が開校となっ

た当時、ＮＰＯで運営する一般の方々が使うプールと、あと小学校の児童が授業で使うという予

定を組むときに、大変困難な部分が出たというふうに視察の際にお伺いをいたしました。今後、

新しい中学校が開校した場合、プールを使っていくのだと思うのですが、その辺の予定の組み方

についてはスムーズにいくよう、どう指導していくのか、もしお考えがありましたらお願いしま

す。 

○山越委員長 スポーツ推進課長。 

○齋藤スポーツ推進課長 長田委員の御質問にお答えいたします。 

 学校のプールは、あくまで学校の授業優先でございまして、授業で使わない時間帯を一般に開

放するということになっておりますので、まず学校のスケジュールを入れて、開放できるところ

を一般の方に開放していくということになります。以上です。 

○山越委員長 指導課長。 

○豊嶋指導課長 スクールアシスタントの学校からの要望についてお答えします。 

 ここまでのところ、今年度は増員をしてくださいという要望は出ていないんですが、私たち指

導課職員を学校を見回ったところ、支援を必要とする子供たちを支えるために、学校職員、事業

者以外の、例えば校長、教頭等の管理職もあわせて支援に教室に入っている場面も見かけますの

で、こういった今年度の見取りを来年度の配置計画に生かしていければと考えているところでご

ざいます。 

○山越委員長 次に質疑のある方。池辺委員。 

○池辺委員 改めましておはようございます。 

 ３点質問します。よろしくお願いします。 

 ページ数の４５２ページ、「国民体育大会の開催を支援する」というところで、いきいき茨城ゆ
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め国体が、先ほど部長からお話がありましたように、あと１年となりました、開催まで。そうい

った中で、先日の８月２５、２６日と空手競技のリハーサルのプレ大会が行われて、私もそこの

会場に足を運ばせていただいて、２日間、見学させていただきました。そのときに、運営したと

きに、来年の本大会に向けていろいろな問題点とかが出たような気がします。そういった中で、

問題点が出たことで確認できたと思いますから、そういったことについてどういうふうにやって

いのかというのをお聞きしたい点が１つです。 

 もう１点です。３９８ページ、「文化財を保護継承して活用する」という部分で、これは４００

ページまでつながってしまうんですが、これは日本遺産のことです。牛久シャトーの日本遺産認

定についてという部分なんですけれども、平成２９年度における牛久シャトーの日本遺産は、先

ほどの部長の答弁にもあったように、残念な結果に終わってしまいましたが、それを踏まえて、

今後はどのように対応して予定を立てて取得していくお考えなのかという部分をお聞きしたいで

す。 

 最後３点目です。４６８ページです。これは０１０１「自校式学校給食を運営する」、そこの部

分なんですけれども、平成２９年度決算における学校給食の備品の更新の状況についてお聞きし

ます。また、平成３０年度以降の予定についても、決まっていることがありましたら、ぜひお聞

かせしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○山越委員長 国体推進課長。 

○横田国体推進課長 国体推進課の横田と申します。よろしくお願いいたします。 

 池辺委員の、まず第１点目の空手道競技リハーサル大会を踏まえて、本大会に向けてどのよう

にやっていくかと、やっていくかというか、確認ができて、どのように改善していくかという御

質問だと思いますので、それについてお答えしたいと思います。 

 ８月下旬に開催いたしましたリハーサル大会は、本当に例年にない猛暑日であったということ

と、あとかなりの多くの来場者があったということで、会場である体育館のメーンアリーナは想

定外の温度となってしまったということになっております。 

 来年の本大会につきましては、このリハーサル大会よりも１カ月遅いとなりますので、アリー

ナ内の気温は下がるものと想定はされておりますが、あらゆる天候、残暑が厳しい、台風が来る、

大雨が降る、強風が吹く、あらゆる想定をして会場のほうの設営に当たっていきたいというふう

に思っております。 

 また、９月、来週が１年ぐらいの前ということになりますので、実際に会場に足を運んで、実

際の温度がどういう温度になっているのかということもあわせて検証はしていきたいというふう

に考えております。 

 それと、今回リハーサル大会の運営につきましては、市の職員を協力、約６０名の協力を仰い

で運営をいたしました。その中で、協力していただいた職員からは、いろいろ大きなことから小

さなことまで、いろいろ改善点を多く上げられております。その改善点につきましても、実際、

検証をして、本大会に向けて万全の態勢で臨めるよう準備していきたいと思います。 

 まずは、選手が優先されますので、その大会の環境を最善を尽くして準備をしていきたいとい
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うふうに考えております。以上でございます。 

○山越委員長 文化芸術課長。 

○手賀文化芸術課長 文化芸術課の手賀です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、池辺委員の２番目の日本遺産に関する質問についてお答えさせていただきます。 

 日本遺産の今後の対応ということで、大筋のところは守屋議員の一般質問の中で、来年も甲州

市と共同で申請を継続するということで市長のほうからお話しさせていただいたかと思います。

ただ、申請の中身につきましては、昨年度よりもハードルは上がっております。やはり、御承知

のように山梨県が認定を受けておりますので、それと非常に近い内容で認定を既に受けてしまっ

ているということですので、そことの違いをどのように出すかのところを工夫しないと、やはり

全く同じ内容で申請をしても、これは委員会のほうではねられてしまいますので、そこの工夫が

必要になってくるかと思います。 

 昨年度までは、文化庁の方針で毎月１回申請書のチェックをしていただくという体制がとられ

ていたんですが、本年度からは文化庁のほうでの直接の指導はしないという方針に変わったとい

うことで、どちらかといいますと、文化庁のほうでも審査委員であるとか、そういった方にアピ

ールできるようにやったほうがいいのではないかというような回答を実はいただいております。 

 やはり、一般質問の中でもお答えしましたように、審査員が昨年度から１１名ふえたんですね。

観光庁長官であるとか、そういう観光に特化したような員の方が大分入ってきているので、そう

いった面でアピールができる内容に、やはり申請書のほうも肉づけをしていく必要があるのかな

と。そのほか、各市だけではやはりなかなか難しいらしいです。例えば広告代理店であるとか、

ほかの自治体も、そういうところが大分コンサルタント的に大分入っているのが実態だそうです。

それで、各市町村だけではなく県であるとか、余りいませんけれども国会議員さんとか、そうい

ったところが大分申請のときには応援に入っているというふうな情報が大分入っております。 

 そういったところもちょっと視野に入れながら、いろいろ考えていくようになると思います。

以上です。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 おはようございます。教育総務課川真田です。よろしくお願いいたしま

す。 

 池辺議員の給食備品についての御質問にお答えいたします。 

 給食備品については、「給食施設を維持管理する」のほうで備品購入として購入しております。

昨年度の購入としては、約２，５００万を超えるくらいの金額を買っているんですが、主なもの

といたしましては食器洗浄機、これが４８０万円のものが１点と、あと３２０万円のものが１点、

あと同じく３１０万円ぐらいのものが１点という形で、それで大部分になっています。そのほか

に、食器消毒保管庫１２８万円、ガスの回転釜で１５３万円、あとフライヤーなどを買っており

ます。１つ１つがかなり高額ですので、かなり金額がいってしまうという状況です。 

 平成１０年代前半のものが多くありまして、中には昭和の時代のものもあるという状況です。

昭和５８年の食器消毒保管庫というのが、岡田小でまだ現役で動いております。メーカーのほう
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で耐用年数が７年と、そのとおり壊れるということではないんですが、推奨ではそのぐらいとい

うことからすると、かなり、調理業者の方が丁寧にきれいにして使っていますので、長く使って

はいるのかなと思います。３０年度予算においては、例年を上回る３，２００万程度の予算を確

保しておりますが、当面、このぐらいのペースでの買いかえが、それ以降も必要になってくるの

かなと。 

 あと、今現在ちょっとストップしておりますが、自校炊飯についても課題として考えておりま

すので、それも導入していく必要があるというふうに考えております。以上です。 

○山越委員長 山本委員。 

○山本委員 山本です。よろしくお願いいたします。 

 私のほうからも３点です。今の「給食施設を維持管理する」のところなんですけれども、今、

大きな機械の金額のことを言っていただいたんですが、私は食器のほうをお聞きしたいと思いま

す。この前、同僚議員と一緒に給食の試食に行ってきたんですけれども、あのときに使われてい

た食器がすごく温かみのあるすてきな食器だったんですが、結構お値段もいいお値段がすると伺

っています。その単価ですね、大きさもいろいろあるんでしょうけれども、平均的な単価と、あ

と１日何枚か割れることも多いというふうに、洗うときに、伺っていて、それの年間の消耗品と

いうんですか、備品購入費に入るのかどうかちょっとわからないんですが、年間どれぐらい食器

というのにお金がかかっているのかなというところを教えてもらいたいと思います。 

 あと自校炊飯のことは、今、ちょうど出たんですけれども、いただいた資料を見ますと、今６

校が自校炊飯ということで、今後具体的に検討していくというお話でしたが、例えば自校する場

合に初期投資として幾らぐらい、これは学校の規模にもよるんでしょうけれども、初期投資とし

て幾らぐらいかかるのかというところを、ちょっと財源というんですか、そういうところをお聞

きしたいと思います。 

 それから、３９２ページの０１０４「幼稚園を管理運営する」、これに予算になかった臨時職員

というのが入っているんですが、この方の職務内容、どういうお仕事をされているのかというの

をお聞きしたいと思います。 

 それから、もう１件は３６０ページの０１０５「小中学校に外国語指導講師を派遣する」、ＡＬ

Ｔの方たちなんですけれども、これはたしか前に３年契約というふうにお伺いしていました。こ

れを３年とした経緯というんですか、そういうところの理由と、委託先、あと委託内容、人数と

かも含めてお伺いしたいと思います。以上３件です。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 山本委員の、まず食器に関する御質問にお答えいたします。 

 小中学校で使っている食器につきましては、ちょっと年代ははっきりしないんですが、平成の

頭のころまではポリカーボネイトを使っていたんですが、そのころに現在の強化磁器製のものに

変更しているということで、今現在は、基本的には破損した部分の買いかえと、あとクラスがふ

えた、児童生徒数がふえた部分の追加という形での購入を行っているところでして、これは消耗

品で買っているんですが、大体年間で３３０万ぐらい食器関係で使っているということです。 
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 単価のほうは、委員の御指摘のようにちょっと高めだということで、一例を上げますと、お皿

で１，２４０円、あとお碗で１，１３０円、カレー皿で１，３９０円、トレーで９９０円、もち

ろん上代ですので、そこから下がってくる形にはなると思いますので、毎回、そろっている状態

ではありません。ポリカーボネイトからすると１．４倍から１．８倍ぐらいの値段になってしま

うんですが、温かみがあっていいというのと、あと若干逆に重いというのはあるんですが、今現

在では、ポリカーボネイトから環境ホルモンにも対応したプラスチック製のものも出ているとい

うことを担当のほうが調べてはいるんですが、それ自体がちょっと金額がはっきりしないんです

が、さらにお高いという状況がありまして、当面、この温かみもあるお皿なので、これで補充と

いう形で使っていこうという方針でございます。 

 次に、自校炊飯、切りかえる場合の投資ということなんですが、金額ということなんですが、

これは済みません、学校の規模によっても、状況によってもかなりまちまちになりまして、炊く

釜の数であったり、あと１つ一例を上げますと、中根小でいきますと、もう給食施設内に入り切

れないということで、そうなると給食施設自体を、やはり面積をふやさなければいけないという

ような学校もあるなど、ちょっと金額もかなり大小があります。ただ、自校炊飯に切りかえるこ

とによって、大体食費の部分では２００万から２５０万ぐらい安くなってくるということも把握

しておりますので、一方で燃料費とかそういうのはかかるんですが、その安くなった部分は子供

たちの食材費に回せますので、やはり災害対応とかそういうことも考えて、温かいご飯を提供す

るとか、そういった意味合いからも推進していくべきかなというふうに考えております。 

 あと、幼稚園の臨時職員なんですが、この臨時職員で支払うか、非常勤職員で支払うか、ちょ

っと人事課のほうの区分になってくるんですが、この例でいきますと、実は幼稚園のほうで臨時

職員は短期間、６カ月以内でワンポイント的に雇う場合に使う科目なんですが、このときたまた

ま、療養休暇の職員がおりまして、４月から３カ月後に療養休暇明けになるということで、じゃ

あその期間、ワンポイント的にということで臨時職員で雇いまして、結果的には、その後も長引

いてしまったので、臨時職員で雇った方を非常勤職員のほうに切りかえて、その後も雇ったとい

う形態をとっております。以上です。 

○山越委員長 指導課長。 

○豊嶋指導課長 「小中学校に外国語指導講師を派遣する」についてお答えいたします。 

 委託契約は、株式会社インタラックと平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの３

年間の委託契約となっておりました。ＡＬＴ１０名を中学校５校、小学校８校に派遣する契約で

ございます。委託業務内容としましては、英語授業、外国語活動及び国際理解教育における指導、

担当教員等との英会話の実演、また学校行事における児童生徒との交流及び英語指導ということ

で、ここにつきましては、幼稚園につきましてもクリスマス会等で派遣をしております。 

 ３年契約にしました経緯なんですが、専門的知識、技能を要するＡＬＴによる英語指導という、

この業務の特殊性から、適した技術者の安定確保が重要であることが１点、さらに大きいのは、

児童生徒との人間関係が教育的効果に与える影響がとても大きいために、やはり単年度でＡＬＴ

がどんどんかわるより、子供たちになれたＡＬＴ職員に続けて指導いただきたいということで３
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年契約という選択をいたしました。以上です。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 済みません、先ほどの食器の話で、ちょっと金額のほう、私、先ほど上

代で申し上げましたが、カタログ価格で申し上げましたが、実際の購入価格が例として上がって

おりまして、お皿については７１０円、７２０円というような金額で、お碗について６６０円、

６９０円という金額でしたので、カタログ価格よりは結構安く買っているという状況です。失礼

しました。 

○山越委員長 山本委員。 

○山本委員 ありがとうございます。 

 自校炊飯、私も三中でいただいてきて、本当においしくて、家で食べているご飯よりおいしい

し、嫌いなおかずでも、このご飯だけでお腹いっぱいになるなという気がしたんですけれども、

ちょうど三中は部屋があいている教室があったので、そこに１クラス１個の炊飯器が並んでいて、

騒然として並んでいたんですが、そういう意味では、中根小は空き教室がないので難しいことも

わかるんですが、ほかの学校で空き教室があれば、ああやってお釜を並べて炊くというのもなか

なかいいあれだなと思ったんですが、今のところ、そういうことで、ちょっとまだ、今後は考え

ていないというところでいいのかどうか確認したいと思います。これ本当に避難所という意味で

は、マンホールトイレとかいろいろなことがありますけれども、やはり自校炊飯というのも、１

つこうやって災害があると、今、北海道でもありますけれども、大事なことだなと思いますので、

やはり進めていただきたいなと思うところではあります。何年か前から、自校炊飯といいながら

なかなか進んでいないかなという気がいたしますので、お願いしたいと思います。 

 あと、さっきの英語ですね、３年契約にすることで金額的なメリットというのもあるのかどう

かというところと、あと今後も人間関係とか、さっきのそういう専門性というところで、今後も、

３０年３月に切れますけれども、同じような３年契約にしていくのかというところを確認したい

と思います。以上です。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 自校炊飯についての再度の御質問にお答えいたします。 

 やはり、自校炊飯自体温かい、また防災面の目的もありますので、進めていくべきだと思いま

すが、一方で、先ほど申し上げましたように、毎年３，０００万以上、備品がやはり老朽化して

いる部分で購入しなければいけないというところもありますので、そのあたりを見合わせながら

考えていきたいと考えます。 

○山越委員長 指導課長。 

○豊嶋指導課長 外国語指導講師の派遣についてお答えいたします。 

 １つ目が、３年契約にすることについての金額的なメリットにつきましてなんですが、これに

つきましては、手元に資料がないため、後でお答えいたします。申しわけございません。 

 ２点目に、今後の契約についてですが、３０年３月に切れましたので、現在進んでいます契約

は新しい契約で、やはりこちらも３年契約としております。変更点といたしましては、これまで
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委託契約だったものを派遣契約にいたしました。以上でございます。 

○山越委員長 市川委員。 

○市川委員 おはようございます。それでは、数点お聞きいたします。 

 まず初めに、教育長にお伺いいたします。 

 教育長になられて約もう１０年ぐらいになろうかなと思います。ならない、５年、６年、そう

だっけ。ごめんなさい。ちょっとオーバーでした。方針として当初学びあいというのを掲げて、

今現在、アクティブラーニングですか、ということで、字句というか語句は変わったんですが、

それぞれ小学校、中学校１人１人個性が違いますので、これが正解という答えはないと思うんで

すが、今までやられてきた中で、いわゆる浸透度合いというか、先生方の取り組みももちろん、

各学校は校長先生がトップとして、そこから各担任の先生なりにおろしていくと思うんですが、

現在学力、今まではずっと右肩上がりで牛久の子供たちの学力は上がってきたと思うんですが、

今年度、平成最後ということもありますので、その分ちょっと総括というか、やってきた中で、

どのような特徴があり、このような形で成果ができたよということを、ちょっと申し添えていた

だければなと思います。 

 あと次に、成果説明資料の決算認定附属資料からさせていただきます。まず、７９ページ、「中

学生平和施設を派遣する」ですが、これは、広島の地域に年に１度行って戦争の悲惨さを学んで

くるということもあります。平和の大切さを学ぶということもありますが、これは、長崎もそう

だと思うんですが、年々戦争を知っている方たちが高齢になって、なかなか語り部という方たち

も少なくなってきていると思います。龍ケ崎市も平和使節という形で広島のほうに行っていると

思うんですが、日程等々、今後今の日程で７月、終戦記念日というか、ああいう大きなイベント

のときに合わせて行く予定があるのか、それとも現行のままやられていくのか、決算を踏まえて、

今後どのように考えていくのかということをお聞きします。 

 ８２ページの「ひたち野うしく地区に中学校を建設する」、これ全部附属資料でページで言っ

ていきますので、お願いいたします。いよいよ建設に向かって入っていくということですが、現

段階でいろいろ、当初４６億２，０００万から３億弱ですか、少し予算が減ったということです

が、中学校に関する総事業費、現段階でわかる総事業費をお示しいただければなと思います。 

 あともう１点、先ほど来、自校式、これは９６ページですね、学校給食を……。 

○山越委員長 市川委員、４点目になっていますよ。 

○市川委員 それで終わりですから。いいですか。４点だけなので。ごめんなさい。いいですか。

だめ。もうあとやらない。 

○山越委員長 特例で。 

○市川委員 済みません、４点目ということで、特例を委員長からいただましたので。 

 先ほど来、学校給食ということで自校式炊飯ということが出ています。今年度から個別包装の

麺類が廃止になったということで、ますますやはり、茨城は米所ですので、やはり米飯が大変重

要性を帯びてくると思うんですね。そういうところでは、個別包装ができなくなったということ

で麺類の提供が多分難しいということ。そうすると、米のやはり炊飯の需要が多くなると思うん
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ですが、その点についてはどうお考えになっているのか、以上、申しわけございません、４点で

お聞きします。 

○山越委員長 教育長。 

○染谷教育長 一人残らず学ばせたいというのが一番の思いでして、学ぶことが好きとか、みん

なと一緒に学びながら学力が上がっていけばと思っています。結果として、県や全国の正答率は

毎年安定して上がってはいるんですが、現実問題として、中学生などは５の段ぐらいまでしか九

九ができない子がこちらにいて、こちらは進学校を目指すという子が同じクラスにいまして、そ

の中で一斉指導をやってきた中で、できない子が何度も注意を受けて不登校だ、問題行動だ、い

じめだというのがあったので、そういうのを改善するために学びあいというか学力向上というの

をやってきたんですが、決定的には、校長先生のリーダーシップが大事でして、校長先生が毎年

多くかわるので、かわるたびに校長先生方を支援していくというのが、一番これから大事になっ

てくるのかなと思っています。 

 例えば、きのうの牛久南中の視察をごらんになってわかるように、あれはテスト返しというの

をやっているんですね。すると、あれを見てわかるように、１００点とった子は、あの授業はほ

とんど学んでないんです。というのは１００点ですから。そこで先生が生徒にずっと説明するわ

けですね。０点近い子は、あの先生の説明がわからない中にいるわけです。そうすると、あの時

間、学んでいるのかなと考えたときに、１００点取った子はどうなんだろう、０点近い子はどう

なんだろうというと、学んでない子が幾つかきのうもごらんになられたと思うんですね。 

 やはり新しくいらっしゃった校長先生は、なかなかそこの改善が難しいんですが、なれてきま

すと、実はあれは数グループにして、そして４人グループにして自分たちで答え合わせをすると、

できた子が教えたり、できない子が教わったりというのがすぐ始まるのが、よくあるパターンな

んです。そして、２０分ぐらいでそれをやった後、前にいっぱいプリントを置いておくので、で

きた子はどんどんプリントを持ってきて、その４人グループの中でやって、できない子もやりな

がら、わからなかったらちょっと教えてと教わりながら、定着という時間を残り３０分ぐらいと

っているという学校と、あの学校の差は、何回も何回もやっていると大きな差になってしまうん

ですね、学力的に。 

 そういうところは、やはり私たちが校長先生なり先生方を支援しながら、テスト返しってこれ

でいいの、もっとグループで教えあって学びあったら、もっとプリントを置いて、できる子には

どんどんプリントしたらということを支援しながら、１時間１時間、どの子も学んでいるという

ような授業づくりを支援していくということで、新しくいらっしゃった校長先生はまたかわるの

で、そこを支援しながら、毎年毎年、一人残らず学ばせようということをこつこつやっていくと

いうことを、これからもずっと続けていきながら、どうしても学べない子には、後で不登校の問

題も出てきますが、虐待の問題だったり、親の離婚だとかさまざまな問題があるので、そこには

個別に丁寧に対応していこうというようなことを、これからも続けていければなと思っています。

そういうところでよろしいでしょうか。 

○山越委員長 放課後対策課長。 
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○吉田放課後対策課長 放課後対策課吉田でございます。よろしくお願いいたします。 

 平和使節団の広島への派遣の件で、８月１５日等の予定はないですかという御質問にお答えさ

せていただきます。 

 平成２９年度におきましては、決算認定附属資料にもありますとおり、７月下旬、７月２６日

から２８日の３日間という日程で広島への訪問をさせていただきました。これを８月６日の原爆

投下された日ですとか、８月１５日の終戦記念日という考え方はあろうかと思います。ただ、物

理的に多分、事前の予約がかなり前からとらないと宿泊施設がとれないとか、そういう問題等も

ございますので、ちょっと検討は必要かなというのが、今の認識でございます。 

 一応、今のところとしては、来年度も７月の予定はしておりますが、８月の可能性もあわせて

検討してまいりたいと思います。以上でございます。 

○山越委員長 学校建設対策監。 

○佐藤学校建設対策監 学校建設対策監の佐藤でございます。よろしくお願いいたします。 

 ひたち野うしく中学校の総事業費ということでございます。現時点で４４億４，０００万とい

うような数字をはじき出しておりますけれども、これに含まれるものといたしましては、用地取

得にかかわる不動産鑑定とか、そういったもろもろの経費、あるいは用地交渉、今回はタキイ種

苗ということで、京都まで何度か往復させていただきましたけれども、それらの旅費、それから

土地に関しましては土壌調査費、それから井戸水の水質検査費、それらも含んでおりまして、今

後に向けましては、学校に必要な備品類、それから消耗品、それから図書室の図書購入、それか

ら建設が今の予定ですと３２年１月ぐらいに終了ということになりますので、それから年度末い

っぱいまでの学校の機械警備に要する費用、それから電気保安施設の保安管理料、それから開校

に向けて、図書室もただ本が届いただけでは利用できませんので、きちっとした配架をするため

に図書司書を前倒しで雇う予定でおりますので、そちらの費用、それから給食も４月からすぐに

提供できますように、栄養士さんも事前に任用する予定でございますので、それら全てを含みま

して４４億４，０００万という金額でございます。 

 ただし、備品類に関しましては、今現在、メーカーからの見積もり等を取り寄せまして、数量

それから金額ともに精査をしているところでございますので、若干の変動はあるかなというふう

に思っております。また、建築工事に関しましても武道場、それから給食室に関しましては、今

年度の単価での積算の金額を計上しておりますので、来年度、県単価等に変更があれば、それに

伴う変更というのはあり得るというような状況でございます。以上です。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 市川委員の学校給食の麺類の提供についての御質問にお答えいたします。 

 委員御指摘のように、確かに個別包装の麺類が納入業者さんの関係で提供できなくなっている

という状況でございます。これによって、結局各児童生徒の手元であけておつゆに入れて食べる

ということは、ちょっとできなくなっております。今現在は、煮込んでうどんで出したりとか、

そういった形での使い方はできると。また、冷凍というところまで考えれば、学校給食会のほう

でも麺というのは提供はないわけではないので、そのあたりも考えられるとは思いますが、いず
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れにしても、やはり今までのようなおいしい状況というのは、ちょっと変わってくると思うので、

逆に委員御指摘のように、米飯のほうの需要も高まってくるのかなというふうに考えております。 

○山越委員長 市長。 

○根本市長 私のほうから学校の修学旅行について、ちょっと、いつも教育長なんかと話してい

るんですけれども、修学旅行というのはどういうものなのかなということで、私たちは中学で箱

根でございました。それから関西になりまして、そういうあれで、そして修学旅行のそういう日

本の旧所名跡を回ればいいんですけれども、いろいろな歴史を学ばせる意味でも、僕は、今派遣

で広島へ派遣団を送っておりますけれども、そういうのをひとつどうですかねという形で、一度、

子供たちにもそういうものを見せてあげることも、これは大きな修学旅行の目的でもあるし、教

育の目的でもあるのかなという気もしております。 

 今、比較的新幹線も行っていますので、そういうふうにでも、ちょっとどうかなということで、

またもう一つには、今、これだけ牛久でも英語教育ということで大きな、小学生の義務教育され

ますので、その辺についてもどうなのかなということを話して、例えば茨城県には茨城空港と近

い空港がございますし、格安航空もございますし、比較的日本よりは、例えば近隣の外国、英語

を話す、いろいろな外国へ行って日本人ほど外国にしゃべれない、台湾にしても、フィリピンに

しても、もう行くと大体母国語と英語というのは普通でございまして、子供たちにそういう刺激

を与えるのも、修学旅行の目的であるのかなと。コストもございますし、さまざまな意見がござ

いましょうが、ただ、もう少しいろいろな面での修学旅行の考え方も変えてもいいのかなと、私

は思って、今、教育長とよくそういう話はしているところでございます。 

○山越委員長 市川委員。 

○市川委員 大変ありがとうございます。今、市長が御答弁いただいたので、私も広島と長崎の

原爆資料館、記念館ですか、両方行ってきました。大変中に入ると、やはり空気が違うというか、

ぴりっとするものがあります。今の子供たちは、うちの子供もそうですが、ゲームで簡単に、戦

争ゲームだとかそういうので銃で撃ったりとかという形で、簡単に人を殺してしまうようなゲー

ムが日常茶飯、普通の小学生からできるような状態です。ぜひ、費用の面ではなかなか遠方にな

るとなると、やはり保護者の同意等々も必要になると思うんですが、その点はやはり、今後も御

検討いただいて、今の子たちにはどのようなものが必要なのかということを、ぜひ検討いただけ

ればなと思っております。ありがとうございました。 

○山越委員長 ここで暫時休憩いたします。 

 再開は１１時１０分といたします。 

午前１０時５９分休憩 

 

午前１１時１０分開議 

○山越委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 審議を継続いたします。質疑のある方は御発言を願います。杉森委員。 

○杉森委員 おはようございます。よろしくお願いいたします。 
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 ページ３５５、３５６の０１０５「奨学金条例に基づき就学を支援する」の項目です。成果調

査表によると、本年度は中学生を対象とする一般奨学金が３４人で４０２万円、それで、小学生

を対象とする交通遺児奨学金が１人ということになっているようですけれども、これは昨年度の

人数と金額がわかればお示しいただきたいということが１つ、それと、この１名というのが、何

か一般と比べて極端に少ない感じがしますけれども、この少ない理由というのは、何か分析され

ているのかお示しいただきたいというふうに思います。それが１問目です。 

○山越委員長 杉森委員、昨年度というのは２９年の決算審査に当たっての２８年度。 

○杉森委員 前年度。 

○山越委員長 その意味ですね。 

○杉森委員 失礼しました。 

 それから、２問目が３６１、３６２の０１０７「教育センターきぼうの広場を管理する」であ

ります。このきぼうの広場というのは、大変期待が大きいところでもあるわけですけれども、不

登校児の対策として、このきぼうの広場などを中心に、いろいろ充実させているというところは

見えるわけですけれども、フリースクールの問題というのは、市内においてはどういうふうな状

況なのか。そしてまた、フリースクールとの連携の必要性という議論も大変あるのではないかと

いうふうに思いますけれども、それについてはどのような考え方を持っているのかということに

ついてお聞きいたします。 

 ３問目は、３７１、３７２ページです。０１０４「小学校を管理運営する」の報酬のところで

すが、非常勤職員報酬というのがありますが、これは関連して、中学校の管理運営も含めて、小

中学校における非常勤の職員数をお示しいただきたいのと、全体の職員数に占める比率というの

をお示しいただきたい。そしてまた、常勤換算におけるその数字もあればお願いしたいというふ

うに思います。 

 それと、もう一つは、この非常勤も残業をしているのかどうかということですね。そして、そ

の残業代というのが支払われているのかどうか、このことについて質問いたします。以上、３点

です。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 杉森委員の、まず１点目の奨学金に関する御質問にお答えいたします。 

 平成２９年度が３４件、４０２万円で、交通災害遺児等が１件で６万円ということです。前年

度、２８年度になりますと、一般のほうが２５名、単価が違いますので１８０万円、交通災害遺

児等は１名、３万６，０００円という形です。この交通災害遺児等は、交通災害もしくは傷病等

で亡くなられた方で経済的に困窮な世帯に出しておりますので、これはもう本当に、同じ世帯が

引き続きという形での１という形になっております。もちろん、お知らせはしているんですが、

ふえないという形でございます。 

 それと、報酬の関係なんですが、ちょっと細かい非常勤の人数等について、ちょっと今、デー

タのほう持ち合わせてないんですが、基本的に用務主を各学校１名、全校に配置しております。

あと学校司書について各学校、図書の関係ですね、全部１名ずつ配置しております。給食に係る
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栄養士については、一部中学校とあと小学校の一部が県職員で配置していただいているところを

除いて非常勤職員で配置しております。基本的に残業ですが、もちろんする場合があります。結

構多いのが、図書の関係でいろいろ授業の準備とか、そういうのでもやったりしますので、あと

学校の職員会議等は時間外にやることもありまして、そういった場合について、きちんともちろ

ん時間外命令を出した上で時間外勤務手当をお支払いしているという状況でございます。 

○山越委員長 指導課長。 

○豊嶋指導課長 「きぼうの広場を管理する」についてお答えいたします。 

 きぼうの広場で不登校児に対して適応指導教室を広場で行っております。こちらの適応指導教

室、昨年度の利用者は２２名だったんですが、うち１１名が中学３年生でした。この１１名全て

が高校に進学し、今元気に登校しているという報告を聞いております。委員から御指摘いただき

ましたように、非常に広場での運営が功を奏していて、中学時代に一旦不登校になった生徒が、

中学校に復帰することはかなわなくても、その後しっかりと歩いていける力をつけることができ

ているかなと考えております。 

 そして、フリースクールとの連携につきましてお答えしますと、今、やはりこの近辺にもフリ

ースクールと呼ばれる学校がたくさんございます。学校への登校を前提としたフリースクールへ

の通学の場合、これは学校の出席簿上は登校というふうに扱っていきます。当然、学校もこれら

のフリースクールとの情報交換を通しながら、子供たちの中学校等への登校の支援をしていると

ころでございます。 

 一方、現在本市においてそういったわけではないんですが、他市町村等の状況を聞きますと、

保護者の考え等で学校には通わせずにフリースクールに通わせると。これは、もともとが不登校

という枠にはなるかもしれないんですが、公立の小中学校に登校するということを最初から考え

ていない場合なんですね。こういった場合も、学校は連絡はとっていく次第なんですが、やはり

支援としては非常に難しい状況になっているのが現状です。以上でございます。 

○山越委員長 杉森委員。 

○杉森委員 牛久の奨学金については、今、御説明のとおり奨学金の額を新市長になってからふ

やすというふうな改善がされているわけですけれども、それとあわせて、奨学金をさらにどう充

実させていくのかということもあるかなというふうに思うわけですけれども、今の現状の中で、

小学生の奨学金制度というのが、先ほどもありましたように交通事故等の災害というふうなこと

で、割合範囲が狭められていると。そして、私は一般質問の中でこの問題を取り上げて、範囲の

問題については拡大をどう考えるのかというふうな問題もあったのではないかというふうに思う

わけですけれども、今、小学生を対象にした奨学金の範囲というところでは、どういうふうな検

討というのがなされているのかということが１つと、それと、もう一つは大学生ですね。大学生

に対する奨学金という問題が、今、貧困対策の問題として大変重視をされてきているのではない

かというふうに思うんです。つまり、高等教育をきちっと受けさせるということが、やはり貧困

からの脱却において大変大きな役割を持っているというふうな指摘ではないかというふうに思う

わけですけれども、この問題についても、牛久市として、国がどうこうするというのはもちろん
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あるかというふうに思いますけれども、牛久市は牛久市でできる限りのことを、どういうことが

できるのかということも含めてすべきであろうということを思うわけですけれども、これについ

てはどういうふうな検討がなされているのかということをお聞きいたします。 

 それから、きぼうの広場のところに関連して、フリースクールの問題で、先ほど学校への登校

を前提としたフリースクールの場合というふうなことがありましたけれども、牛久の市内では、

とりあえず全てこういう形になっているということで理解してよろしいのかどうか、そのことに

ついてお聞きいたします。以上です。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 杉森委員の奨学金についての御質問にお答えいたします。 

 まず、範囲が狭いのではないかというお話についてなんですが、この奨学金については、もと

もと中学生のときに最後に出していただきますが、高校の在学を対象としたお支払いになってい

ます。交通遺児等については、小中の在学中ということでございます。経済的に困窮というとこ

ろを１つの基準としていますので、準要保護に準じた形での判定をしているんですが、小中学生

については就学援助制度、要保護、準要保護の制度がございますので、そちらのほうでしっかり

と考えて対応していきたいということで、こちらの奨学金については高校生ということで考えて

おります。 

 また、大学生についての奨学金というのも、１つの課題としてあるというのは報道等でも十分

承知はしているんですが、やはり、金額的にもまた大きくなるであろうということと、あと、さ

まざまな奨学金、県やほかの団体等でやっている奨学金の情報は把握しておりますので、そうい

うのを御紹介する形での対応で、当面聞かれた場合はなってくるのかなということで考えており

ます。以上です。 

○山越委員長 指導課長。 

○豊嶋指導課長 フリースクールの出席の扱いについてお答えします。 

 学校への復帰、登校を目指すフリースクールの利用の場合、出席簿上の扱いを出席扱いとする

ことにつきましては、市内全校に周知しているところでございます。そのフリースクールに通う

理由、この判断が難しい場合、学校からこちら指導課のほうに問い合わせがございますので、お

互いに現状の確認をいたしまして、出席簿上の取り扱いを決めているところでございます。以上

でございます。 

○山越委員長 杉森委員。 

○杉森委員 大学生の奨学金の問題については、確かに額の問題、必要額からいうと相当の額に

なるというのはもちろんあるかというふうに思いますけれども、それを全て市で賄えるといった

ら、なかなか難しいかというふうに思いますけれども、私は、少額でも出していくということの

姿勢というほうが、むしろアピール度は高いのではないかというふうにも思うわけです。やはり、

牛久市としては全ての人に教育を受ける権利というものを保障しているんだと。そしてそれを推

奨しているんだという姿勢を示していくということは、大変市のアピールにもなる事柄ではない

かというふうに思うわけです。ですから、額の問題については、そう大きく検討するというより
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も、そういう制度をつくっていくという姿勢を示すということを、ぜひ検討していただきたいと

いうふうに思います。これは要望です。 

○山越委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 それでは、私のほうからも３点お願いしたいと思います。 

 先ほどから、中学生の平和使節の派遣のことについて出ておりました。実績と効果については、

附属資料７９ページにいろいろ出ておりますが、やはり今、平和という問題をどういうふうに子

供たちに伝えていくかということは、大変重要なことではないかと思います。今までも各校から

の代表で、この使節団を派遣をしていたんですけれども、今、市長のほうからも修学旅行という

考えのことについて、今までの京都とかそういうのではなくということで、幅広いことで今後考

えていくという方向がお話しされましたけれども、全中学生ですね、その修学旅行の中に広島と

いうような検討というのが、代表だけでなく参加する中学生が皆そういうものに身近に考えると

いうことで、そういうような検討、今後の問題になりますが、そのような検討についてお尋ねを

したいと思います。 

 それと、３６８、３７８ページの学校の図書室の問題です。「小学校の図書室を運営する」それ

から「中学校の図書室を運営する」というところでは、先ほど学校の中に学校司書、各校に全部

配置をされているということなんですが、そうしますと、この方たちが全て非常勤での対応とい

うことになっていると思いますね。図書司書の、学校司書の役割というのが大変子供たちに、調

べ学習とか、いろいろな本の関心興味のために大変努力をされているということを聞いておりま

すが、その辺の司書さんたちが努力していることを市のほうでもつかんでいると思いますが、そ

の辺を伺いたいと思います。 

 それと、先ほど外国語の指導講師派遣、３６０ページの０１０５ですが、今まで委託の契約か

ら今度は派遣というふうに、３０年度が派遣というふうになったということなんですけれども、

この辺の違いですね、委託と派遣の違いについては、どういうふうに考えているのかということ

ですね。外国語というのはイギリス、そちらとかアメリカのそういうのによっては、発音だとか

そんなのも微妙に違ったりなんかするということなんかも聞いていますが、その辺の統一性とい

うか、その辺はどうなのかということ。この外国語の指導講師のところには、奥野と二中には、

この中の方たちから人数が多く派遣されているのかどうか。その辺を伺います。 

 それと、ちょっと戻ります。３５８ページの０１１０「中学校を改編し再編する」ということ

なんですけれども、この改編ということは、多分ひたち野の……。（「４点目じゃない」の声あり） 

○山越委員長 それでは、３点について答弁を求めます。指導課長。 

○豊嶋指導課長 まず中学生平和使節から、中学校の修学旅行先についてお答えしたいと思いま

す。 

 先ほど市長からもお話があったところですが、修学旅行につきましては学校行事であって、基

本的には学校で検討決定していくことになるんですが、市教育委員会としましても、広島への訪

問を修学旅行で行って全生徒が体験することは大変意義が大きいものと考えておりまして、各中

学校において数年前から検討をお願いしているところでございます。先ほどの市長のお話もあり
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ましたので、再度こちらについてお声かけして、学校のほうで検討していただこうと考えている

ところでございます。 

 しかしながら、先ほど来、出ておりますように、保護者の費用負担が増加する、これは最低で

も１万円以上ふえていくという見込みになっておりますとか、生徒数が多い学校の場合は、やは

り宿泊施設の確保が非常に難しい等の課題があるのも実際でございますので、引き続き検討のお

願いを続けて、可能なところからできればとは思っております。 

 続きまして、外国語の派遣につきましてお答えいたします。 

 奥野キャンパスのほうの派遣がどのようになっているかにつきましてお答えしますと、３６６

ページ、０１１８「少子化人口減少に対応した活力ある学校教育を推進する」、こちらにあります

委託料業務、英語指導となっているところから１名、奥野キャンパスには派遣をされております。

昨年度までの委託契約と、今年度派遣契約に切りかえた理由なんですが、小学校におきまして、

英語の教科化が始まります。また、３、４年生に外国語活動、これまでなかった活動がおりてま

いります。 

 これによって、英語を専門とする市内小学校の先生方が英語の授業を行い、評価を行う。これ

まで小学校で行っていた外国語活動の場合、ＡＬＴの先生が主軸でプログラムに沿ってやってい

るところがあったわけですが、今度は教師が評価もありますので、主軸で授業をやって、ＡＬＴ

が手伝いをやるという形に切りかわります。そうしますと、この場合、委託ですとＡＬＴが自分

のプログラムを持ってやってくればよかったのが、各学校の先生がＡＬＴに対して、こういった

授業をやりたいという指示や打ち合わせをする必要が出てまいります。これは委託ではできない

形ですので、今回、派遣契約に切りかえました。以上でございます。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 私のほうからは、「小学校の図書室を運営する」と「中学校の図書室を運

営する」のところで、学校司書の取り組みの状況についてお話しさせていただきたいと思います。 

 牛久市においては、小中学校全校に各１名ずつ学校司書を非常勤ではありますが配置しており

ます。ほかの市町村においては、２校で１人とかそういったところもございまして、そういった

ところは、もう本当に図書の整理だけをするというような考えなんですが、うちの場合は、基本

的に読み聞かせをしたり、子供たちといろいろ対話をしたりというようなことで応対もしており

ます。 

 司書さんたちは非常勤職員ではあるんですが、基本的に皆さん専門職なので、子供たちにやは

り本に興味を持ってもらいたいということに関しては、かなり意識が強いというふうに感じてお

ります。月に１回程度の司書会議を開いて情報交換をしたり、また、ある司書においては朝日小

学生新聞というような新聞で連載物を任されたりということで、そういうのを書いていたりもし

ます。 

 調べ学習という場面では、学校図書館ネットワークというのが組んでありまして、中央図書館

と一緒にネットワークを組んでありまして、一度に冊数を多く使う本について、ほかの学校から

寄せ集める、流通するというような形でのやりとりをしておりまして、そういったところでも各
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校と調整をしたりしてやりくりをしている状況です。 

 また、年度当初に毎年開いておりますが、学校図書館ネットワークの研修会という中では、１

つ県単位の事業で「みんなにすすめたい一冊の本」という推進事業がありまして、これは５０冊

読んだ子供が何人いるのか、３００冊読んだ子供が何人いるのか、そういったものを各学校ごと

に出して、皆さんにお見せすることで、数字だけではないと思うんですが、それぞれの方々のモ

チベーションにつながっていると思います。 

 また、そのほかにも各司書ごとの資質にもよるんですが、やはり子供たちに本に親しんでもら

いたい、図書室になるべく多く通ってもらいたいというようなところから、図書室のエントラン

ス付近にその季節季節でテーマを決めて、いろいろなデコレーションをして本を並べたりという

ことで、子供たちの興味を引こうというような取り組みが見られます。以上です。 

○山越委員長 教育長。 

○染谷教育長 私は、ことし初めて平和使節団、子供と一緒に行ってきまして、実際に被爆され

て皮が全部垂れ下がって、手を下げると地面に落ちてしまうので、手を上げたままさまよい歩い

ている人の語り部の話とか、４人語り部の話を聞いたんですが、２人は世代交代で体験していな

い方なんですね。ということは、もう体験している方は２カ所しかいなかったという現状もある

と、本当に語り部の方々がもういなくなってくるんだなというのをつくづく感じました。 

 そういうのもあって、２年前に校長会にお願いで検討はしたんですが、やはり１万円かかると

いうことで、保護者に投げかけた結果だめになっているというような状況があるんですが、実際

に校長先生方が行かれると、これはもっと強く語りかけてみようかなと思うのかなと思いますの

で、ちょっと校長会にもお声かけて、校長会の旅行がてら行ってもらったらどうかなという、ま

た声かけもしていきたいと思っています。以上です。 

○山越委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 私も、教育長がことし、中学生の平和使節に一緒に行かれているというお話を聞い

て、それはすごくいい経験をされているのではないかというふうに思っていました。私どもも、

毎年、いつも本当は平和の問題についてどう考えるかということをやらなければいけないと思う

んですが、８月をやはり平和を考えるすごくいい機会というふうに捉えて、いろいろと市民の方

たちにもいろいろなイベント等をやっているんですけれども、やはり実際に行って話を聞く、そ

れからそういう映像なりそういうもので、やはり伝えていく、今の広島の方たち、語り部の方た

ちがずっと生存というのは厳しいと思う中では、やはり今あるものでどういうふうに平和の問題

を伝えていくかというところには、ぜひ、校長先生初めいろいろな方たちとぜひ前向きな検討を

していただきたい。費用の面がネックになると思いますけれども、その辺はぜひ今後検討をお願

いしたいと思います。この辺については答弁は結構です。 

 それで、図書室、学校図書のほうなんですけれども、学校行事の問題、それから中央図書館と

の連携等もありますが、その辺の情報交換、それから司書さんがいろいろと子供たちのそういう

調べ学習等について、多分いろいろと努力をしているということは、今のお話でわかりました。

学校のそういうような問題について、どういうふうに連携をとっていくのかどうか、その辺を伺



 - 75 -

いたいと思います。 

 それと、外国語指導講師の問題なんですけれども、確かに今まではＡＬＴの方が主だったのが、

今度は先生が主にいろいろと教科ということではやらなければならないということでは、先生た

ちのバックアップというんですか、その辺をやはり市として、先生が主でＡＬＴの方にいろいろ

なことをされるというのは、大変それはわかるんですが、学校全体としては、この辺の考え方、

英語、外国語というのは大変やはり、先生であっても得意とする方、得意でない方もいらっしゃ

るでしょうから、その辺を学校としてどういうふうにフォローしていくのか、その辺の対応を伺

いたいと思います。 

 それと、先ほど奥野のあれについては、こちらのほうで別に、１名分はこちらから出ています

よということなので、その辺のもう１人の方については、そうしますと、ここでの歳出になるの

かどうか、その辺を確認をいたします。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 私のほうから、学校司書と学校との連携の部分ということなんですが、

各学校には、うちのほうで非常勤で学校司書を配置しておりますが、先生でもちろん司書教諭と

いう方がいらっしゃいますので、その２人組で、会議なんかも年度当初の会議なんかは２人組で

出ていただいているんですが、司書教諭の方といろいろ連絡調整をしながら、そういったスケジ

ュール的な調整等も各学校でやっているというふうに考えております。 

○山越委員長 指導課長。 

○豊嶋指導課長 外国語教育についてお答えいたします。 

 １つ目に、小学校の先生方が英語の教科化、また３、４年生におりてくる外国語活動を実施す

るに当たっての研修の支援なんですが、これは市としても、今年度例えば神谷小におきまして外

国語活動の授業を行っていただき、ここに市の英語教育を中心になって各校行っている先生方に

集まっていただいて、また講師の先生をお呼びしての研修等も実施しております。今回の外国語

活動あるいは英語の教科化につきましては、もう三、四年前からかなり県のほうも力を入れてお

りまして、かなりの数の研修が行われている実際がございます。十分かどうかはまた別なんです

が、今後とも、学校の先生方、やはり１回目の研修を通して、こういう研修もやってほしいとい

う声も上がっておりましたので、必要に応じてまた検討して支援してまいりたいと考えます。 

 もう一つは、派遣の人数についてでございます。この少子化人口減少に対応した１名は、プラ

ス１と考えていただければと思います。もともと奥野小、二中のところにも派遣されている人に

加えて、こちらの少人数の方がさらに入っている形になってございます。以上でございます。 

○山越委員長 答弁漏れ。 

○遠藤委員 図書室のことで、中央図書館との連携とかはどうなのかというふうに、たしか聞い

たと思うんですが。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 失礼しました。まず、中央図書館との連携ということでいきますと、先

ほど申し上げた学校図書館ネットワーク事業というのが、中央図書館も絡んでというか中心にな
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った中でネットワークを組んでいる事業でございます。そういったものについては、各年度当初

に、学校図書館ネットワーク研修会というものを開いて、先ほど申し上げた各学校の司書教諭と、

うちのほうで割り当てる非常勤の学校司書、あと図書館の司書の方が一体となった会議を開いて

連絡調整を行っております。以上です。 

○山越委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 先ほど奨学金の問題が出ていましたけれども、私のほうからは、財源のことについ

てお伺いしたいと思います。一般会計とふるさと基金なんかの対応とかもあったと思うんですが、

その辺のことについて。やはり、もっともっと手厚くすべきだと、私も考えております。まだま

だ必要な子がいるのではないかというふうに考えてはいるわけなんですが、広報とかの努力によ

って多少ふえてきたということなんですが、今後の対応についても伺いたいと思います。 

 それから、４４０ページの図書館資料というところで、印刷製本費があるわけなんですけれど

も、これはたしか図書館の基本計画、２９年度において作成された関係ではないかと思いますが、

その図書館基本計画に基づいての具体的な方針と、今後について伺いたいと思います。 

 それから、運動公園プールの屋根の修理についてなんですけれども、先日、教育民生常任委員

会で視察に行った際に、ちょっと説明も受けたんですが、かなり劣化をしてきていて、今年度、

３０年度では使用禁止にしているという説明も受けました。２９年度は使用されたのか、どうだ

ったのか。またそのプールの今後の考え方などについて伺いたいと思います。以上です。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 奨学基金の財源についての御質問にお答えいたします。 

 市の奨学金については、奨学基金のほうから繰り出してお支払いをしている形なんですが、基

本的に担当としては、年間１５名程度の予算を確保しております。３学年分ですと４５名、これ

は各学校３名として５つの中学というぐらいの人数でございます。 

 今現在、実績としては３４名ですので、一般奨学金が３４名ですので、満杯まではまだいって

いないという状況でございます。財源については、やはり金利も低金利になっている状況から、

どうしても原資から食っていくと奨学基金自体がなくなっていくというのは、これはやむを得な

いところであるんですが、そういった中ではやはり、財源として一般会計から繰り入れていただ

くという方法もあるんですが、１つふるさと納税でいただいた教育分野の寄附金の中から、一定

額の繰り入れを行うということで、補正予算で考えております。 

 本来、毎年一定額のルール化ができればいいとは思うんですが、寄附金のほうも、やはり上が

ったり下がったりもあるでしょうし、財政状況もあると思いますので、そのあたりは財政部局と

毎年調整していきたいと考えております。以上です。 

○山越委員長 中央図書館長。 

○関中央図書館長 それでは、図書館基本計画に基づいての具体的な方針と今後はという御質問

についてお答えいたします。 

 さきの３月に策定いたしました図書館基本計画に基づきまして、今後１０年間の図書館運営を

推進してまいることになるんですけれども、牛久市立図書館の最大の特徴というのは、平成１５
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年度から開始いたしまた市民との共同運営かと思っております。今後におきましても、先ほど御

質問にありました図書館カフェ、やはりこちらも重要な案件でございますけれども、それととも

に、現在特に力を入れておりますのは、１つ目が司書資格を最大限に生かした司書のプロフェッ

ショナル化ということでございます。今後は市民のさまざまな生活上の悩みや課題、問題を解決

に導く課題解決支援業務を強化いたしまして、市民の生活を積極的に支援してまいりたいという

ふうに考えております。 

 それから２つ目なんですけれども、図書館の中にとどまるだけではなくて、司書を初めとする

図書館員が積極的に地域に出ていきまして、支援をしていく外向的図書館にシフトしてまいりた

いというふうに考えております。市民の知的創造の喚起と図書館に来館することが困難な市民の

方々へのサービスを提供してまいりたいと考えております。 

 それから３つ目でございますけれども、読書離れが進んでいると言われております中高生を図

書館運営に取り込む、ヤングアダルト世代との連携強化ということでございます。図書館のイベ

ントを初めとする図書館運営全般への参画。現在、進めておりますのは、図書館をＰＲするため

の動画の制作に取り組んでおりますけれども、図書館の紹介動画２本のうち１本を県立牛久栄進

高等学校の映像研究部の生徒の皆様と連携して現在制作を進めております。ことし中に完成する

予定でありまして、来年に入りましたら、その作成した動画を最大限活用いたしまして、行政区

や市内の各施設を訪問いたしまして、図書館のＰＲを積極的に行ってまいりたいというふうに考

えております。以上です。 

○山越委員長 スポーツ推進課長。 

○齋藤スポーツ推進課長 運動公園の５０メートルプールの御質問にお答えいたします。 

 運動公園の５０メートルプール、ドーム屋根つきの５０メートルプールでございますが、平成

２９年度につきましては、通常に利用してございました。ことしの１月に市建築住宅課職員とつ

くば市内の建築設計事務所の社員の２名で、鉄骨の状況を確認するためキャットウォークから目

視調査及び写真撮影、さび標本の採取を実施し、鉄骨強度の低下及びさびの発生状況について報

告を受けました。 

 その報告を精査したところ、大地震が発生した場合などに鉄骨の強度が低下しているため揺れ

が増幅され、さびなどの破片が落下することが懸念され、事故につながるおそれがあるため、安

全が確保できるまでの間、５０メートルプールの利用の中止を決定いたしました。 

 現在、ドーム屋根の取り壊し経費について専門業者に見積もりを依頼しておりますので、その

経費を見きわめた上で取り壊し、補修などの方向性について判断していきたいと考えております。

以上です。 

○山越委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ただいまのプールのことで、鉄骨を取り外すということなんですけれども、その取

り外しがうまく現在のプールを破損しないでそういうことができるのかということもありますし、

その外した後、それがプールを今後活用していけるのか、また屋根がない状態で活用していくの

か、また新たな補修などで考えがあるのかという、その辺のことを、なかなかちょっとお聞きし
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ていると、とても難しい問題でお金もかかる問題でというようなお話も伺ってはいるんですが、

ちょっと構想とかその辺について伺いたいと思います。 

 それから、図書館のところですが、これは基本計画の中でどうなっているかわからないですが、

今、各学校とかいろいろな施設に配送していると思うんですけれども、１つ介護施設への配送な

んですが、聞くところによると、なかなか要望がなければ配送はしないという感じで、１カ所か

その辺配送しているのかな、何かそんなようなお話を伺ってはいるんですが、そういう介護施設

などに要望を聞くとか、そういう配送をしていくとか、要望があれば、その辺はやっていったほ

うがいいのではないかなと思うんですが、その点について伺いたいと思います。 

 それから、奨学金のところでは、一般会計では考えていないと。ふるさと寄附によってという

ことなんですが、例えばふるさと寄附であっても、奨学金ということで特に明示されてなくても、

教育に使ってほしいということであれば、それは優先的に奨学金に使っていくという関係なのか

どうか、その点について伺いたいと思います。以上です。 

○山越委員長 市長。 

○根本市長 私からは、プールのほうについてお答えしたいと思います。 

 プールが指摘されまして、このままの状態では使えないことが、ことし報告をされまして、そ

れで、取り壊し方によって、約２，０００万違うという話が来ています。例えば、あとのプール

の施設を継続して使うには、養生とかいろいろやって、それもまた２，０００万ぐらい多くかか

ってしまう。ただ壊すだったら比較的もうちょっと安くできるんですが、ですから、ただ今から

また使うようにやると、恐らくあの施設はあと１０年前後ではないかという、では１０年前後の

もので２，０００万も投資していいのか。だったらもっと大きな枠組みで考えないといけないの

ではないかなという話を今して、どちらがいいのかと。 

 そして取り壊した場合は、新しく新設ということも考えますと、子供たちの水泳競技どうなん

だという話になると。そうしたら、ひたち野の小学校にプールがございます。そこを一般の人を

制限しまして、学校教育専門なのかなという話。また今、学校にいる、小学校、中学校にプール

という話もございます。約２億から３億近いお金がかかる。それは学校に配備してもどうなのか

なと。だったら、今の時代は、もう１カ所、そういう屋根つきのプールを１カ所にして、１年通

じて使えるプールにしてはどうなのかな、そういういろいろな検討をする、ちょうど機会になり

まして、そういうことをいろいろ考えながら、何が一番牛久に利するのかなということを、ここ

恐らく二、三年はかかるのかなということでございますけれども、そういう検討を、今し始めて

ございます。以上です。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 奨学金の財源についてのお話でございます。私ちょっと、先ほど明確で

はなかったかもしれないんですが、一般会計を考えていないわけではなくて、一般会計もあるか

とは思いますが、ふるさと基金もということで、ちょっと説明がまずかったと思います。 

 基本的に寄附金のほうに奨学金云々という明確にうたわれていなくても大丈夫かというところ

については、寄附の担当課のほうで精査しておりますので、それは大丈夫だと思うんですが、た
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だ、基本的に毎年その都度検討していくような形になっていくのかなと考えております。 

○山越委員長 中央図書館長。 

○関中央図書館長 介護施設への本の配送につきましてお答えを申し上げます。 

 現在、図書館と共同運営を行っておりますＮＰＯ法人リーブルの会のほうで、自主事業という

形で介護施設６園への雑誌、本の配送業務を行っております。こちらにつきましては、クローバ

ー文庫という名称で事業を推進しておりますが、今後、先ほど御答弁申し上げました今年度末か

ら行政区や各施設訪問の中で、私どもとしましては、さらに御意見や御要望を伺いながらサービ

スの向上につなげていきたいというふうに考えております。以上です。 

○山越委員長 ほかに質疑のある方。甲斐委員。 

○甲斐委員 こんにちは。よろしくお願いします。 

 ３点確認の意味で質問させていただきたいと思います。 

 まず４６４ページ、０１１０「栄町運動広場を管理運営する」でございますけれども、まずこ

ちら委託料で１６６万９，２００円は植栽ということで理解しました。その下の業務の施設管理

で６８３万５，３８０円、決算通っているんですけれども、これ、ごめんなさい、どの施設であ

るのかの確認と、またその施設の業務内容のほうをお示しいただければと思います｡ 

 あと２点目が、３９０ページ、０１５４です。「牛久南中学校の校舎を大規模改修する（経済対

策分）」ということで、きのう視察に行きましたが、こちらのほうは、今後同じようなといいます

か、このぐらいのサイズの工事の予定が小中学校の中であるのかないのかと、あるのであればど

れぐらいを見込んでいるのかの今後をお聞きしたいと思います。 

 それと、３９６ページ、０１０７「第一幼稚園を建設する」ということで、こちらも委託料等

の決算が上がってきていますけれども、こちらは完成までのスケジュール、今後のスケジュール

を１点、工期とあとかかる今後の全体予算ということで確認をとらせてください。以上３点です。 

○山越委員長 スポーツ推進課長。 

○齋藤スポーツ推進課長 甲斐委員の御質問にお答えいたします。 

 ４６４ページの０１１０「栄町運動広場を管理運営する」の事業でございますが、１３委託料

の中の１８業務施設管理の６８３万５，３８０円ですけれども、こちらは芝のグラウンドの除草、

芝刈り、あと周辺の草刈り、あとトイレ清掃、そういった費用の金額でございます。トイレは週

２回清掃しております。以上です。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 甲斐委員の２点の御質問にお答えいたします。 

 まず南中学校の大規模改修に絡んで、今後の大規模改修の予定ということなんですが、校舎自

体の大規模改修ということでいうと、終わっていないところがまだ幾つかございます。まず、ト

イレだけは先行して行ってはいるんですが、下根中学校や神谷小学校はそれに当たります。あと

体育館についても、実は耐震という意味では１００％完了はしておりますが、大規模改修、要は

化粧直しというか内装まできれいにする形での施工をしていない学校が幾つかございます。牛久

三中であったり、向台小であったり、神谷小だったりという形です。これらについての実施年度
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については、まだちょっと今後５カ年で並べてみないと、今現在はっきりした優先順位というの

は申し上げられません。いろいろ大型事業等、事業費を見ながらやっていくような形になると思

います。 

 あと、第一幼稚園については８月８日に契約をしまして、工期が８月９日から来年の３月２９

日という形でとってあります。実際には引っ越し等もありますので、４月１日から開園しなけれ

ばなりませんので、それよりは早くは仕上がってほしいんですが、今現在、まだ現場のほうは着

手していなくて、来月あたりから現場のほう入ってくると思います。以上です。 

○山越委員長 甲斐委員。 

○甲斐委員 １点再質問というか確認します。さきにお話しされた２番目の質問なんですけれど

も、下根中、神谷小の名前が上げられた、これはトイレが済んでいるという認識でよかったです

か。体育館の耐震はほぼ済んでいるけれども、三中、向台とか、ほかもろもろ体育館が終わって

ない、校舎が終わってない、どちらなんでしょうか。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 三中、向台、神谷については、牛久市の場合耐震補強については１００％

満たしております。ですが、大規模改修、南中の体育館のように大規模改修、お色直しというか、

模様がえまできちっと済んでいる体育館もあるんですが、耐震だけを優先してやっているところ

がそこということで、それについては、今後大規模な改修が必要になってくるという意味でござ

います。よろしくお願いいたします。 

○山越委員長 ここで暫時休憩いたします。 

 再開は１３時１０分といたします。 

午後０時０４分休憩 

 

午後１時１０分開議 

○山越委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 審議を継続いたします。質疑のある方は御発言を願います。長田委員。 

○山越委員長 長田委員。 

○長田委員 済みません、追加で１点お願いをいたします。 

 ４５８ページの、先ほど同僚委員のほうからも質問がありましたが、「牛久運動公園プールを運

営する」について、小学校、中学校のプールについても質問をさせていただきたいと思います。 

 先ほど市長の答弁の中で、運動公園のプールもあと１０年ももたないのではないかというお話

をいただきましたが、各小中学校のプールも大変老朽化が進んでいて、岡田小学校のプールの改

修工事などについても質問があったかと思います。さまざまな学校で、どんどん老朽化が進む中

で今後どうしていくのか。近隣の龍ケ崎市などでは、もう老朽化が進んでいるプールの改修工事

は大変お金がかかるので、していかないような傾向にあるように感じるんですが、プールをため

るにしても、大変お金がかかるということで、小中学校も天候などによって水温が上がらないと

入れないときが大変多くあると思います。入れても二、三回であることが多いのかなと思うんで
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すが、龍ケ崎市では、たつのこアリーナや、あと既存の民間のスポーツジムと提携して、学校に

よっては、そのスポーツジムのプールを活用して入っているというふうにお聞きをしております。

市内でも、民間のスポーツクラブなどもありますけれども、今後老朽化のお考えによっては、そ

ことの提携も考えられるのかなというふうに思うんですが、民間のプールを使う中で、龍ケ崎市

の保護者の話を伺いますと、大変きれいであるということと、あと保護者などが奉仕作業として

プール掃除に行かなくてもいいという点や、あと天候を気にせずに必ずその時間にプールに入れ

るという利点はあるというふうにお伺いをしています。事故等も考えますと、毎年小学校内での

プール授業で事故等もあると思いますので、そこのスポーツクラブのスタッフが入ってくれて安

心であるということもお伺いしていますので、今後、市のほうのお考えはどのようになるのかを

お伺いいたします。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 長田委員の小中のプールの運用についての御質問にお答えします。 

 一般質問でも一部お答えには入っているんですが、やはりプール、かなり使用期間が短くて、

夏の前の本当の１カ月ちょっとという期間でありまして、各学校においても１０時間ずつという

ところもありまして、やはり今、効率はちょっと悪いのかなというところはあります。ただ、や

はり小学生については、移動にかかる時間、特に低学年においてはバスの乗り降りとか、そうい

うので時間がかかってしまうこともありますものですから、小学校については基本的に維持した

ほうがいいのかなということを、以前に教育委員会定例会で話し合いをしたときはそういった方

針になっております。 

 中学校については、バス等を使って移動して運動公園プールを使って行うという方向でいまし

たが、今年度ちょっと使えない状況になっております。今、他市の例で龍ケ崎ですとか、あと先

日視察なんかにも見えているんですが、守谷市なんかでもやはり民間のプール等も頭に入ってい

るというところもありまして、そういったあたりも今後ちょっと調査研究していく必要があるな

というふうには考えております。以上です。 

○山越委員長 次に質疑のある方。池辺委員。 

○池辺委員 済みません、よろしくお願いします。 

 済みません、先ほど、今ちょっといらっしゃらないんですけれども、市川委員がひたち野うし

くの総額の予算を聞いたと思うんですけれども、私もちょっと済みません、よく聞いてなくて申

しわけないんですけれども、４４億何とかということを伺ったのと、あとその内訳なんですけれ

ども、私なんかが言っていた土壌の検査から、いろいろ例えば体育館、武道場、あとはグラウン

ド整備、そういったものを全部あわせた金額がそれなのかという部分で、佐藤さん多分きちっと

した説明をしてくださったと思うんですけれども、できたら説明していただければありがたいこ

とが１点と、それと、できたら何かこう一覧みたいなものがあれば、それをもしもいただければ

それでもいいかなとは思っているんですけれども、済みません。よろしくお願いします。 

○山越委員長 学校建設対策監。 

○佐藤学校建設対策監 池辺委員の御質問にお答えいたします。 
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 現時点で想定される費用、先ほど委員からもありましたように、今後の武道館、あるいは給食

室の建設費から、午前中もちょっとお話ししましたけれども、今後採用いたします図書司書であ

るとか、それから栄養士関係の人件費も含めて４４億４，０００万というような数字でございま

す。細かい一覧表に関しては、ちょっと現時点で提供ということは、この時点ではちょっとお答

えしかねるんですけれども。 

○山越委員長 池辺委員。 

○池辺委員 それはもちろんあれですよね、体育館とか、武道館とか、グラウンド整備とか、土

壌とか、そういったもの全部含めた金額ともう理解してよろしいですね。 

○山越委員長 学校建設対策監。 

○佐藤学校建設対策監 委員お見込みのとおり、全ての費用を想定した金額でございます。 

○山越委員長 山本委員。 

○山本委員 では３点お願いいたします。 

 まず４３２ページの中ほどなんですが、「エスカード生涯学習センターを管理運営する」ところ

の受付事務手数料というのが４９０万ほど上がっています。同じようにひたち野うしく地区の、

次のページですね、４３４ページに同じように受付事務手数料が、ひたち野地区は１００万、あ

とかっぱの里のほうは５００万、この違いというんですか、どういう、受付事務手数料ってどこ

がやっていらして、どういう事業をしていらっしゃるのかというところを教えていただきたいと

思います。 

 それから、この不用額が１００万円以上の事務事業という説明資料の中で、３８ページですが、

牛久運動公園、それから奥野運動広場、牛久運動広場、ここの夜間照明ですね、夜間照明保守点

検を隔年実施したことによって不用額が出たということなんですが、これを隔年実施した経緯と

いうんですか、そこを教えていただきたいと思います。 

 それから、提出していただいた資料、文化公演の資料なんですけれども、一覧表をいただきま

して、ちょっとこれ、私も見てみたんですが、ちょっと説明していただければありがたいと思い

ます。どういうふうに表を見ていくのかというところを、済みません、お願いいたします。以上

です。 

○山越委員長 生涯学習課長。 

○中野生涯学習課長 生涯学習課中野です。よろしくお願いいたします。 

 御質問にお答えいたします。私のほうからエスカード生涯学習センター、それとかっぱの里生

涯学習センター、それと「ひたち野うしく地区の公共施設を一般に開放する」という事業の中の

受付事務等に関する質問ですが、まず、エスカード生涯学習センターにつきましては、委託先が

牛久都市開発株式会社になります。 

 管理期間としましては、平成３０年４月１日から３１年３月３１日までになっております。昨

年でしたら、２９年４月１日からになりますけれども、１年単位ということでやっております。

ただし、１２月２９日から１月３日、それとエスカード牛久ビルの休日は除きます。管理時間で

すが、昼間につきましては午前１０時から午後６時までの８時間、夜間につきましては午後６時
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から午後９時の３時間となります。金額につきましては、単価契約をしております。時間単位の

単価ということで、昼間が１時間当たり１，０００円、これは消費税は抜いております。夜間に

ついては１，５００円、同じく１時間で消費税は除いております。エスカードを使う、一般に開

放していますので、使う方がいるときにはお支払いをしますので、時間帯で。ですので、３つと

も使用団時間、使用団体等によって大分違ってきます。 

 次に、かっぱの里生涯学習センターにつきましてです。請負者のほうについては牛久市シルバ

ー人材センターにお願いしております。管理期間は１年間ということで、さっきと同じでありま

す。ただし、第２、第４の月曜で第２、第４が休日の場合には翌日というふうになっております。

それと、１２月２９日から１月３日までは除いております。同じく管理時間なんですが、午前８

時半から午後５時３０分までの８時間、それと夜間については午後５時１５分から午後９時１５

分の４時間ということでやっております。単価につきましては、同じように単価契約ということ

になっておりますので、昼間が８２５円、これは１時間当たりで税抜きです。夜間時間が８８０

円、時間で同じく税抜きとなります。 

 続いて、ひたち野うしく地区の公共施設のほうですが、ひたち野うしく小学校になります。こ

れも業者は同じく牛久市シルバー人材センターで行っていて、１年契約ということで単価でやっ

ております。ただし、土曜日それと日曜日、国民の祝日は休日となります。ただし、今言ったと

おり１２月２８日から１月４日及び学校行事で使用するときには除いております。貸し出し教室

としましては、大会議室、音楽室、図工室、家庭科室となります。管理時間は、昼間が午前８時

半から午後５時３０分の９時間、夜間が午後５時３０分から午後９時３０分の４時間ということ

になります。契約単価につきましては、昼間が、先ほどと同じようにシルバー人材センターのほ

うで８２５円、先ほどの時間で税抜きですね。夜間におきましては８８０円、税抜きの時間にな

ります。以上になります。 

○山越委員長 スポーツ推進課長。 

○齋藤スポーツ推進課長 不用額が１００万円以上の事務事業の説明の中で、牛久運動公園、牛

久運動広場、奥野運動広場について、夜間照明保守点検を隔年実施したことによるという説明を

しておりますが、その理由でございますが、夜間照明の理由頻度が低いため、経費節減を目的と

して隔年実施といたしました。今後についても同様の運用をしてまいりますので、御理解をお願

いしたいと思います。万が一故障の際には、市内電気業者に依頼をして迅速に修理の対応をして

いきますので、御理解をお願いいたします。以上です。 

○山越委員長 文化芸術課長。 

○手賀文化芸術課長 それでは、３番目の文化公演の表の見方ということで、こちらは事業別実

績調書の２９年度の文化公演に関する資料をお出しさせていただいたわけなんですが、文化公演

事業は、昨年は。ＮＨＫのど自慢を含め７公演を実施いたしました。うち日本フィルハーモニー

と八代亜紀、アラビアンナイト、こういった事業は２９年度前半に開催しておりますので、２８

年度中に前売りチケットの販売であるとか、広報宣伝の作業が入っておりますので、こういった

ものについては前年に支出したものも、収入したものもございます。それと当該年度に入っての
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収入、支出もございますので、この３事業につきましては、２８年と２９年のものを合算したも

のが１公演当たりの実収入、支出になりますので、そのように見ていただければ、１つの単体の

事業としてのものが出てくるということになります。そのほかの平原綾香から残りの４つの事業

については、単年度内で全ての収入、支出が行われているという内容になっております。以上で

ございます。 

○山越委員長 指導課長。 

○豊嶋指導課長 済みません、午前中に山本委員からの御質問で、英語のＡＬＴの契約につきま

して３年契約にした金額的なメリットはあるのかという御質問にお答えできませんでしたので、

こちらでお答えさせていただきます。 

 本市におきましては、この契約を行う際に単年度の契約の見積もり等とっていないんですが、

他市町村からの情報を集めたところ、単年度契約にしたところ、同じ会社では１人当たり年間４

００万程度かかっております。これに対して、本市が行った契約では、１人当たり年間３５６万、

消費税込みとなっておりますので、複数年で契約した金額的なメリットもあったかと存じます。

以上でございます。 

○山越委員長 山本委員。 

○山本委員 ありがとうございました。 

 このひたち野地区の公共施設、今いろいろなお部屋があったんですが、たしかここって図書室

もあいていたと思うんですが、それは入っていたのかどうか、ちょっと確認したいと思います。

今、ちょっと言われた中には入ってなかったような気がしたので、済みません。 

 あとそれから、夜間照明は利用頻度が低いからということですが、何かこれは法的な、例えば

１年間には必ず１回やるとか、そういう法的な根拠はないのかどうかを確認したいと思います。 

 あと、この文化公演なんですけれども、ちょっと見せていただいて集客率、例えば日本フィル

とか八代亜紀なんかは集客率が９０％近く、８０％あるんですけれども、収益を見るとマイナス

になっていると。一方で、円楽独演会ですか、これなどは７４％で集客率がそんなによくなくて

も５９万の収益があるという、こういうのを見ますと、９０％以上、９６％なんてフィルハーモ

ニーなんか集客があっても、４４万の差損が出ているということは、チケットの設定というのか、

金額の設定というところが果たしてどうなのかなというふうにとっていいのかどうか、ちょっと

そこら辺を教えていただければと思います。以上です。 

○山越委員長 中央図書館長。 

○関中央図書館長 公共施設の土曜、日曜、祝日等の開放業務で、ひたち野うしく小学校の図書

室の開放業務のことにつきましてお答え申し上げます。 

 こちらの業務につきましては、図書館のほうで負担しておりまして、ページで申し上げますと

４３８ページの０１０２「図書館施設を維持管理する」、こちらの１２役務費の４手数料、１受付

事務手数料８８万２，０９０円、こちらに該当してまいります。土曜、日曜の開放業務、朝９時

から夕方５時までの開放で、市内在住の児童と保護者の方の御利用が対象となってまいります。

委託先につきましては、牛久市シルバー人材センターということになってございます。以上です。 
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○山越委員長 スポーツ推進課長。 

○齋藤スポーツ推進課長 夜間照明設備の法定がないのかというお話でございますが、今の時点

でないと認識しております。体育館の中の消防の誘導路とか、ああいった照明は法定で決まって

おりますけれども、夜間照明については規制がないと認識しております。 

○山越委員長 文化芸術課長。 

○手賀文化芸術課長 それでは、山本委員の再度の質問にお答えいたします。 

 このチケットの収入と支出の関係なんですが、確かに委員御指摘のとおり、集客率と収益とい

いますか、そちらのほうは必ずしも一致はしておりません。これはやはり、例えば日フィルであ

るとか八代亜紀さんなかは、公演の委託料が５００万から６００万以上というような形になって

きますので、やはりそこそこのチケットが売れても、なかなかペイできるのは難しかったのかな

と思っております。逆に、平原綾香なんかは公演委託料が７３０万円なんですが、それ以上の７

８０万円のチケット収入がございましたので、こちらは黒字になったりはしておりますので、委

託料の関係がありますので、一概にはイコールにはなりません。もちろん、ＮＨＫのど自慢なん

かは委託料が、これはゼロでございますが、収入もこちらは入場無料でやっておりますので、宣

伝費にちょっと３０万弱ぐらいかかっているというような内容になっております。 

 ただ、これまでは、前、市長も議会のほうで答弁させてもらったんですが、チケット代を異常

に安くする傾向がございましたが、昨年から交付金を出しております文化協会の方にも御協力い

ただきまして、極力通常の値段で販売のほうもしておりましたので、赤字幅というのが大幅に改

善されております。例年、以前８００万円で１００万ほどしか残らず、７００万は消えていたと

ころが、昨年４００万のうち１００万円は戻っていますので、３００万円程度の年間の支出で済

んでおりますので、これもチケット収入も当たり前の値段にまず持っていって、ちゃんと公演を

行うというようにやっている成果かなと思っております。以上です。 

○山越委員長 山本委員。 

○山本委員 わかりました。ちょっとお聞きしたいんですけれども、こうやって八代亜紀とか平

原綾香を呼ぶときに、この委託料が６００万、７００万かかるんですが、あちら側から、これ以

下にはしないでくれみたいな、チケットの金額というんですか、ネームバリューもあるんでしょ

うが、そういったものがあるのかどうか、ちょっとお聞きしたいんですが。 

○山越委員長 文化芸術課長。 

○手賀文化芸術課長 再度の質問にお答えいたします。 

 ただいま委員おっしゃられました、例えば平原綾香であるとか、こういう全国ツアーなどのも

のは、やはり縛りがございまして、その金額があります。ただ、そうでないものもございますの

で、その場合前もって、例えば布施 明なんかをやったときに、松戸より２，０００円も安く売

ってしまって、満席に近いのに大赤字になってしまったとか、そういうこともございましたので、

そういうことは、もうないようにやっております。以上でございます。 

○山越委員長 ここで、委員並びに執行部に申し上げます。 

 この後、民生も審議の必要がございます。質問並びに答弁については、可能な限り明瞭簡潔に
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お願いを申し上げたいと思います。杉森委員。 

○杉森委員 ３７７、３７８の０１０３「小学校のパソコンを管理する」であります。中学校の

パソコンについてもあわせてお聞きしたいんですけれども、大分パソコンを導入してきていると

いう努力は見えるわけですけれども、現在、この導入によって、パソコン１台当たりの生徒数は

どのくらいの水準まできたのかということについて。それが今、全国平均と比べてどのくらいの

程度のところまできたかというところ、あるいは県内のその他との比較でどのくらいの位置にき

たのかという、アバウトで結構ですけれども、お示しいただければと。そして、今後の計画につ

いてあわせてお聞きいたします。 

 それから、ページ３９７、３９８の０１０２「文化財を保護継承して活用する」の、ずっとい

って次のページにいって、１９負担金補助及び交付金の負担金のところで、日本遺産登録推進協

議会というところがございますけれども、この１００万という費用は、これは日本遺産の登録を

追求する限り毎年発生する金額なのか。そしてまた、登録が仮になったという場合には、それも

引き続き必要になる金額なのかどうなのかということについてお聞きしたいのと、日本遺産登録

による経済効果というのを、何かほかの前例などで把握しているようなことがあるのかどうなの

か、その辺についてお聞きいたします。 

 それから、そのすぐ下の補助金のところで、小坂城跡管理補助金というので４０万ついており

ます。これは、どこを対象にしたものなのかということ。それから、補助金の使途、会計報告と

いうものがなされているのかどうなのか、その３つをお願いします。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 教育用のパソコン、ＩＣＴ関係の数字についての御質問にお答えいたし

ます。 

 ちょっと済みません、データとして、今、手元にあるのが、確認しているのが２８年１０月時

点で確認して、それ以降新しいのが入手できてないものですから、その時点の数字になってしま

うんですが、教育用コンピューターが１２．１人当たり１台という状況でした。これは牛久の導

入前の数字です。小学校へ入れる前の数字ですね。県内でいくと、その時点で６．２ですので、

国の目標は、教育振興基本計画での目標は３．６ですので、まだまだほど遠いんですが、実際の

状況としては５％台だったと思います。全国的なそれとしてはですね。（「あと、その数字わかれ

ば教えてください」の声あり」）わかりました。 

○山越委員長 文化芸術課長。 

○手賀文化芸術課長 それでは、４００ページになりますか、日本遺産関係の御質問にまずお答

えさせていただきます。 

 まず、推進協議会のほうの１００万円ということで、これは昨年から甲州市と共同で日本遺産

を目指すということで予算化したものでございますが、内容といたしまして、昨年は甲州市と共

同で専用のホームページを作成をいたしました。そのほかＰＲ用の、甲州市と牛久市を紹介した

日本遺産を目指すためのパンフレットであるとか、あとシャトーとか、ぶどう園通り商店街のほ

うにシャトーの絵を入れまして、「目指せ牛久シャトー日本遺産へ」といったのぼり旗であるとか、
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そういう宣伝媒体、そういったものを作成する費用に使っております。 

 これは今後もということなんですが、今年度は、最初の年にある程度の基本的なものをつくり

ましたので、今年度は５０万円に減額をして負担金を入れております。ことしも引き続き、申請

内容等も若干変わってきますので、それに合わせたホームページのほうも手直しをしていくとか、

あとは専門家のほうに申請のほうのアドバイスをいただくようなことも考えておりますので、そ

ういったものに使っていくような形になるかと思います。 

 それと、今後もなるのかということなんですが、日本遺産をとれた場合は、やはり今度は活用

という面で、やはり単市ではなくて共同でやることになりますので、何らかのやはり一緒にやる

費用は最低限のものは、事務経費程度かもしれませんが、は必要になってくるかと思います。た

だ、活用事業自体は国のほうで補助金が出ますので、それを活用して、申請に盛り込んだメニュ

ーを補助金を使ってやっていくというような形になります。 

 それと、下の補助金ですね。小坂城跡管理補助金です。これは、小坂城跡の管理組合への補助

金ということで、市の、小坂城跡を地元の方に管理していただいておりますので、そちらのほう

に補助として支出して管理していただいておりまして、主に年に五、六回程度の草刈りであると

か、そういったものを中心にやっていただいておりまして、地元の小坂、小坂団地、向原、３行

政区の方、現在２１名の組合員の方に活動して管理をしていただいているという状況です。以上

でございます。 

○杉森委員 ちょっと答弁漏れがあったんですが、１つは、登録が仮になった場合に、前例とし

て登録されている地区の経済効果とか、そういうところの調査なり把握なりがあるのかどうなの

かということ。それと、小坂城跡のほうのことですけれども、会計報告というのはなされている

のかどうかということ、その２つです。 

○山越委員長 文化芸術課長。 

○手賀文化芸術課長 済みません。漏れまして大変失礼いたしました。 

 まず、日本遺産の経済効果ということなんですが、こちらのほうは、もちろん場所によって出

ているところと出ていないところが、もちろんこれはあるということで、一般質問の中でも述べ

ましたように、フォローアップ委員会で改善の指示であるとか、いろいろ出ているような状況で

ございます。ただ、うちのほうで調べたところ、近辺では水戸と一緒にやった足利であるとかも

１．５倍ぐらいになっているとか、あと大きいところでは瀬戸内海のところなんですけれども、

あちらのほうは外国人の客が大分増加して、本当に五、六倍になったとか、そういった話も聞い

ています。 

 それから、補助金ですので、これは毎年会計報告は出されております。こちらのほうでチェッ

クはさせていただいております。以上です。 

○山越委員長 杉森委員。 

○杉森委員 日本遺産に登録された場合に、国から補助金が出るということですけれども、これ

は毎年出るという補助金のものですか。 

○山越委員長 文化芸術課長。 
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○手賀文化芸術課長 補助金は３年間という一応期限つきで、日本遺産を使って効果を高めると。

あとは自立してやっていくようにというようなことになっております。以上です。 

○山越委員長 次に、遠藤委員。 

○遠藤委員 それでは、私のほうから３点質問させていただきます。 

 １つは、先ほどきぼうの広場の運営のことについて出ておりました。３６６ページの０１１６

です。不登校の資料をいただきましたら、前年度に比べてふえてきているんですね。その原因を

担当としてどういうふうに捉えているのか伺います。 

 それと、ページ３７８、それから３８６の要保護、準要保護のことです。小学校では１，８４

４万１，０００円、中学では２，０７９万円ですか、全体的に資料をいただきましたが、ここも

前年度に比べたらふえております。実績と効果について、それとまた助成項目について拡大の検

討というのはされているのかどうか。それと、入学準備金の支給ですね、これの実績と効果につ

いてどのように考えるかを伺いたいと思います。 

 それと、児童クラブ、これも提出資料をいただいております。児童クラブ、２９年度におきま

しても、前年に比べて子供たちの数がふえてきております。そこに対する課題ですね、よく出て

いるのが支援員というんですか、その方の確保で、かなりこちらについても不足をしているとい

うことですが、そちらをどのように補充をしていくのかというところについて伺いたいと思いま

す。以上３点です。 

○山越委員長 指導課長。 

○豊嶋指導課長 不登校の数が増加した原因の分析についてお答えしたいと思います。 

 昨年度、新規に発生した不登校児童生徒について分析をしたところ、最も複数顕著にあらわれ

ていたのが母親の鬱が発症したと。これが複数ございました。その他やはり家庭環境によるもの

が多くありまして、母親の鬱以外に二、三例を申し上げますと、例えば父親がネグレクトの家庭

で育って養育力がなくて、ゲームに興味を持った子供と一緒にゲームをするようになってしまっ

たと。それで昼夜逆転が起こったとか、あるいは母親、これは鬱ではないんですが、情緒不安定

で、子供の欠席に対して強く登校刺激をしたところ、情緒不安定なものですから、それが非常に

強い当たり方になってしまって、子供がさらに悪い状態になってしまったとか、あるいはおとと

しまでは祖父の家から登校していて、祖父が登校を支援してくれていたと。なんですが、母親が

再婚した結果、祖父の家から子供が離れたため、登校の支援をしてくれる者がいなくなってしま

ったとか、こういった家庭環境の変化によって起こった不登校の数が非常に多かったです。もち

ろん、その子供、児童生徒の人間関係とか、学力に対するものもあるにはあるんですが、数とし

ては家庭環境が多いということで、こちらの支援が今後の課題かと考えております。以上です。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 遠藤委員の要保護、準要保護に関する御質問にお答えいたします。 

 まず、対前年度での変化ということにつきましては、人数、金額ともに伸びているんですが、

特に金額のほうが伸びております。これについては、単純な２９年度分だけということではなく、

この年度については３０年の入学準備に係る分を前倒しした件数がございますので、その分が入
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って、この年度は膨らんでいるという形が言えるのかなと思います。 

 制度としては、毎年児童生徒を介して保護者全員にお知らせを行うとともに、申請をするのか

しないのか、しないのかも含めて確認をとっております。そういった意味で、制度のほうは定着

してきているのではないかなというふうに、申請の垣根も多分下がってきていると思いますので、

ちょっと件数は把握していないんですが、逆に所得超過の方も一部出てきているような状況も見

られます。また、入学準備金ということに関しては、２９年度は小学校のほうで４６件、入学者

の５．９％、中学校で４５件、入学者の６．３％というような状況でございます。効果のほうは

なかなか一概に言いにくいんですが、入学準備金の金額のほうも、単価もほぼ倍になっているこ

とから、一定の効果は出ているのではないかなというふうに考えております。３０年度の前倒し

分を２９年度に払った数については、小学校分で２６、中学校で３４という状況になっておりま

す。 

 また、助成項目について拡大等の検討はないのかというあたりなんですが、要保護、準要保護

の制度、要保護の制度につきましては国庫補助金でカバーされておりますので、そちらのほうの

助成項目のほうは当然把握はしているわけなんですが、現状においては、子供たちが学校に通う

に当たっての必要最低限なものは、ある程度カバーされているのではないかなというふうには考

えているんですが、他市町村の状況なども見ながら、今後確認していきたいと思います。現時点

では、特に拡大の考えはございません。以上です。 

○山越委員長 放課後対策課長。 

○吉田放課後対策課長 遠藤委員の児童クラブの運営と支援員の確保の件の質問につきましてお

答えさせていただきます。 

 平成２９年度の児童クラブは、５月１日現在１，３６８名の児童が在籍しておりまして、２８

クラスでの運営が行われました。夏休みにおきましては、このほかに一時的にですが４００名の

入級児童もありました。ただ、年間を通じて待機児童なしの状態での維持ができました。これに

対応するためには、遠藤委員の御指摘のとおり支援員を確保しなければならないんですが、夏休

みの臨時の支援員を含めまして、昨年は延べ１６６名の支援員を任用し、シフト勤務により配置

する体制をとっております。しかしながら、夏休みにおいては一部人材派遣の支援員をお願いし

て、そのほかに確保した経緯もございます。 

 このように、現在の運営上の一番の課題というのは、やはり支援員の確保であるというふうに

認識しております。そこで、今年度、平成３０年度の当初予算の中で、人材派遣委託の予算を確

保させていただいておりますが、この９月の補正予算案として、人材派遣の枠の拡大をお願いし

たいと思いまして、派遣料委託の増額の予算案を補正予算としてお願いして上程してございます。

なお、来年度につきましては、現在近隣市町村の支援員の報酬の額ですとか、そういうものを再

度調査いたしまして、人員確保につながるように、今、調査検討を進めているところでございま

す。よろしくお願いいたします。 

○山越委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 不登校の児童生徒が増加したのが、やはり家庭環境によるところが多いというとこ
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ろでは、何か今の時代を反映しているのかなというふうに、今の答弁を聞きながら思ったんです

けれども、小学校、中学校以外にも児童虐待もふえているというところでは、子供たちだけでな

く家庭をどうやって支援していくのか、これは教育委員会だけのものではなく、市のほうも、そ

れからこども家庭課、その他の課との連携というのが重要となるのではないかと思いますが、例

えばスクールソーシャルワーカーというのが、たしか今年度からでしたか、配置をされたのは。

やはりスクールソーシャルワーカーの役割というのが、学校とそれから家庭、そういうものを結

ぶというところでは、そのことを受けての任用ではなかったかというふうに、今、思っているわ

けなんですけれども、その辺をもう少し重点的に活用というか、スクールソーシャルワーカーの

皆さんの専門職を生かした活用の、これは２９年度ですから、その辺ではお答えが出ないかもし

れないんですけれども、３０年度に続きまして、やはりこういうふうに子供たちの教育環境を守

っていくというところでは、大変重要な役割ということが考えられますので、その辺、少しお話

をいただきたいと思います。 

 それと、要保護、準要保護なんですが、確かに入学準備金が前倒しで支給されるということで

は、この辺の効果というんですか、先ほどちょっと効果というのは出ているということなんです

が、どういうところでそのようなことが判断できるのか、その辺もう少し詳しくお願いしたいと

思います。 

 それと、児童クラブのほうなんですけれども、確かに支援員の確保というのが大変重要、一番

御苦労されているところだと思うんですけれども、時間的にやはり、児童クラブの開設時間が短

いということ、就労するほうにとってみれば、限定的に対象者が絞られてしまうというところも

あるんでしょうけれども、その辺の待遇というんですか、処遇改善の方向性をどのように見てい

くのか、それとあと、一部人材派遣ということなんですが、派遣ということになりますと、児童

クラブのいろいろな、今までやっていたことなどがどういうふうに、指示系統が違ってくるので

はないかと思いますが、その辺を伺いたいと思います。どういうふうにそこをカバーしていくの

か、お願いいたします。 

○山越委員長 指導課長。 

○豊嶋指導課長 スクールソーシャルワーカーの活用についてお答えしたいと思います。 

 スクールソーシャルワーカーは、今年度より指導課きぼうの広場にて任用している職員になり

ます。委員御指摘のとおり、今非常に家庭環境によって児童生徒が苦しい思いをしているという

現状がございまして、この家庭環境の支援、これをいかに果たしていくかにおいて、スクールソ

ーシャルワーカーの果たす役割は大きいと思っております。 

 今年度も、非常に学校からの要請でスクールソーシャルワーカーが活用されている実態があり

まして、例えば二、三例を申し上げますと、非常に学校に門戸を開けない家に対して、スクール

ソーシャルワーカーが非常に頻繁に通った結果、まずはおばあちゃんと知り合いになり、おばあ

ちゃんが「いつもよく来てくれるね」とキュウリをくれるようになり、家をあけてくれるように

なり、少しずつ家の中に入って、ごみ屋敷だった家を一緒に片づけ、子供たちが学校へ行ってみ

ようかなというまでになったという例や、あるいはやはり、非常に家庭環境で困っているお家の
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方というのは、相談をすることができなかったり、市役所内でいろいろな保護というか、何とい

うんですか、準要保護等の手続等、そういったものがあったり、あるいは手続が面倒でできなか

ったりといったお家もあるので、その手続を一緒にしましょうかというところから関係をつくっ

たり等して、お家の中に一緒に入って話を聞き、その後関係のしかるべき機関につないで、より

よい子供たちの支援、家庭の支援を通した子供たちの支援を図っていって登校につなげていけれ

ばと考えております。この後、さらに積極的な活用が図られるよう、指導課としても委員会とし

ても、ケース会議等で、学校にこのパターンはどうですかと広めていければと考えております。

以上でございます。 

○山越委員長 教育長。 

○染谷教育長 スクールソーシャルワーカーってなかなかいないんですね。そういうのもありま

して、訪問型の家庭教育がいいかなと思っているところがあるんです。生涯学習課の機能を少し

生かしながら、訪問型の家庭教育を進めていくことで家庭を支援していければと思うんですが、

これもなかなか人材がいないものですから、退職した校長先生あたりに上手にお願いしながら、

そういったものを使いながら家庭を支援していくと、そういった方向で進めていければなと考え

ています。 

○山越委員長 教育総務課長。簡潔にお願いします。 

○川真田教育総務課長 この効果ということですと、なかなか見えにくいというふうには申し上

げたんですが、やはり必要な方にきちんと行き届いているかということだと思います。その点か

らすると、制度の垣根もちょっと下がって、若干所得超過の方も含めて上がってくるようになっ

ているというような状況であったりというところも見えますし、また、給食費の部分でいけば、

完全に要保護、準要保護の世帯はカバーされておりますので、そういった点でも効果はあらわれ

ているのかなということで考えております。 

○山越委員長 放課後対策課長。 

○吉田放課後対策課長 児童クラブの再度の質問にお答えいたします。 

 まず支援員の確保のための待遇改善等についての御質問ですけれども、現在、支援員の最初の

新規の任用に関しましては、時給９００円という価格で募集をいたしております。それが妥当な

のかどうかということを、先ほど申し上げましたとおり、近隣市町村の情報等を加味しながら、

今、検討してまいりたいと思います。 

 それから、派遣での支援員の現場での状況ということですが、派遣契約の中で、主任の指揮下

において活動をお願いしてございます。以上でございます。 

○山越委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 時間短縮のために４点の質問、最後となりますので、委員長の特別の了解を内々で

受けておりますが、よろしいでしょうか。 

○山越委員長 了解しました。 

○鈴木委員 それでは、３８６ページの上のほうの０１０５「中学校施設を改修する」というと

ころから、公共施設に県南水道を今回引いていったということが見られますので、その点につい
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てお伺いしたいと思います｡ 

 まずここは、多分二中だと思いますが、給水加入負担金と、それからその上の段にある施設整

備工事費が関連しているのかどうか。それから、４２６ページの下のほうに県南水道給水加入金

ですね、これは奥野の生涯学習センターではないかと思いますが、その上のほうに上水道設置工

事とありますが、それと絡めた金額になるのかどうか。それから、４３０ページのところで、や

はり加入金、その上に受水槽撤去工事、またその上に上水道設置工事とありますが、これらを絡

めた、これは三日月橋における生涯学習センターにおける水道費用かなというふうに思うんです

が、その辺の確認をさせてください。 

 それから、二中のほうで設置されたようですけれども、同じ地域にある奥野小学校ではどうな

のかということについてお伺いをいたします。加入金、工事費合わせた金額かどうかということ

だけ確認させていただけば、それで結構ですので、その点でお願いをいたします。 

 それから３９８ページの０１０２「文化財の保護継承」の中で、需用費の施設修繕、それから

火災保険料等、これまでになかった項目追加としてあるように思うわけですが、これが抱樸舎か

らの寄附等に関するものなのかどうか、その辺のところをお伺いいたします。 

 それと、３点目は、国体の総費用と、それから特別旅費の内容ですね、その点について伺いま

す。 

 それから４００ページの小坂城跡の管理補助金について質問がありましたけれども、特定の団

体に対して委託をした形の４０万円ということかと思いますが、やっていらっしゃることは草刈

りということなので、草刈りであれば、シルバー人材センターなどに委託しても同じかなという

ふうに思うんですが、シルバーに委託した場合には安くなるのかどうか、その辺の見直しの考え

というのがあるかどうか、その４点です。お願いいたします。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 私のほうから、まず３８６ページの、こちら委員御指摘のように二中の

県南水道接続で、工事費と負担金、これ関連しております。工事費は接続分の工事費です。それ

と奥野小の予定についてということですが、奥野小については、今、井戸水で塩素注入機を設置

し、きちんと水質検査をしながらやっておりますので、特に問題は出ておりませんが、また、県

南水道の本管が近接まで来ていないという状況もありますので、そのあたりの状況を見ながら、

今後状況が整えば考えていきたいというふうに考えております。以上です。 

○山越委員長 生涯学習課長 

○中野生涯学習課長 それでは、私のほうからは奥野生涯学習センターと三日月橋生涯学習セン

ターの上水道引き込みについてにお答えいたします。 

 ４２６ページの、先ほど言われました１５工事請負費の中の上水道設置工事の２１４万４，８

８０円が引き込み料になります。引き込み工事費になります。その下の１９県南水道給水加入金

１０７万５，０００円が加入金となります。それと、４３０ページ、こちらが三日月橋生涯学習

センター、同じように１５工事費、上水道設置工事が引き込み工事、それと１９負担金、県南水

道への給水加入負担金１０７万５，０００円というふうになります。以上です。 
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○山越委員長 文化芸術課長 

○手賀文化芸術課長 それでは私のほうから、まず３９８ページ、文化財保護継承の中の新たな

科目ということで、これは鈴木委員の御指摘のとおり光熱水費、それから修繕、火災保険料と昨

年末にいただきましたスミテの関連の経費を支出させていただいたことになります。 

 それからもう１点、４００ページの小坂城跡管理組合補助金ですね、これは、先ほどお答えし

ましたとおり、補助金としてやっているんですが、これは実際は市の土地の管理でございますの

で、補助金よりも委託のほうが適切だろうということで、今年度からは委託で、やはり小坂城管

理組合のほうに出しております。 

 シルバーとの具体的な見積もりというのはとってはいませんが、とると同様の内容になると、

この金額よりも高くなるだろうと予測はしています。これは、通常２０人の方で年に五、六回程

度定期的な草刈りをやっていただくほかに、近隣の方で見回りもしてもらったりして、異常があ

ったりすれば御連絡をもらったりなどもしておりますので、そういったことまで含めると、結構

シルバーさんだと難しい点があるかなというふうには考えています。以上です。 

○山越委員長 国体推進課長。 

○横田国体推進課長 国体開催の総費用と、あと特別旅費はどういう内容かということについて

お答えいたします。 

 まず来年行われます国体の本大会につきましては、会場の設営費、運営費、全て含みまして約

１億５，０００万弱というふうに試算をしております。これは、去年開催されました愛媛県の四

国中央市が空手道競技及び野球競技をやっていますので、それを参考にしながら、牛久に当ては

めたときにどれくらいかかるかということで試算をしております。 

 もう１点の特別旅費につきましては、今申し上げました、平成２９年度に国体を開催しました

愛媛国体の視察、それとあと、開催後に事後報告会、概要説明会というのがございます。それは、

後催県５県で集まって情報交換、資料の提供、そういうものを引き継ぐという会議に出席をして

おります。 

 それとあと、ことし開催されました関東ブロック大会のリハーサル大会を、去年群馬県前橋市

に行っております。それとあわせて、ことし本大会、去年リハーサル大会でありました福井県敦

賀市にも、北信越空手道選手権大会というのがリハーサル大会ということで行いましたので、そ

れの視察に行っております。 

 それとあともう１点、来年、これはオープン競技になるんですけれども、ブラインドテニスと

いう大会が開催されます。これにつきましても、愛媛県で開催されましたので、それにおきまし

ても視察のほうに行って見識を深めております。以上でございます。 

○山越委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 公共施設への水道の布設ということについては、私も県南水道議員として向こうで

前市長の時代にいろいろ質問をしたりしてきましたけれども、県南水道で質問をすると、そんな

の市のほうのあれでやれということで、市のほうで質問すると、何だかもにゃもにゃして、全然

はっきりしない状態が延々と続いていたわけですけれども、今回、各関係のできるところは布設
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をするということが実現したわけで、これは根本市長の実績ですから、私も本当に、学校におい

ては、やはり子供たちの口に入る水ということでもありますし、公共施設においても、やはり今、

こども食堂をやったり、いろいろ調理をやっている中で、大変重要なことではないかと思って質

問を続けてきたわけなんですが、これは本当に皆さんの御努力に感謝をしたいと思います。 

 それから、小坂城跡のところで試算はしてないということですけれども、今後においてちょっ

と検討してみていただけたらどうかなと思っています。答弁は結構です。以上です。 

○山越委員長 次に杉森委員。 

○杉森委員 ２問だけお聞きいたします。 

 ４０７、４０８ページ、０１１９「平和の集いを開催する」、これは決算でゼロ円になっている

ので、どうなっているのかなということでお聞きしますと、各中学校で開催する形にしていると

いうことでございました。これは大変すばらしいことではないかというふうに思うわけですけれ

ども、同時に私は、やはり市全体の平和の集いというのも検討したほうがいいのではないかとい

うふうには思います。やり方や何か内容についても、いろいろ工夫をしながら、やはり平和の問

題を考える、あるいは考えるきっかけにする、そういう場として、この平和の集いというのは大

事ではないかというふうに思いますので、そのことについて御見解をお聞きしたいと思います。 

 それから、４６７、４６８ページの０１０１「自校式学校給食を運営する」のところです。こ

こで、この間、学校給食費の一元管理ということが行われ、また他方で市内の納入業者の公平化

と、一部の業者に偏ることのないようにやっていこうということでされているというふうに思い

ますけれども、特に、無洗米の問題などについては、もう少し平準化ができないかというふうな

問題も出されているかというふうに思いますけれども、それらについて、今現状どうなっている

のか、あるいは今後、どのようにしようとしているのかということについてお聞きいたします。

以上、２点です。 

○山越委員長 教育長。 

○染谷教育長 平和の集いについてなんですが、今、学校の文化祭に組み込んで、保護者とか地

域の人も来てもらって、そこで発表するような形で、より市民に浸透する方法かなと思っていた

んです。今まで市民センターでやっていたんですが、割と観客が少なくて、子供たちの発表より

は、その後にある講演者の講演目当てに人が集まるような状況があったものですから、より学校

におろしていったほうがいいかなという形にしました。市のほうは、市民文化祭に子供たちのパ

ネル展示という形で、今は参加しているんですが、委員おっしゃったように、平和を考えるきっ

かけという形でどういうふうにしたらいいかなということは、また今後考えていきたいと思って

います。以上です。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 学校給食の納入業者については、もちろん均一化するように努めており

まして、どうしても学校給食会というのは多くなってしまうのはやむを得ないところなんですが、

それで、無洗米につきましては、今現在の状況としては、加工して納入できる業者がある程度限

られているというところで、そういう現在の状況になっているということでございます。これが
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ある程度複数社出てくれば、当然そういった検討も出てくるかなというふうに考えております。

以上です。 

○山越委員長 文化芸術課長。 

○手賀文化芸術課長 済みません、先ほど鈴木委員の質問の中で、シルバーの比較ということで

すが、済みません、やはりやっておりました。金額を見ますと、見積もりをとったところ２６０

万ほど、同じような内容で出ておりましたので、引き続き小坂城管理組合に４０万程度で委託を

したということです。済みません、失礼しました。 

○山越委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 それでは、最後の２つということになるのでお願いいたします。 

 １点目は、特別委員会で南中の大規模改造工事を視察をさせていただきましてありがとうござ

いました。それで、全体的に見せていただきまして、いろいろと新しくなったところ、それから

きれいになっているところを拝見したわけなんですけれども、こちらの工事に当たっての設計で

すか、そういうものに市のほうの建築士がいらっしゃったと思いますが、どのようなところにか

かわっておられたのか、その辺。それと、トイレがかなりきれいになってはいたんですけれども、

スペース的に無理なのかなとも感じたわけなんですけれども、ゆとりのスペースみたいなのは中

ではとることはできなかったのかどうか。かなり中学生ということで、体も小学生はまた違って

大きいというか、それなので、ほかの小学校を視察をしたときには、何となくもう少しゆとりが

あったような気がしたんですが、そのスペース的な問題ではやむを得なかったのかどうか、ちょ

っとその辺を伺います。 

 それと、ほかの学校で大規模改造がまだ終わっていないというのが、校舎の場合は下根中と神

谷小ということが答弁でありましたが、大規模改造で今回の南中なんかでも特に苦労したという

ような大きな改造、苦労したところはどうなのかというところが伺いたいと思います。以上、こ

の南中のほうはそうですね。 

 それとあと、４００ページの０１０３、市内の埋蔵文化財５１７万円の決算金額なんですけれ

ども、この中の委託料のところで、試掘調査支援というのが計上があります。どういうときに試

掘されるのかというところを、具体的に伺いたいと思います。あと、市内の文化財のところに学

芸員の報酬が出ていますけれども、学芸員は現在何名いらっしゃるのか、その辺もお願いいたし

ます。 

○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 遠藤委員の南中の大規模改造に関する御質問にお答えいたします。 

 まず、こちらの南中の担当者のほうは建築士を持っている職員ではないんですが、もちろん同

じグループ内におりますので、さまざまな意見を伺いながらつくっているというところではござ

います。 

 ただ、トイレの部分、やはりスペース的なものがありまして、やはり壁なんかも余り変えられ

ないというところもありまして、２期工事のほうでも、実は渡り廊下等にトイレ、円筒型のとこ

ろがあって、当然他校であれば多目的トイレ、最近ですとＬＧＢＴ対応ということもありまして、
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そういうところもあるんですが、南中については、ちょっとそこまではとれなくて、男子トイレ、

女子トイレの中に身体障害者用というか車椅子用のトイレをそれぞれのトイレの中にとれたとい

うのがぎりぎりのところでした。 

 この大規模改造での苦労ということで言えるかどうかわかりませんが、外壁が意外と思ってい

たよりも傷んでいたなということで、爆裂というんですか、鉄筋がちょっと不足して外壁が崩れ

ているという状態がかなり多く見られております。以上です。 

○山越委員長 文化芸術課長。 

○手賀文化芸術課長 それでは、遠藤委員の２つ目の質問、４００ページの市内の埋蔵文化財の

事業ですが、試掘調査支援ということですが、こちらの事業は、文化財保護の法令等に基づきま

して、国であるとか県が行う事業以外、例えば市が行う、民間が行うような事業に際しまして、

市内に１９３カ所埋蔵文化財包蔵地というのがございますので、そこでそういう開発とか地中に

影響があるものをやるときには、必ず埋蔵文化財の状況を、現場で見られればそれでいいんです

が、やはり土の中に埋まっているものですので、その中を掘らないとわからないところは試掘作

業を行って、その後開発の立ち会いにするのか、本調査にするのか、そういったものを判断する

ようなときにやる内容でございます。 

 それから、この上についております学芸員の報酬は何人かということですが、これは専属の非

常勤職員を１名の報酬になっております。以上です｡ 

○山越委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 南中の大規模のところではわかりました。意外と外壁が傷んでいたということなん

ですけれども、爆裂というんですか、それはあちらでちょっと聞きましたら、中の鉄筋ですか、

それがさびてしまって、それがかえって壁を圧迫して大変だったということを伺ったんですが、

ほかの学校でそのような、例えばもう少し早くにこの工事をすれば、そこまで費用がかからなか

ったとか、そんなようなことも考えられるのではないかと思うんですが、下根中とかほかの学校

ではどのように、やはり工事の時期というのがあると思うんですね。たくさんそういう時期を逸

したために費用が多くなったとか、そのようなことがないように、その辺は担当のほうでチェッ

クをされていると思うんですけれども、そのようなところのチェックはどうするのかということ

ですね。 

 あとトイレの改修では、南中については洋式ということになったんですけれども、先ほどの別

な方の質問の中で、トイレの改修ですね、まだ和式があるというトイレがあるのではないかと思

いますが、その辺の洋式化というところは、どのくらいまで、どの程度あるのかどうか、その辺

の計画がもしあれば伺いたいと思います。 

 それと、埋蔵文化のほうでは、確かに試掘というのは埋蔵文化を重機を入れてやるということ

なんですが、今回については、どの部分について試掘調査の支援をしたのかということですね。

それと、そこに必ず埋蔵文化ということでは学芸員の方が立ち会うと思うんですが、現在、この

方はお一人ということなんですが、その辺で十分その辺は間に合っているのかどうか、その辺を

伺います。 
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○山越委員長 教育総務課長。 

○川真田教育総務課長 遠藤委員の再質問にお答えいたします。 

 まず爆裂をもっと未然にわからなかったのかという御指摘に対しては、建築基準法の１２条点

検というものがございます。これが３年に１回、法定でやるようになっていまして、外壁なんか

も当然チェックをかけているところです。１０年に１回はたしか打診をしたり、あと届かないと

ころは赤外線で見たりということで、落下して下を通る人がけがをしないようにというような観

点から見ております。当然そういうもので、見つかった場合には、そのときに処理するか、もし

くはまとめて大規模でやるかという判断をした上で改修をしております。 

 また、和式トイレについてですが、和式トイレについては、体育館においてはまだ残っている

ところが正直あるんですが、教室の部分では、奥野小学校でたしかまだ残っていたと思います。

そういったところについても、今後、トイレ改修を行う場合には当然洋式化の方向になってくる

かと思います。以上です。 

○山越委員長 文化芸術課長。 

○手賀文化芸術課長 それでは、遠藤委員の再度の質問にお答えいたします。 

 ２９年度につきましては、調査が２０件ありまして、そのうち試掘をした場所は１５カ所でご

ざいます。ただ、その１５カ所も１日で終わっているものもあれば、６日程度試掘作業をしてい

る場所もございます。これは面積にもよりますので、大規模な太陽光ですか、そういった現場で

あるとか、あと昨年は東山Ａ遺跡といいまして、ひたち野中学校の近接ということで、そちらの

ほうもうちの学芸員が入って直接やっておりますので、１日ではないんですが、そういうような

形で実施しております。 

 行っている学芸員は、一応、専属でわかる職員というのは、一応こちらの予算計上しておりま

す１名。あとは常勤職員で文化財全般をやっている職員１名もある程度わかりますので、一応２

名なんですが、やはり業務がちょっと特殊なものですから、やはり１名だけでいいのかとなると、

将来的にはもうちょっと充実させていく必要があるのかなと思っております。 

 先ほどの報告のほうは、例年、年度末にこういった発掘調査報告書というものを議員の皆様に

お配りしております。これは平成２２年から埋蔵文化財の学芸員を入れてから、牛久でもこうい

うのをちゃんとつくれるようになって、牛久の文化財もちゃんと継承していくという作業をやっ

ておりますので、今後も国のほうからの指導もございますので、専属の職員を充実させていきた

いと考えております。以上です。 

○山越委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 今、教室のほうで奥野小というふうにあったんですが、別な方から、牛久二小につ

いても、まだ和式が残っているのではないかというような御指摘があったので、その辺はどうで

しょうかということです。 

○山越委員長 教育部長。 

○川井教育部長 奥野小につきましては、大規模改修を実際行った際にアンケートをとって、当

時の子供たちから和式を少し残してほしいという話があって和式があるので、残っているという
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わけではないんですね。ですから、一番最初に奥野小を大規模改修、平成１７年ぐらいになると

思いますが、もう１０年以上前にやっているので、当時はまだ、今ほどは洋式、洋式という話は

出てなかったので、結果として残っているというものでございます。 

 それから牛久二小につきましては、子供たちが使うところは全て洋式化されましたが、当時の

財政方針の中で、金額ありきで工事をやっていましたので、それ以上お金が支出できないという

状況の中で、やむを得ず工事に着手できなかったところが、現時点においても残ってしまってい

るということで、毎年の課題にはなっているんですが、なかなか大型の事業が続いているもので

すから、手がつけられないというのが現状でございます。以上です。 

○山越委員長 よろしいですね。 

 以上をもちまして教育委員会所管についての質疑を終結いたします。 

 ここで執行部説明員の入れかえを行いますので、暫時休憩いたします。 

 再開は１４時４５分といたします。 

午後２時３０分休憩 

 

午後２時４５分開議 

○山越委員長 休憩前に引き続き決算特別委員会を開きます。 

 認定第１号、平成２９年度牛久市各会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 

 保健福祉部所管について問題に供します。 

 執行部の方に申し上げます。決算認定に関する所管事項について説明を求めます。保健福祉部

長。 

○川上保健福祉部長 保健福祉部の川上です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、保健福祉部所管の平成２９年度一般会計決算について御説明させていただきます。 

 保健福祉部の所管いたします一般会計の歳出の決算総額についてでございますが、９７億３，

８３３万７，９２７円ということで、一般会計の決算全体に占めます割合は３６．６９％という

状況となってございます。 

 事業執行の主な概要のところを申し上げますと、まず保健福祉部につきましては、３つの特別

会計も所管しております。この特別会計への一般会計からの繰出金が、毎年度大きなものとなっ

ておりまして、介護保険事業特別会計への繰出金が６億８，１０８万５，０００円と、２８年度

と比べまして２，２０７万円の減少、国民健康保険事業特別会計繰出金につきましても、４億４，

８９３万３，０００円と、２８年度のときと比べまして約８，６２３万円の減と、この２つの特

別会計につきましては、一般会計からの繰り出しが減という形になっております。 

 一方で、後期高齢者医療事業特別会計への繰出金は７億８，６１０万１，０００円と、２８年

度の決算と比べて約２，７０８万円増加しておりまして、今後におきましても団塊の世代の方々

が７５歳を迎える平成３７年に向けまして、さらに増加していくものと推測されます。また、経

済対策として実施されてきました臨時福祉給付金につきましては、約１億７，１８１万７，００

０円と最後の給付金の支給を行ったところでございます。 
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 次に、２８年度と２９年度の決算額で大きく増減した事業といたしましては、ここ数年増加を

続けております障害者への介護給付費等を支給する事業につきまして９億３，０８８万円と、２

８年度より５，４４２万円の増、「障害児給付費を支給する」につきましても２億４２７万６，０

００円と、２８年度と比較いたしまして５，１９３万円の増、また生活扶助費を支給する事業に

おきましては８億８，３５３万５，０００円と、こちらも２８年度と比べて７，３４７万円の増

加という状況となってございます。また、民間保育園の運営を支援する事業におきましては１６

億８，８２４万３，０００円と、２８年度と比べ１億８５８万円の増、民間保育園の建設を支援

する事業におきましても、民間保育園の防犯対策及び待機児童対策といたしまして小規模保育事

業「こばと夢ナーサリー」の建設に対する支援といたしまして合わせて９，０１０万円を支出し

ているところでございます。 

 このように高齢化社会への対応、障害者施策の推進、子育て支援、生活困窮者対策など、引き

続き地域福祉向上のため努めているところでございます。 

 また、最後になりますが、公的病院等への運営を助成する事業につきまして、社会医療法人セ

ントラル病院への公的助成がございますが、国の助成制度が変わったこと等によりまして、２８

年度と比べて３，３６８万５，６００円と、２８年度と比べて３，４９６万４００円の減額とな

ったところでございます。 

 以上が平成２９年度一般会計の保健福祉部におけます事業の概要を申し上げさせていただきま

した。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山越委員長 それでは、保健福祉部所管について質疑のある方は御発言を願います。甲斐委員。 

○甲斐委員 よろしくお願いします。 

 決算に基づいて、きのうもちょっと出ていました審査意見書の中からの抜粋で、全体の確認を

とりたいんですけれども、出産子育てに関する負担軽減のために、保育園や児童クラブの受け入

れ体制の整備に伴う児童福祉費の増加と、あとその後の高齢化……。 

○山越委員長 甲斐委員、決算書のページを明示してくれますか。 

○甲斐委員 意見書です。３５ページでございます。審査意見書の３５ページを抜粋しています、

今。いいですか、続けて。済みません。その部分と、あと今後急増する可能性の高い医療や介護

の社会保障関係経費の部分なんですけれども、これは細かくというと、多分難しい話になってし

まうと思うんですけれども、全体的に今後、この文言の部分を担当の部課の皆さんが、執行部の

皆さんがどういうふうにこの辺を捉えているのか、ちょっと数字的なものでなくていいので、御

所見という形で一応確認の意味でお伺いさせていただきたいなと思います。１点でございます。 

○山越委員長 保健福祉部長。 

○川上保健福祉部長 それでは、甲斐委員からの御質問でございます子育て出産等に係る経費並

びに保育園等児童福祉費の決算額も含めて増加しているという傾向にございます。全体の子育て

世代、子育てに係る対象の人数といたしましては、毎年出産されるお子様の数も減ってはきてい

るんです。しかしながら、社会環境が変化したということもあったり、経済状況が変わってきた

中で、お子様を預けながら働きに出られるというような家庭が非常に多くなってきて、現状の保
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育園に入れないという待機児童数もふえてきているというような傾向は、ここ平成３５年ぐらい

までは見込みとしてはふえていくのではないかというように捉えております。 

 また、国のほうで幼児教育の無償化というような話が出ている中で、これが保育園であったり

幼稚園であったりというニーズがどのくらい膨らんでいくのかというのも、現在、担当のほうで

もいろいろ危惧はしているんですが、つかめていないというような状況でございますが、いずれ

にいたしましても保育士が不足しているという中で、今後その確保に向けて、あるいは保育サー

ビスを充実していくという中では、引き続き児童福祉費等の経費は上がっていくのかなというふ

うに考えております。 

 またあわせて、ひとり親家庭のほうも年間かなりあるということで、児童扶養手当等について

もかなり大きな額が支出されていくというようなこともございます。 

 また、高齢福祉のほうを申し上げますと、全体では、先ほども申しました平成３７年に向けて

団塊の世代の方々が７５歳に向かっていくということになってきますと、介護を必要とされる

方々がふえてくることが想定される中で、介護経費というのは膨らんでいくということは避けて

通れないというところを想定しております。 

 しかしながら、牛久市は介護認定率も御存じのとおり、ずっと１１％を維持しているというの

は、これまで行ってきた介護予防の効果が出てきているのかなというふうに考えております。介

護は入り口の段階である程度介護予防を充実することによって、その経費抑制にもつながってい

くのではないかと、その結果として牛久市は県内でも低い介護認定率という状況もありますので、

引き続き介護予防等にも力を入れながら、またあわせて健康という意味では健康予防とかにも力

を入れながら事業を進めてまいりたいと考えております。以上です。 

○山越委員長 甲斐委員。 

○甲斐委員 ありがとうございました。以上です。 

○山越委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 ３点質問させていただきます。 

 ２０２ページ、「医療福祉費支給制度により助成する」、市単独のほうですけれども、こちら平

成２８年から高校生まで対象ということで大変すばらしいことでございまして、一方、自己負担

がたしか６００円となっておりますが、そうすると、一般のドラッグストアとかで市販薬を買う

より病院を受診したほうが安いとなってしまうので、セルフメディケーションとかを推進すると

いう流れの中で市の負担がふえていくのかなと思うところも一方で考えておりまして、今後の自

己負担の考え方として、現在の６００円を維持ということでよろしいのかどうか、確認をいたし

ます。 

 次に、２２６ページ、「民間保育園の建設を支援する」につきまして、１９名定員ということで

昨日も視察に行かせていただきまして、大変すばらしい保育園でございまして、これで待機児童

がその１９名分減ると思うんですけれども、一方で、そこで働く保育士さんが、もし牛久市内の

ほかの保育園から転職してきた方であったりとか、また民間保育園が建設されたことによる需要

の増というところを考えますと、純粋に１９名減少するということでもないのかなとも思ってお
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りまして、そこで比較のために、開園した平成３０年４月の待機児童数、また１年前、前年同期

の平成２９年４月の待機児童の数をお示しいただき、また当該保育園が開園したことにより確保

できた保育士さんの人数を教えていただければなと思います。 

 最後に３点目といたしまして、２４４ページ、「生活習慣病検診などを実施する」のうち生活習

慣病検診なんですけれども、その対象者、また近年血糖値スパイクと申しまして、食事をした直

後に血糖値が上がって、健康診断とかでは数値は正常なんですけれども、隠れ糖尿病予備軍とい

う方がいるというのが報道されていますが、それに対する対策というのは、健康指導等でされて

いるのか伺いたいと思います。 

○山越委員長 医療年金課長。 

○石塚医療年金課長 医療年金の石塚でございます。よろしくお願いいたします。 

 伊藤委員の最初のマル福についての自己負担についてお答えいたします。 

 一応、お見込みのとおり１回６００円で月２回まで、１，２００円の負担で、これは医療機関

等、病院と歯医者にかかった場合ですので、薬局の場合は自己負担はありません。一応、この分、

小児の分、高校生までの自己負担が現在のところ、年間で大体５，５００万円ということで、こ

れは無償化するなんて御要望がありますが、今のところは適正医療の点から、この金額で当面は

続けていくつもりでおります。以上です。 

○山越委員長 保育課長。 

○中山保育課長 保育課の中山と申します。よろしくお願いします。 

 伊藤委員の２点目の質問に御説明いたします。 

 まず、待機児童の状況ですけれども、平成２９年、昨年度の待機児童ですけれども、４月１日

現在、国の基準で４５名となっております。こちらにつきましては、１歳児３１名、２歳児１４

名。今年度４月１日につきましては、待機児童６１名。こちらについては、１歳児３２名、２歳

児２７名、３歳児２名ということで、１６名ふえております。ふえた内訳としましては、１歳児

が１人、２歳児が１３人、３歳児が２名という内訳になっております。こばと夢ナーサリーが開

園したことによりまして、定員１９名の園ですので、１人保育士のお子さんが管外から利用され

ていますので、１８人の子が牛久市の子が入所しております。これによりまして、１８名の子の

待機児童数が減ったとみなされます。もしこちらの園が開園していなければ、総数が６１から７

９になっていたと思われます。また、２歳児が昨年度から待機児童が多くなっている理由ですけ

れども、利用希望者を比較しますと、２歳児が昨年度より３９名利用希望者が多くなっていまし

たので、こちらが要因ではないかと思われます。 

 それから、働いている保育士の数ですけれども、現在、常勤保育士が施設長含めて５名、それ

から非常勤の保育士が１名の合計６名が勤務されておりまして、こちらにつきましては、配置基

準を満たした形でのスタートとなっております。以上です。 

○山越委員長 健康づくり推進課長。 

○内藤健康づくり推進課長 健康づくり推進課内藤です。よろしくお願いいたします。 

 伊藤委員の３点目の生活習慣病についての御質問にお答えいたします。 
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 生活習慣病健診の対象者は、３０代の方ということになります。国保のほうで行っている特定

健診４０歳以上の方とあわせて、こちらの生活習慣健診は３０代の方について健診のほうを実施

しております。健診の内容といたしましては、身長、体重、血圧測定、それから脂質検査などの

血液検査、それから血糖値検査のほうも実施しております。こちらの質問がございました血糖値

についてなんですが、食後に例えば血糖値が高くなった場合でも、ヘモグロビンＡ１ｃという３

カ月間程度の血糖のコントロールを見る値を見ますと、食後に高くなっているのであれば、それ

も当然高くなりますので、異常値として引っかかってきます。そういう方に関しましては、糖尿

病教室の御案内をいたしまして、食後に高くなるということに関しても健康教育の中でお示しし

て、気をつけるような対応をしております。以上です。 

○山越委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 生活習慣病の件に関しまして３０代が対象ということで、それより上の年代の方は

恐らく同じ内容が健康診断に含まれているのかなと思ったんですけれども、そういうことでよろ

しいでしょうか。 

○山越委員長 健康づくり推進課長。 

○内藤健康づくり推進課長 ４０歳以上の特定健診の方につきましては、３０代よりもより詳し

い心電図検査、眼底検査といったものが加わるような状態になっております。以上です。 

○山越委員長 よろしいですか。長田委員。 

○長田委員 よろしくお願いします。 

 １７４ページの０１１６、中段ですね。「自殺防止のための対策を行う」について、使用料及び

賃借料の中のメンタルチェックシステム使用料について、確認の意味を込めまして詳細について

と、あとこれを使用することについての効果をお伺いいたします。 

 次に、１８０ページの下段ですね、０１０６「虐待等による自立困難高齢者の一時保護を支援

する」について、８万４，０００円が計上されておりますけれども、この８万４，０００円の使

い道といいますか、どのような保護の支援であったかの詳細をお伺いします。 

 次に２５２ページの下段のほう、０１０６「不妊症及び不育症の治療費を助成する」について、

補助金の中の不育症治療費助成金のほうが予算よりも決算が上がっているかと思います。単純に

助成に対する申請がふえたのだとは思うんですかが、広報による周知などの効果があったのか、

増額した背景について、増額したことにより助成金を申請する人数がふえたと思いますので、今

後もどんどんふえていくと思いますが、それについての今後の支援策などをお伺いいたします。 

○山越委員長 社会福祉課長。 

○糸賀社会福祉課長 社会福祉課糸賀です。よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは、メンタルチェックシステムにつきましてお答えをしたいと思います。 

 まずメンタルチェックシステムにつきましては、気軽にストレスや落ち込み度などをチェック

できるシステムで、パソコンやスマートフォン、携帯電話で行うことができます。平成２９年度

は年間７，７１８件と、前年度から利用が減少してございますけれども、自殺対策の１つとして

は効果があるものと思っております。平成２９年度の牛久市の自殺者数につきましては１０名と、
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平成２８年度の１３名と比較いたしまして減少してはございますけれども、ここ近年はほぼ横ば

い状態にございまして、今後におきましても、心の健康相談、訪問支援、窓口での相談等を継続

して実施しながら、メンタルチェックシステムも含め、きめ細やかな支援につながるよう支援し

てまいります。以上でございます。 

○山越委員長 高齢福祉課長。 

○川真田高齢福祉課長 高齢福祉課の川真田です。よろしくお願いいたします。 

 「虐待等による自立困難高齢者の一時保護を支援する」につきましての御質問にお答えいたし

ます。 

 ８万４，０００円という決算の内容でございますが、こちらというのは高齢者虐待等がありま

して、在宅で生活ができなくなったときに一時的に避難させて安全確保のために利用する制度に

なっております。現在、特別養護老人ホーム５カ所と契約をしておりまして、昨年度は２人の方、

延べ１５人の方の利用がありました。特別養護老人ホームは１泊７，０００円になりまして、本

人の負担が１，４００円で、市の負担が５，６００円となっております。以上でございます。 

○山越委員長 健康づくり推進課長。 

○内藤健康づくり推進課長 それでは、不育症の質問についてお答えいたします。 

 不育症の２９年度の実績なんですけれども、２９年度は６名申請がございまして、２８年度は

２名の実績でしたので、４名の増加というふうになっております。こちらのほうの広報周知の仕

方といたしましては、２８年度から開始したというところがございますので、開始当初にホーム

ページ、それから「すこやか」、広報紙というところで御案内のほうを出しております。 

 あと不育症の治療する医療機関というのが県内そんなに多くはないというところもございます

ので、申請ということに関しても、なかなかふえてこないのかなというところが２８年度はあっ

たんですが、２９年度につきましては、そういった広報というところで申請者がふえてきたのか

なというふうに感じております。以上です。 

○山越委員長 長田委員。 

○長田委員 済みません、ありがとうございます。 

 虐待等による自立困難の方についてなんですが、ではこれは特別、虐待等と書いてありますけ

れども、全員が虐待をされた方とかというわけではないということの認識でよろしいですか。 

○山越委員長 高齢福祉課長。 

○川真田高齢福祉課長 長田委員の再質問にお答えします。 

 確かに２件しか昨年度はないんですけれども、どちらも身体的な虐待というよりは、やはり経

済的なものであるとか、そういったいろいろな理由で家出をしてしまって困ってしまって保護を

した、警察も入りながら保護をしたとか、行き場所がなくて保護して様子を見るというような形

での利用だったと聞いております。 

○山越委員長 次に質疑のある方。池辺委員。 

○池辺委員 こんにちは、済みません。池辺です。よろしくお願いします。 

 ３点質問させていただきます。 



 - 104 - 

 ページ数が１７６ページ、「成年後見サポートセンターの運営を助成する」のところなんですけ

れども、この認定資料ですか、この決算認定附属資料のＰ３４ページを見ますと、法人後見人業

務のところから高齢者のところで、これは死亡によりなんでしょうけれども１件市民後見人のほ

うに移行してあるんですよ。これはどういったことでこういうふうになった内容なのか、今後も

こういった形で市民後見人のほうに移行していくのかという部分を聞きたいのが１件と、もう１

件、同じくこちらのページ、１７６ページの０１２０の「自立相談支援事業を実施する」事業で

すが、これは社会福祉協議会のほうに委託していると思いますが、委託の内容、それと相談員の

人数とか、あとは件数なんかもわかる範囲で結構ですので伺います。 

 最後の質問なんですけれども、ページ数が１８６ページの０１１１「障害者からの相談に応じ

る体制を整える」、この事業なんですけれども、これもう読んで字のごとく相談に応じる体制を整

えるだと思うんですけれども、これは平成２８年の決算の資料と比較すると、金額のほうがかな

り上がっているんですけれども、これの上がった理由というのは、わかることを教えてください。

この３点です。 

○山越委員長 社会福祉課長。 

○糸賀社会福祉課長 池辺委員の数点の御質問にお答えいたします。 

 まず市民後見人への移行でございますが、平成２９年度に成年後見制度の利用促進の観点から、

龍ケ崎家庭裁判所におきまして、社会福祉協議会で行っていた法人後見を市民後見人に変更でき

ないかとの打診がございました。そのことを受けまして、社会福祉協議会で協議し、これまで行

ってまいりました市民後見養成研修を受講した方で、法人後見の支援員として既に活動している

方を市民後見人として移行したものでございます。 

 今後におきましても、成年後見制度の利用につきましては、ますます増加していくものと思っ

ております。推進する上でも弁護士、司法書士のみならず、まだまだ全国的には実績が少ないで

すけれども、市民後見人につきましても、今年度策定予定の成年後見利用促進計画の中でも推進

を検討してまいります。 

 次に、自立相談支援事業のこちらの内容でございますが、こちらにつきましては、生活困窮者

の方からの相談等を受けた場合に、こちらの事業で対応してございます。相談につきましては、

他の業務と兼務にはなりますけれども、社会福祉士及び社会福祉士の資格を持つ２名が対応して

ございまして、年間８２件の相談が寄せられてございます。 

 相談内容は、収入、生活費のことが４２件と最も多く、食べるものがないが１２件、債務に関

するものが７件、住まいに関することが４件となってございます。 

 続きまして、障害者からの相談に応じる体制を整える事業の増額となった理由につきましては、

この事業は社会福祉協議会の「エール」に委託している事業でございますけれども、増加する相

談やサービス等利用計画の作成に対応するため１名増員し、４名の体制となったことにより増額

となったものでございます。以上でございます。 

○山越委員長 山本委員。 

○山本委員 山本です、よろしくお願いいたします。 
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 私は、平成２９年に新しくなった事業を３件、ちょっとお聞きしていきたいと思います。 

 全部健康づくり推進課なんですけれども、まずは「健康相談・健康教育を実施する」というこ

とで、これページ数でいくと２４４ページですね。「糖尿病患者に糖尿病の連携手帳を配布して、

自己管理、関係機関の情報共有を通して重症化を防いでいきます」と、去年の４月の予算のとき

の概要には書いてあります。これがどのような取り組みに、具体的なところ、どういうところま

で進んだのか教えていただきたいと思います。 

 それから、ページ数でいくと２４８ページです。０１０７「感染症対策を実施する」、これも去

年の予算書を見ますと、「医療機関と調整を図り、住民接種訓練を実施する」とあるのですが、こ

れは具体的にどういうものなのかをお聞きしたいと思います。 

 それから、２５０ページです。０１０３「乳幼児集団健診を実施する」、これやはり同じく新規

で、「５歳になる子供への成長発達確認と希望者への個別相談に取り組みます」というふうに予算

書には書いてあります。この３つ、どんなふうに取り組みが進んだのか、この１年間、お知らせ

ください。以上です。 

○山越委員長 健康づくり推進課長。 

○内藤健康づくり推進課長 山本議員の３点の御質問についてお答えいたします。 

 まず、１点目の「健康相談・健康教育を実施する」の中で、糖尿病連携手帳の配布状況という

ことなんですけれども、２９年度糖尿病連携手帳の配布はありませんでした。その理由といたし

ましては、茨城県が糖尿病重症化予防プログラムというのを、実は３０年２月に策定をいたしま

して、つい今年度当初に交付されたような形になっているんですね。２９年度は、それを策定す

るために委員会等を開きまして、その中に糖尿病の連携手帳についても使いにくいとかという御

意見がありまして、そこもちょっと改正しようみたいな話があったというところがございます。 

 私どものほうは、２８年度から重症化予防プログラムに取り組むんだということで、市内の先

生方といろいろ協議をして、こんなふうにやっていったらいいんじゃないかという話があったん

ですけれども、県のほうのプログラムが入ってきてしまいますと、市内の先生方だけではなく、

糖尿病の患者さんというのは市外の先生方もかかりますよね。それで、あと逆に市内にも市外の

方がかかってくると、いろいろなやり方があると先生方が混乱してしまうというようなことがご

ざいましたので、そのプログラムを待ってからにしたほうがいいのではないかということで、医

師会と病院の先生方と御相談して、そちらのほうを確認してからにしようということで、２９年

度はそういうような状況で見合わせというような形になっております。今現在は、県のほうのそ

ういったシステムができ上がってきましたので、今、そのところについて今後どのようにやって

いくかというような協議中というような状況になっております。 

 それでは、続きまして「感染症対策を実施する」ということで、住民接種訓練についての御質

問にお答えいたします。 

 こちらの住民接種訓練は、新型インフルエンザ等対策、特別措置法、それから政府対策行動計

画、ガイドライン、予防接種法という国の新型インフルエンザ等の感染症対策に基づいて住民接

種についての実施体制の構築のために実施したものになります。 
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 新型インフルエンザが発生して、ワクチンができた場合には、国の対策本部の指示によりまし

て、牛久市民全員に住民接種を行うというような対応になります。住民ですので８万５，０００

人全員に対して住民接種を行う、それを集団で一括して行うという形になりますので、その接種

体制を構築するために、ガイドラインとマニュアルのほうの素案を作成いたしまして、２９年９

月１８日に運動公園を使いまして、あと医師会の先生方の御協力と福祉部職員全員の協力で、住

民接種訓練というのを実施いたしました。素案に基づいて住民接種訓練を実施し、それをまた改

正点がいろいろございましたので、そこを見直しまして、この８月にガイドラインとマニュアル

のほうができ上がりました。以上となります。 

 済みません、最後の御質問です、申しわけございません。５歳児の健診のことになります。５

歳児の成長発達相談というような形で、５歳児の健診のほうを実施したんですが、実施方法につ

きましては、年度内に５歳になる４歳児を対象に問診表を送りまして、それを回収して問診表を

チェックするというようなやり方で実施いたしました。保育所や幼稚園に入園しているお子さん

も非常に多いので、保育園と幼稚園の先生方の御協力も得て、入所しているお子さんの中で気に

なる方がいる場合には、その方の問診表もあわせて書いていただいて、お母さんからの問診の内

容と、それを見ている保育園の先生や幼稚園の先生がどういうふうに判断しているかというのを、

あわせてこちらのほうでチェックをして対応をしております。 

 ２９年度の実績といたしましては、対象が７９２人、問診表の回収は７８９人、未回収の３名

については全て状況把握のほうを実施済みとなっております。結果といたしましては、６１名相

談対象者のほうが上がってまいりました。そのうち３４名は既に今まで健診等でフォローしてい

る方であったので、残り２７名については、入園施設の保育士さんや幼稚園の先生に確認をした

り、個別相談を実施しまして、心理士による発達相談も８名実施したというような状況になって

おります。以上です。 

○山越委員長 山本委員。 

○山本委員 ありがとうございました。それでは、さっきの住民接種訓練ですか、これはじゃあ

新型ができたときには８万５，０００人を対象に行うという、１回やって改正点が出てきたとい

うことなんですが、その具体的なところ、ちょっとあれば聞かせていただきたいと思います。 

○山越委員長 健康づくり推進課長。 

○内藤健康づくり推進課長 住民接種訓練の改正点ということでお答えいたします。 

 住民接種につきましては、１日約１，４００人程度の人数を約５カ月間にわたって毎日やって

いかないと終わらないというような、全員やるためには。そういうような状況になります。その

人たちを集団接種でどのような順番で手順でやっていくのか、どのぐらいのスタッフが必要なの

か、実際１人にどのぐらい時間がかかるのかというところを、タイムキーパーを見まして、時間

を全部はかりまして、あとは広さですね。運動公園の体育館を全て使ったんですが、その広さと

か移動ルートとか、そういったところもございますので、そこら辺のところが、やはり動線が悪

いとか、やはりここは先生の診察はやはり時間がかかるので、少し人をふやさなければいけない

なとか、それとあと、やはり感染症の対策をしなければいけないので、体温をはかったりすると



 - 107 - 

きには防護服を着なければいけない、そういうときに、やはりかなり人数が必要だったりという

ようなことがありましたので、その辺の人数とか、時間とか、場所のところの確認をいたしまし

て、その辺のところがスムーズにいくような形でマニュアルとガイドラインのほうを作成いたし

ました。以上です。 

○山越委員長 市川委員。 

○市川委員 それでは、３点お願いいたします。 

 まず、きょう教育民生の所管ということで、１点、子育て日本一というのは、いろいろな自治

体で掲げていると思います。これちょっと市長にお聞きしたいんですが、今、さっき甲斐委員の

ほうからありました、監査委員の中でも、今後扶助費の増大が見込まれる、年々増加するという

ことで、子育て環境や、もちろん老人福祉の問題は大変大きな問題だと思っております。今後は、

子育て日本一というより、子育てを育てる環境の整備を充実していくのが必要ではないかと思う

んですが、その点について１点お聞きします。 

 あともう２点は、保育課のほうでお聞きいたします。先ほども出ていましたが、初日の視察で

こばと夢ナーサリーという、１９人の小規模保育施設を見にいきました。ごめんなさい、これは

認定資料の４４ページを見ながら質問をさせていただきます。結構、当初予算案のときにも牛久

では目玉の中に取り上げられたかなと思っております。また、県内でもこのような施設はまだな

いということでございます。通常の幼稚園と小規模保育が隣接してやっているというのは、多分

初めての形態かなと思います。 

 ただ、今後これは４４ページと、あと「民間幼稚園の運営を支援する」というのにもちょっと

関係してくるんですけれども、認定こども園というのが今年度はフレンド幼稚園、そして成蹊幼

稚園というのがなってくると思います。今後、このこども園に対する考え方、仮に牛久市の民間

の幼稚園が全てこども園に移行したいとなった場合、市としてはどのような形をとっていくのか。

また、茨城県としてはこども園自体を推奨しているのかどうか。また、近隣で大体そのような動

きがあるのかどうか、その点をお聞きします。とりあえず、はい。 

○山越委員長 市長。 

○根本市長 私も議会中答弁でございますけれども、まずもって、このように待機児童ができる

ということ、私は非常に認識が甘かったなと反省しております。もうちょっと早く対応ができる

ならば、ここまで待機児童がなくても済んだのかなということを思いました。これは保育士の数

がこんなに少なくなるとは、私は思わなかったのも大きなものでございます。 

 あと、私はそのとき、私、当時なったときは、ある程度子供、担保されているということで、

その上の教育ということで、ちょっとそちらのほうに気を向けていましたので、そういうことで、

これから改めて保育士確保に努めて、またこの幼児の教育環境というのを重視しなければいけな

いなと思います。 

 だた私、皆さんよく日本一、日本一と使いますけれども、でも日本一のその媒体になる日本一

はどこなのかなということで、私はちょっとわからないと思いますけれども、僕は、私はやはり

そういう方の満足できる、そういう子育て環境というんですか、それを目指すべきなのかなと。
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全ては満足できないかもしれないけれども、このくらいだったら満足できるのかなという、そう

いうものがあるのかなという気もします。ですから、私たちもやはり、そういう子育て世代に、

ましてゼロ歳児から、今、非常に３歳児まで非常に皆さんも苦労してございますので、その点あ

たりをどうしたらいいかということで、今、各課と話しているところでございます。 

○山越委員長 保育課長。 

○中山保育課長 それでは、２点目の御質問にお答えいたします。 

 まず、認定こども園に市内の幼稚園が移行したいというお考えについて、どのように考えるか

ということなんですけれども、認定こども園は、御承知のとおり保育の子供たちと幼稚園の子供

たちが一緒に受け入れる施設でして、現在の待機児童の状況を考えると、保育の部分の受け入れ

がふえるということもありますので、私としては、なるべく内部の調整のほうをして、施設の移

行に応えていきたいと考えております。 

 この認定こども園を推奨するのかということなんですけれども、子ども・子育て支援新制度が

２７年から始まったときに、その中での１つの大きな策として認定こども園を推奨しているとい

うことですね。お子さんが親の就労環境に左右されることなく保育というか、幼稚園と保育のほ

うの認定を変えることによって、同じ施設を使い続けることができるというところで推奨してい

る施設であるということを考えると、推奨しているのではないかと思います。 

 ただ、近隣でそういうふうな移行の動きがあるかということにつきましては、申しわけないん

ですが、把握はしておりませんので、それだけはよろしくお願いいたします。以上となります。 

○山越委員長 市川委員。 

○市川委員 ありがとうございました。まさに市長がおっしゃっていたように、子育て日本一と

いうのは、簡単ではありますが、どこもかしこも日本一、日本一といったら、どこが日本一なの

かわからなくなってしまうと思いますので、ぜひとも環境を、本当に取り巻く環境を整備してい

ただいて、それを後ほど言おうかと思ったんですが、やはり若い御夫婦が選ぶ中では、予防接種、

私、毎年やっていますけれども、予防接種は本当に牛久市の場合はほぼ補助が出るということで、

大変子育て世代には負担の割合が大きいんですね。ですからやはり、そういうのも牛久市を選ぶ

環境の１つに、住んでくれる１つの環境になると思いますので、ぜひそういう部分では整備の環

境を目指していただければなと思っております。 

 こども園ですけれども、基本幼稚園は、どちらかというと保育と違って、学校に入る前に学び

を重視しているというところで、幼稚園なんかは特色があって、いろいろな幼稚園、ここの幼稚

園はこういう教育だというふうな、特にこばと幼稚園さんなんかは、どちらかというと、この市

内でもそういう部分では熱心かと思います、教育のほうにですね。年長組さんは、たしか、すみ

れ１組、２組、３組という形をとって、小学校に入ったときに、もうすぐ対応できるような、要

は１年１組、２組、３組みたいな形で、机と椅子が与えられて、個人の、もうそういうふうな入

学準備を１年かけてやっているような幼稚園です。 

 ですから、そういうところで幼稚園の特徴ですか、わいわい式ということで横峯さくらさんの

おじさんのそういう部分のを取り入れてやっているところだと思いますので、なかなか認定こど



 - 109 - 

も園となるといろいろな制約がかかってくると思うんですね。ただ、できるだけ推奨していきた

いということですので、中には園舎がちょっと古くなったので、この際、認定こども園のほうに

移行したいというような、ちょっと乱暴な言い方ですけれども、そのようなところも若干あるか

と見えるんですね。ですから、市として負担も出てくるようでしょうから、そういう部分では、

特に何かしら基準みたいなものは設けているということはないのでしょうか。 

○山越委員長 保育課長。 

○中山保育課長 再度の質問にお答えいたします。 

 基準という御質問ですけれども、今までですと、そういう整備要望があったところと、市の合

致したところで補助を県のほうにつないで、補助がつくということであって、市も予算化してい

たというところになりますので、もしそのような施設整備というのも希望があるのであれば、県

のほうにその施設整備の補助を要望していただいて、県のほうの補助を活用しながらという形で

の整備になると思います。今のところは、そのような形で整備させていただいております。以上

です。 

○山越委員長 杉森委員。 

○杉森委員 よろしくお願いします。 

 １６７、１６８ページの０１０２「社会福祉行政の調査研究をする」ですけれども、調査研究

をする、どこでこれ質問するかと思ったんですけれども、ここは比較的近いかということで、こ

の項目ということを選んだんですが、実は、ホームページに関してなんです。そのホームページ

の中で、特に保健福祉部のホームページというのが、私ちょっと市民の方から言われたんですけ

れども、市民に優しくないなというふうに言われました。 

 どういうことかというと、情報量が少な過ぎると。それで、福祉施策の説明が大変不親切では

ないかということなんです。どのような施策、あるいは給付というものが受けられるのかという

ことが、具体的にはほとんど説明がないと。それで、要するに詳しくは窓口でというふうな形で

書かれているんですよね。これは本当に居丈高だななんていう人もいます。言い方を変えると、

市民の権利を隠蔽しているのではないかとも、悪い言い方をすれば言えるのではないかとも思え

るんですけれども、私、先日伊賀市の視察を、三重県のですね、視察に行ったんですけれども、

あそこのホームページは本当に、それと比べると、完璧かどうかは別ですよ、詳しく親切です。

こういう状況の方は、こういう福祉施策のこういう給付を受けられますということを、かなり詳

しく具体的に書いています。 

 それに対して、牛久市の保健福祉部のホームページを見ると、ほとんど、全然とは言いません

けれども、ほとんどが詳しくは窓口でというふうな形でやられているということについて、私は

やはり、もうそれは考え方を変えたほうがいいのではないかというふうに思うんですけれども、

どのようにお考えでしょうかというのが１つです。 

 それから、その次のページ、１６９、１７０ページの０１０５「民生委員児童委員制度を運営

する」であります。成果説明書によりますと、現在１２１名ということですけれども、これは定

数いうのがあるのかどうかわかりませんが、あるいは必要数というのはどのようにはじいている
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のかわかりませんけれども、それとの関係での充足状況というのは、どの程度なのか。まだまだ

足らないというふうに認識しているのかどうか、そのことについてまずお聞きいたします。 

 それから、この間、牛久市では民生委員に対して一定額の補助金というんですか、いうものを

出すようにしたというふうに思うんですけれども、その内容を改めてお聞きいたします。 

 それにしても、もう一方で民生委員は、私はよく聞くのは、葬式ですとかそういうのを自腹で

切る機会が大変多いというふうな、自分の受け持っているところでそういうのがあると、行かな

いわけにはいかないという場合が大変多いようで、そういうふうな意味合いでも、幾ばくかの国

と市からいただいていますけれども、とても足りるものではありません、みたいな話も聞くよう

な状況がありますけれども、近隣では、どのような補助というものが行われているのかというの

を、少しお聞かせいただければというふうに思います。 

 あと、この成果説明書によりますと、ちょっとよくわからない、どういうことなのかというふ

うに思うのは、活動件数というのと、委員１人当たりの活動日数は減っているんですけれども、

延べ日数というのがふえているというところのあれが、どういう関係になるのか、ちょっとその

辺御説明、下のほうの表ですね、その右側のほうの延べ日数と、委員１人当たりということ。そ

れと活動件数が左側にあるわけですけれども、その関係をちょっと説明をいただければと思いま

す。 

 それから、２１９、２２０ページで、０１０５「公立保育園を運営する」です。先ほどから保

育士さんの問題をお話しいただいているわけですけれども、この間、牛久市では保育士さんを、

民間保育園の正規雇用の保育士さんに対して１万５，０００円を補助するという施策をとったと

いうことがあるわけですけれども、本会議で同僚議員から一般質問をされましたけれども、公立

と民間の非正規雇用の保育士さんに対しては、これはまだ行き届いていないということですけれ

ども、私はやはり、実は公立の非正規の方から、非常勤の方から言われたんですけれども、モチ

ベーション上がらないのよねということを言われたんですけれども、この人たちに、やはりフル

で働いている人ばかりではありませんから、当然、勤務時間に応じた形でというふうになるとは

思いますけれども、この１万５，０００円に勤務時間に対応した配分という形で考えた場合に、

どのくらいの必要額があるのかということについて試算はしているのかどうかということについ

てお聞きいたします。 

○山越委員長 保健福祉部次長。 

○小川保健福祉部次長 まず最初の杉森委員の、保健福祉部のホームページのお話についてお答

えいたします。 

 まず、ホームページの内容ですが、これは保健福祉部というよりも牛久市全体も、また考えな

ければいけないかなというところもありますけれども、他市のホームページなんかも参考にする

と、やはり目的の情報にたどり着きやすいというのが、やはり使いやすいホームページなのかな

と思っております。保健福祉部のページについては、やはりそういった、あらかじめこの情報と

いうところを目指して検索しないと出てこないというような部分が確かにございます。これにつ

いては、わかりやすいホームページという部分をかなり勉強しなければいけないなという反省も
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ございますが、市のホームページにつきまして、シティプロモーションの担当等とホームページ

の担当者と一緒に、そういった、よりわかりやすいホームページのあり方ということ、また情報

の伝え方という部分で、もう少し勉強していきたいなと思っております。 

 また、今、若い方は、直接市役所に電話するよりは、まずはホームページで情報を得ようとい

う方が多いというところもございますので、そういった部分でホームページを充実していく必要

はあるのかなと思っております。以上です。 

○山越委員長 社会福祉課長。 

○糸賀社会福祉課長 杉森委員の民生委員の関係の数点の御質問にまずお答えします。 

 まず定数でございますけれども、牛久市の定数につきましては、県の条例で１２３名と決めら

れておりまして、３月末の状況ですと２名が欠員の状況と、平成２９年度はなってございます。

また、補助金の内容につきましては、平成２８年度までは月額１万円だったものを３，０００円

増額しまして、１万３，０００円を月額としまして交付する形に変えております。また、近隣の

状況につきましては、補助の内容、済みません、手元では今現在調べてはないんですが、その当

時、１万３，０００円に上げたときには、この近隣では最も高い金額という形で、こちらのほう

では確認しております。 

 また、活動日数、延べ日数の違いでございますが、平成２８年度の民生委員の人数と欠員状況

がございましたので、１人当たりの日数は多いけれども、それからも徐々に定数を補充してまい

りまして、日数は確かに、委員１人の活動日数は減っていますが、全体の延べ日数はふえている

というのは、委員の補充によるものでございます。以上でございます。 

○山越委員長 保育課長。 

○中山保育課長 それでは、３つ目の公立保育園の保育士に対しての処遇の状況ということなん

ですけれども、公立保育園の職員につきましては、公務員法ですか、こちらのほうで報酬と費用

弁償のみ支払えるというような規定がありますので、こちらについては検討しておりません。た

だ、現在、公立保育園に勤務する保育士ですけれども、３月末現在で４４名おりまして、単純に

１年間勤務したとなると、約７９２万の補助金が必要になるというような数字になります。以上

となります。 

○山越委員長 杉森委員。 

○杉森委員 ホームページのことについては、おっしゃるとおりですので、ぜひこれから検討を

していっていただきたいというふうに思います。 

 それから、民生委員のことですが、これはちょっとわかったようでわからないのは、要するに

仕事は減らすことができたのかというところでいうと、余りそれほど減ってないということなの

か、民生委員の仕事が多過ぎるということが、この間出ていたと思うんですけれども、その点か

らするとどうなのかということだけ、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 それから、公立保育園の非常勤の方については、補助というふうな形は無理だろうということ

で、それはもちろんそうだと思います。実質どう値上げするかということ、それに準じた形のも

のを考えればいいのではないかというふうに思うわけですけれども、先ほど出していただいたあ
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れで、民間のほうが７９２万程度ということで考えてよろしいんですか。先ほどのあれは、ちょ

っと意味がよく、４０何人というところのあれが、ちょっと聞き漏らしたところがありますので、

もう一度ちょっとお願いします。 

○山越委員長 社会福祉課長。 

○糸賀社会福祉課長 杉森委員の再度の御質問にお答えします。 

 民生委員の仕事を減らすことができたのかということでございますが、市から頼んでいるもの

につきましては、昨年度民生委員全員にアンケート調査をしまして、どういったところに、例え

ば仕事で意欲を感じているのか。もしくはどういうところに負担を感じているのかというものを

集計いたしました。それで、今年度の取り組みとしましては、年度末の低所得者に向けてお金と

いうか記念品とかを給付しているものがございますが、そちらを口座振込に変えたり、あと調査

につきましては、ひとり暮らしの高齢者調査、あと金婚式の調査等々、時期をずらして民生委員

さんに頼んでいたものを、一緒に行うように改善もいたしました。 

 また、昨年度金婚式に来られなかった方につきましては、記念品を民生委員さんにお願いして

いたものもあるんですが、そちらは社協の職員に配布をお願いいたしまして、その部分を減らし

てございます。ただ、今年度そういった形で改善はしましたが、今後それでいいのか、もっと減

らせる部分があるのか、また民生委員さんのほうにもお話を聞きながら、順次改善していきたい

と思います。よろしくお願いします。 

○山越委員長 保育課長。 

○中山保育課長 済みません、再度の質問にお答えいたします。 

 今の私の説明、済みません、試算をしたのかというお言葉でしたので、仮に公立保育園のフル

タイムの保育士に１万５，０００円の処遇をした場合必要な額として、昨年度末４４名のフルタ

イムの職員が在籍しておりましたので、１万５，０００円の補助に相当するものをやった場合に

は７９２万必要となるということでお答えいたしました。よろしくお願いします。 

○山越委員長 杉森委員。 

○杉森委員 今のあれですと、民間のほうはまだわからないということですか。民間の正規雇用

の保育士さん。 

○山越委員長 保健福祉部長。 

○川上保健福祉部長 民間の保育園におきます常勤職員と非常勤職員さん、いらっしゃいまして、

非常勤職員さんも公立のようにフルに働いている非常勤さんもいらっしゃるんですが、そこは今、

全部集計をとり切れてないので、はい、そうですね、はい。ただ同じように、常勤の保育士、そ

れと非常勤の保育士というのは、当然、市と同じようにいらっしゃいます。その中でも、短時間

であったりというのは、また別にいるというような形になりますので。 

○山越委員長 市長。 

○根本市長 私、この前ちょっと保育士さんといろいろな話をして、最近ちょっと私たちお金お

金でね、そういう仕事をお金でやっていると言われて、ちょっと不愉快な部分があるんだよと言

われました。でもやはり、欲しいものは欲しいですけれども、余りにもそういうものの、お金お
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金でやられて、いろいろな都会に行くと、アパート代だ何だかんだして、ちょっと不愉快よねと

いうことはすごく言っていました。 

 それから、民生委員の方なんですが、昔というとやはりちょっと語弊がありますけれども、地

域の名誉職だという意識もございましたので、率先してやるということもありましたが、ただ、

今の時代どうなのかなと。やはり意識的な変化もございますので、ですからやはり、そういうも

のも非常に仕事の扱い方、それから報酬の扱い方ということで、言われたことがございますので、

やはり今に合った人のそういう意識でもっての民生委員の方の当たり方をどのように働いていた

だくかということも、これから私の大きな仕事なのかなと思っています。以上です。 

○山越委員長 ここで暫時休憩といたします。 

 再開は１６時１０分といたします。 

午後３時５５分休憩 

 

午後４時１０分開議 

○山越委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 審議を継続いたします。質疑のある方は御発言を願います。遠藤委員。 

○遠藤委員 それでは、私のほうからも民間保育園のことについて伺いたいと思います。 

 決算書では２２２ページの０１０６、附属資料では４４ページに載っています。 

 この中では、先ほどからいろいろ出ています処遇改善、その実績ですね、その辺がどのように

なっているのか。たしかこのときは、県のほうからもあったのではないかと思いますが、処遇改

善の実績と、今後そのことについて。 

 それと２２４ページの補助金のところなんですけれども、４番の病児・病後児補助金、これも

みらいのほうでやっているということは把握しているんですが、この辺の内容のこと。それと、

７番の乳児等保育事業補助金１，０５２万４，０００円、それと９番の障害児保育事業補助金、

その上の８番についても保育補助者、雇い上げというんですか、強化補助金、この辺の実状と、

そして今後についてどうなのか。それと２３の国庫返還金というのがあります。どういう場合に

国庫返還金が発生していくのかを伺いたいと思います。 

 ２５４ページの０１０９「子育て世代包括支援センターの設置と利用者支援事業」、この中で特

に委託料の業務、産後ケアというところですね。たしかこの年度から始まったのかと思いますが、

この辺の実績と課題について伺います。 

 それと別に、生活保護についての資料を出していただきました。今回いろいろと経年変化とい

うのがわかるんですが、その中に、特に廃止という、今までの中でもありました。廃止の主な理

由についてはどうなのかというところを伺います。それと、１人当たりのケースワーカーの担当

数が、この表によりますと２９年度が９８．７５世帯となっています。大体８０世帯が平均では

ないかと思いますが、市のケースワーカー４人では、大変この辺過重ではないかと思いますが、

増員等対応、さらにはケースワーカーの研修についてお願いをいたします。以上の３点です。 

○山越委員長 保育課長。 
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○中山保育課長 それでは、遠藤委員の民間保育園の運営に関しての御質問にお答えいたします。 

 まず、処遇改善の実績ですけれども、こちらにつきましては、従来からやっております処遇改

善加算につきましては、施設に勤務する保育士の平均勤続年数に基づき算出された加算率と、そ

れから賃金改善分の加算率をあわせた形で運営費の中で支払っております。賃金改善分につきま

しては、今年度、昨年度は３％でしたが、こちらが５％、４％が６％ということで２％引き上げ

られております。こちらにつきましては、市内の保育施設になりますけれども、運営費の中に入

れて支払っておりますので概算になりますが、約１億７，０００万円支出しており、そのうち賃

金改善分は６，３００万円になっております。 

 また、昨年度、２９年度から始まりました技能と経験に応じた処遇改善の部分につきましては、

昨年度市内の保育施設８施設から申請がありまして、副主任保育士等への加算、これは４万円の

部分ですけれども、こちらが６８人、職務分野別リーダー、５，０００円の部分ですけれども、

こちらが３０人、合計９８人に対して約３，１００万円の処遇改善を行っております。今後につ

きましても、技能経験の部分の新しいものについては、昨年実施しなかった園についてはやるよ

うな形を求めていきたいと思っております。ただ、２つの園については、今年度実施するという

ような意向を確認しております。処遇改善については以上です。 

 それから、病児保育事業の実績ですけれども、病児保育事業としまして２つの型で行っており

ます。１つがみらい保育園で行っている病後児保育、こちら昨年度利用数が８０人、延べですが

８０人ありました。また、もう１つの型としまして体調不良児型、こちらは保育園で朝は体調が

よかったんですけれども、途中で熱を出したりして家族の迎えが来る間、保育園のほうでお預か

りをするという体調不良児型がありまして、こちらが９施設、延べ利用者１，４４７人というよ

うな実績になっております。 

 それから、乳児等保育事業補助金ですけれども、こちらについては１歳児を受け入れている施

設に対して、１人当たり月額３，９００円を補助するもので、市内の場合は１２の保育園に対し

て延べ２，５９５人、市外の１１の保育施設に対して１０７人分の補助をしております。 

 次、保育補助者雇い上げ強化事業補助金につきましては、保育士資格を持たない者が保育士の

補助をすることによって保育士の業務負担を軽減し、離職防止と人材確保を図るというような補

助金でして、今年度は２つの園で行っておりまして、それぞれ１名ずつ２名の方が対象となって

おります。 

 もう一つ、障害児保育事業補助金につきまして、こちらは市の単独の補助事業で、２９年度か

ら始まったものでありますけれども、こちらについては、市内２つの園で実施しております。１

つの園につきましては、１名を年間通して加配しておりましたが、もう１つの園については２名

行っておりまして、ただ保育士が配置基準のほうに算入せざるを得なくなったということで、１

つの園については１名が４月から８月だけ、もう１つは４月から９月までというような形になっ

ております。ただ、保育士資格がない者が補助をすることによって、保育は２人については継続

しております。 

 最後に、国庫返還金の発生する理由ということですけれども、今年度、返還金として１，３０
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０万ですけれども、こちらは国庫金であります児童保護費等負担金、運営費、それから延長保育

とか一時預かり事業を対象とする子ども・子育て支援交付金、それから業務効率化推進事業補助

金の２８年度分につきまして、制度として翌年度精算ということで、昨年度途中の変更申請で終

わっておりましたので、２９年度に事業実績確定に伴って、その差額を返還したものです。以上

となります。 

○山越委員長 健康づくり推進課長。 

○内藤健康づくり推進課長 それでは、産後ケアの実績と課題ということについてお答えいたし

ます。 

 産後ケア事業は、２８年度から開始をしております。２９年度の産後ケアの実績といたしまし

ては、利用人数が１９名、利用内容は通所が８日間、宿泊が２９泊というふうになっております。

２８年度と比較しますと、２８年度は１３名、通所が６日、宿泊は２９泊ということですので、

利用者のほうはふえているような状況になります。 

 利用した方の理由といたしましては、御主人とか、それから要するに産後を見てくれる家族が

不在ということで強い育児不安を感じる方、それから治療するほどではないけれども、体調不良

がある方、それから授乳方法など育児方法の手技の修得といった理由で御案内をしております。

子育て世代包括支援センターで、妊婦全員に面談をしておりますので、妊娠中の聞き取り等で必

要な方にはあらかじめ御案内をして対応するような方法をとっております。 

 問題点といたしましては、２９年度利用を勧めた方の中に、産後ケアが病院で実施しているも

のですから、何か病院に入院するような感じで嫌だという、その方はちょっとそういった病院に

対していろいろあった方だと思うんですが、そういうような方で、必要なのに利用に至らない方

がおりまして、それを訪問指導で対応したというような実績がございましたので、この産後ケア

につきましては、訪問型の産後ケアというやり方もございますので、今年度からは、それを実施

しているというような状況になっております。以上です。 

○山越委員長 社会福祉課長。 

○糸賀社会福祉課長 遠藤委員の生活保護関係の御質問にお答えします。 

 まず生活保護の廃止の理由につきましては、最も多い理由といたしましては死亡によるものが

２１件、就労によるものが１４件、他市町村への移管が３件、扶養引き取りが３件などとなって

ございます。 

 次にケースワーカーにつきましては、牛久市におきましては、委員御指摘のとおり１人当たり

９８．７５世帯と、２９年度末はなってございますけれども、平成３０年度は再任用職員１名を

加え、現在５名体制で行ってございます。また、研修につきましては、異動により査察指導員や

ケースワーカーの仕事が初めての職員につきましては、茨城県で開催してございます研修に参加

するとともに、今年度、平成３０年度は医療年金課の職員による年金全般の研修を実施していた

だきまして、見識を深めているところでございます。以上でございます。 

○山越委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 民間保育園につきましては、処遇改善がずっと行われて、保育士の定着を図るとい



 - 116 - 

うところでは一定の成果は出ているのではないかというふうに考えられるんですが、実際にこの

運営費の中に含まれて園のほうに支払われているという状況の中では、その１人１人の保育士さ

んにきちっとその処遇改善が届いているのか、その辺の把握というのは市ではどのようにされて

いるのか、その辺を伺いたいと思います。 

 それと、産後ケアのほうでは、２８年度からの事業ということなんですけれども、確かに核家

族化が進んだり何かで育児、特に初めての出産などでは不安を感じる方たちにとっては、この産

後ケアというのは大変ありがたいものではないかというふうに感じるわけなんですが、この辺、

訪問で、３０年度からは訪問実施をしたということなんですが、どういう形で訪問を対応してい

るのか、それとあとどなたがこういう訪問、ほかの場合には病院で対応、産後ケアのほうをやっ

ているということでは、その辺の違いですね、その辺をお願いします。あと個人負担が少しある

のではないかと思いますが、その辺の状況はどうなのかというところを伺いたいと思います。 

 あと、生活保護のほうなんですけれども、確かに年々ふえてきているという状況などは、いろ

いろと資料の中からもわかるわけなんですけれども、確かに困難な事例、生活困窮者、それとの

関係などもありますが、３０年度から１名ふやされた、ケースワーカーの方がふやされたという

中では、大変困難な事例等に対応するのに当たっては、いろいろと大変な状況などあると思いま

すが、先ほどちょっと研修のほうのこともおっしゃられておりましたけれども、実態は大変厳し

いものがたくさんあるというふうに想像できるわけなんですが、困難な事例等について、課内で

はそれぞれ情報を共有されていると思いますけれども、そういうのを一体的に対応する体制とい

うのができているのかどうか、その辺を伺いたいと思います。 

○山越委員長 保育課長。 

○中山保育課長 それでは、再質問にお答えいたします。 

 処遇改善の費用の支出の把握ですけれども、こちらにつきましては、翌年度に確認していいと

いうような制度になっておりますので、今、この時期にかけて各施設のほうから証拠書類を提出

いただいて支給の確認をする予定です。証拠書類としては、各保育園が職員に払った賃金台帳の

書類とかを求める予定でおります。以上となります。 

○山越委員長 健康づくり推進課長。 

○内藤健康づくり推進課長 それでは、訪問型と病院との違いということについて、まずお答え

いたします。 

 訪問型につきましては、助産師の資格を持つ者が自宅に訪問しまして、時間はおおむね３時間

から４時間程度の中で、育児指導を行うというような内容になります。自己負担金につきまして

は、訪問型につきましては１回２，０００円、通所に関しましては１日２，５００円、宿泊に関

しましては１泊５，０００円というような形で自己負担をいただいております。以上です。 

○山越委員長 社会福祉課長。 

○糸賀社会福祉課長 生活保護に関する困難な事例に対応する対応でございますけれども、確か

に困難な事例はたくさん多くて、その場合、ケースワーカー１人では対応せずに、ケースワーカ

ーと査察指導員、もしくは査察指導員がいなければケースワーカーと私も実際現場に出まして対
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応している状況でございます。以上でございます。 

○山越委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 査察指導員という方が、今、課長のほうから答弁があったんですが、どういう役割

で、それから市のほうでは何人いらっしゃるのか伺います。 

○山越委員長 社会福祉課長。 

○糸賀社会福祉課長 査察指導員につきましては１名、課長補佐の者が対応してございまして、

ケースワーカーの指導が基本的にメーンになってきます。以上でございます。 

○山越委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 保育園のあり方について、これは部長にちょっとお伺いしたいと思うんですが、突

然で申しわけございませんが、今、いろいろ、今回ナーサリーを見学させていただいて、市の保

育園のあり方として、これまで公立をなくして民間にという、そういう流れの中に来ていると思

うんですけれども、実際、あの保育を見てすばらしいと思われる方もいらっしゃるかもしれませ

んが、私としては、大変違和感を感じた乳児保育だったわけなんですけれども、認可園というこ

との問題も出ておりますね。それで、要するに幼稚園の下に乳児保育をくっつけた形の施設のあ

り方となると思うんですが、幼稚園といいますと、やはり教育観があって、その教育観のもとに

乳児保育をするという、そういう関係になってきているかなというふうに思うんですね。 

 保育ということを考えますと、やはり１人１人を大事にする、特にまた小さい子供たちに関し

ては１人１人大事にするということが基本だと、私は思っておりますけれども、かなり一律的な、

２歳児で一斉に「はい」という返事をさせるとか、見せるための保育というふうに、私は思うん

ですね。あれを見てよしと思う人もいるでしょう。でも、本当に１人１人の子供にとって、その

育ちがいいのかどうなのかということは非常に疑問を持ったわけです。できない子、また障害を

持ってそれについていけない子、必ずいるはずですよね。そういう子供たちが、ああいう集団で

は排除されてしまうのではないかという、そういう面も感じたわけなんですね。 

 それで、学校に入るときにそのままスムーズに学校に入れるような保育だか教育だかしている

というお話もありましたけれども、私は幼稚園の子供も保育園の子供も、大体二、三カ月すれば

学校教育にはなじんでいくんですね。むしろ保育園で伸び伸び育った子、それから自分で考える

力を身につけた子、そういう子供たちのほうが伸びていく側面もあるというような考えも聞いた

こともあるわけなんですね。今、学校教育の中では、学びあいとかアクティブラーニングとかや

って、やはり１人１人を大切にするという、そういう方向の教育にあると思うんですが、それと

の関係でどうなってしまうのかなと非常に思ったわけなんですけれども。 

 以前に池辺市政のときには、ちょっと長くなってごめんなさいね、これは私、もと保育士とし

ては言いたいものですから。認定こども園というのは文化幼稚園の関係のあそこだけというふう

で、ほかには広げないという方向もあったと思っていたんですが、ちょっとその辺の関係とか、

ちょっといろいろ言い過ぎてしまいましたけれども、考え方をお聞きしたいと思います。 

 ２点目、１８０ページの０１０４「敬老の日大会」のところですね。高齢者がふえて、非常に

行政区苦慮していると思うんですね、それぞれで。年齢も７０歳にしているところとか、７５歳
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にしているところとか、いろいろあると思うんですけれども、開催場所についても１回で終われ

ないとか、いろいろあると思うんですが、その状況、そしてどう把握をしているか、また今後の

考え方についてです。 

 ３点目です。同じページの０１０５でシルバー人材センター、これは需要と供給の関係につい

てお伺いしたいと思うんですが、事業内容の拡大についてはどのように取り組んでいるのか。ま

た介護保険の生活援助サービスなんかにも拡大していく考えがあるかどうかということで、シル

バー人材センター自体が、定年の延長とかいろいろな形で、なかなか対応して働く人たちも少な

くなっているという状況も聞きますけれども、実際に生涯学習センターなんか夜だけの対応なん

かもしているところも聞いてみますと、やはり週に２回でも３回でも、家から出て、それでこう

いう仕事につけるということは、本当にありがたいというふうに伺っているんですね。やはりそ

ういう人たちの年齢層、まだ働ける人を掘り起こしてシルバー人材として募っていくという、そ

の辺の関係についてもお伺いしたいと思います。以上です。 

○山越委員長 保健福祉部長。 

○川上保健福祉部長 ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、公立保育園と民間保育園、それぞれ牛久市におきましては公立保育園が４園あって、民

間保育園が、今急激にふえてきているという状況の中にございます。１０年前を申し上げますと、

７００人の定員が、今は約２，０００人近くまで定員が膨らんでいるという状況も、これは１つ

は民間の力があってここまで広がってきたという事実はございます。今まさに騒がれている待機

児童の問題というのを解消するに当たって、さらには民間保育園のサービスが非常に高度なサー

ビスに広がっているということなんだと思います。 

 募集をかけたときに、公立保育園も合わせてやるわけですけれども、そういった中で、保護者

の方々は民間保育園、特定の保育園、人気のある保育園、こういったら怒られるかもしれません

が、非常に民間保育園の保育サービスに対してすごく満足されていて、人気のある園というのは

たくさんございます。逆に言えば、こう言ったらあれですけれども、公立保育園も負けないよう

に、それに負けないように、民間保育園並みのサービスをしていこうということで、保育時間を

長くしたり、そういう取り組みも拡大はしてございますが、やはり民間でなくてはできないサー

ビスというのも当然あるのかなというように感じております。 

 牛久市は、残念ながら待機児童がいるという中にあって、認定こども園ですね、先ほどお話が

ございました認定こども園というのを１園でいいのかというようなお話がございますが、今の現

状を見ますと、園のほうで認定こども園に対する考え方をお持ちの園に対して、それをとめると

いうものは市としては、この時代、今の状況下の中ではできないのかな、逆に保育ニーズがこれ

だけある中にあって、認定こども園として保育の部分も拡充していただけるというようなお話が

あるとすれば、ありがたい話というふうに捉えております。 

 保育そのもののあり方というのは、先ほど言ったように、１人を大事にするという、１人１人

の個性を大事にするのは、これはまさにそのとおりで、公立であっても民間であっても、これは

変わりないことだと思います。ただ、教育にある部分、少し力を入れている園もあろうかと思い
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ますが、それは園それぞれの独自性というものを出していただきながら、それを市民の方々がど

のように見て判断されて、そこを希望するかというような形になろうかと思います。これはもっ

と入る場所がたくさんあって選べるということとなれば、なおさらもっといいのかもしれません

けれども、現状としては、今現在足りない中で、認定こども園あるいは小規模保育、またもう少

し言うと、これは別な話になりますが、企業主導型の保育整備というのもされております。 

 大きな、牛久で言えばゼンショーグループというところが企業主導型の、これは市の認可を受

けているとか県の認可を受けているということはないですが、内閣府の認可を受けて認可保育園

と同等の整備基準を備えていてるものでございますので、そういったものも市の中では２つござ

いまして、こういったものが出てきてくれることによって、そのグループに働きに行っている保

護者の方々が預けるような保育所というものも、今後出てくるということは、非常に望ましいと

いうふうに考えております。以上です。 

○山越委員長 高齢福祉課長。 

○川真田高齢福祉課長 鈴木委員の２点の質問にお答えいたします。 

 １点目は、敬老の日大会の件についてなんですけれども、まさに現在、今敬老の日を前に、い

ろいろ行政区で準備も進めている状況かと思います。本当に区長さんや役員さんの方々の大変な

御苦労も肌で感じているところです。やはり行政区単位で実施しているというところもあって、

規模によってやはりやり方もそれぞれあるというところですね。あと、招待客についても、７０

歳から呼んでいるところもあれば７５歳から呼んでいるところもあるので、その辺は行政区長さ

んの考え方にお任せして沿う形で対応しております。それと、開催場所については、やはり高齢

者がすごく多いところは体育館を利用したりとか、あと１日、午前と午後１回ずつやるというと

ころもあるということは把握しております。 

 本当に行政区の苦労は大変なものだと思うんですが、招待される側の方たちからすると、なか

なか外出する機会がすごく少なくなってしまうので、住みなれた地域で懐かしい人たちとこのよ

うな形で会うのはとてもうれしいとか、受ける側での喜びの声とかもたくさん聞いている現状で

あります。なので、どのような形がいいのかなというのは、本当に毎年、毎年課長は考えている

ようですけれども、今年度もまた開催状況を区長さんに聞き取りながら、いい形で喜んでもらえ

るような敬老会、どんなものかということを検証していきたいと考えております。 

 次に、シルバー人材センターについてなんですけれども、昨年度につきましては、シルバー人

材センター、７名ですね、昨年度は、運営しているんですけれども、すごく業務の拡大に努めま

して、件数自体は伸びているかなと思われます。ただ、会員さんについては、本当に定年の延長

に伴って６５歳まで働いている人もすごく多い中、６０代の加入というのがほとんどないという

状況に追い込まれているということで、昨年度も会員の減少をとても危惧、危機感を持っている

ところで、例えば広報紙にチラシを入れたりとか、駅前でチラシをまいたりとか、そういう形で

会員を募っているという話を聞いております。ほとんどが７０歳以上の方が、さまざまな業務に

携わっているという現状であります。なので、掘り起こしについては、本当に人材センターもこ

れは緊急課題として日々話し合われているところなので、そちらも寄り添って聞いていきたいと
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思っております。 

 そして、生活援助について、シルバーで実施している、そちらについても数名の方が本当に簡

単な家事援助について行っているところでありまして、この辺についても、実際希望される方も

なかなか、需要も供給も余りないようなところで、件数自体も余り伸びていないということは聞

いております。以上となります。 

○山越委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 保育園については、逆に公立でなければできない保育、そういうところも、障害を

持ったお子さんであったり、そういう対応とか、その辺が民間とどうすみ分けるような形で選ば

れているのかどうか、その点について１点お聞きしたいと思います。 

 それから、シルバーのことでは、今の生活援助のサービスというのは、これはＰＲもちょっと、

シルバーでそういうことをやっているということのＰＲがどのぐらいされているのかなというふ

うにも思うんですけれども、あと、こういうことでしたら女性の方でもかなりできる仕事ではな

いかと思うんですけれども、そういう対象者とかに対する対応とか、その辺についてお伺いした

いと思います。 

○山越委員長 保健福祉部長。 

○川上保健福祉部長 ただいま御質問ありました、公立でなくては受けられないような方という

のはあるのではないかということですが、今、確かに例えば重度の障害をお持ちの方であったり、

そういう方は、民間の保育園においても保育をしていだたけている民間の保育事業者もございま

す。ただここにはやはり、加配をしなくてはいけないというような負担がどうしてもかぶってき

ますので、それを受け入れてくれる民間事業者は協力をしていだたけているというような事実が

ございます。それ以外なかなか、うちはそういった加配の職員まで集めることができないと、厳

しい状況の中で集めることができないよというような声も聞きます。そういう場合には、やはり

公立の中で、公立保育園でできる園があるかどうかをまず把握しながら対応しているというよう

な状況です。以上です。 

○山越委員長 高齢福祉課長。 

○川真田高齢福祉課長 鈴木委員の再質問にお答えします。 

 シルバー人材センターのこちらのサービスは、総合事業の訪問サービスＡというところに属し

ておりまして、こちらのマネジメントは包括が行うということになってはいるんですけれども、

なかなか派遣されるシルバーの方も、かなり高齢になってきているようで、なかなか新たなもの

を受け切れないというところあるということは聞いております。ただ、今後もやはり、広報等に

は努めて、こちらの人数等拡大には努めてまいりたいと思います。 

 ２点目、こちら家事援助に行っている方、全員女性であります。そして、実績としましては、

昨年度１年間で１２０件行っているということになります。以上となります。 

○山越委員長 次に質疑のある方。山本委員。 

○山本委員 最後に３問済みません、お願いいたします。 

 １８２ページの０１０９「緊急通報システムを提供する」なんですけれども、これはいつも予
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算での台数というんですか、予算と決算を見ると、いつも決算のほうが少ない金額にはなってい

るんですが、これ、利用できる人がどういう方なのかというのを、まず教えていただきたいと思

います。それから、２１８ページ、０１０３「公立保育園の運営に必要な人材を配置する」とい

うところで、非常勤の７番目の作業員というのが２７０万、これ予算には入ってなかったかと思

うんですが、この方のお仕事内容を教えてください。それから、社会福祉課関係で、平成２９年

度から始まった事業で、１９６ページの０１１８「障害者の緊急時居室確保事業を実施する」、新

しく始まって、これがどれぐらいの利用があったのかというところをお聞きしたいと思います。

多分場所は福祉センターと予算のとき聞いたような気がするんですが、そこら辺も含めてお願い

します。以上です。 

○山越委員長 高齢福祉課長。 

○川真田高齢福祉課長 山本委員の緊急通報システムの対象者についてお答えいたします。 

 対象者につきましては、１から５までありまして、まず１つ目としてはおおむね６５歳以上の

ひとり暮らし高齢者、２番目としては、おおむね６５歳以上の昼間ひとり暮らし高齢者、３番目

といたしましては、おおむね６５歳以上の病弱な高齢者のみで構成する世帯、４番目としまして

は、ひとり暮らしの重度身体障害者、５番目といたしましては、前各号に準ずると市長が認めた

者というふうになっております。以上となります。 

○山越委員長 保育課長。 

○中山保育課長 それでは、非常勤職員の作業員の作業内容等の御質問にお答えいたします。 

 作業員ですが、従来から保育園等の修繕等を担当している職員が２名おりまして、一時建設部

のほうの植栽等の管理をしているところと一緒に配属になった経緯がありまして、２９年度、再

度保育のほうにまた所属が変わったという形の職員になります。２人１組で公立保育園等を巡回

して、植栽の管理あとは草刈り、あと建物の修繕等を行っている職員です。週５日勤務しており

まして、フル勤務時間等は８時半から５時までというような内容になっております。以上となり

ます。 

○山越委員長 社会福祉課長。 

○糸賀社会福祉課長 それでは、私のほうからは障害者の緊急時居室確保事業でございますけれ

ども、平成２９年度は、まず短期入所のサービスを受けていない方で、情緒不安定により一時帰

宅が困難になったケースが１件、障害のサービスが調整できるまでの間、一時的に保護したケー

スが１件の合計２件となります。場所につきましては、平成２９年度は久野町にございますケア

センター輪となりますが、平成３０年度からは、予算特別委員会で見ました梵のほうでも受け入

れが可能となっております。以上です。 

○山越委員長 山本委員。 

○山本委員 それでは、先ほどの緊急通報システムなんですけれども、これはたしか直接消防署

か警察でしたか、につながっているボタンがあってというのなんですが、実際今何人、台数配ら

れていて、その利用状況というんですか、実際通報して、その通報内容にもよるんですが、そう

いう通報内容というんですか、一番多いものとかというのを、ちょっとお聞きしたいと思います。 
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○山越委員長 高齢福祉課長。 

○川真田高齢福祉課長 山本委員の再質問にお答えいたします。 

 緊急通報装置を市から貸与している方については、２９年度３月末現在で１１４名の方に貸与

しております。この方たちについて、稲敷広域のほうでいただいた資料によりますと、牛久市で

は２４４件、このボタンを押すと通報されるというようなカウントにはなっているんですけれど

も、実際、テスト通報、電池交換のときにテストするというのが一番多いんですけれども、その

テスト通報が１４０件というのが非常に多いところなんですが、実際に本当に救急出動だったり

するのは、救急出場は２９件ということになっております。あとは、誤報というのも結構ありま

して、うっかり押してしまって誤報してしまうというのも２８件と多くなっております。あと、

電池切れというのもありまして、こちら停電があったりすると電池切れ状態にもなってしまうん

ですが、これも２６件あるということなので、２４４件あるうちでも、実際に緊急通報、本当の

緊急通報というのは２９件ということになっております。以上です。 

○山越委員長 山本委員。 

○山本委員 済みません、さっきのテスト通報１４０件というのを、ちょっと具体的に教えても

らっていいですか。 

○山越委員長 高齢福祉課長。 

○川真田高齢福祉課長 再度の御質問にお答えします。 

 電池交換、電池は大体２年ぐらいで切れてしまうというところなので、電池交換したときに正

しく通報されているかどうかというのを確認するというところで１件というふうにカウントされ

てしまうこともあるということです。以上となります。 

○山越委員長 市川委員。 

○市川委員 それでは、健康づくり推進課についてお聞きします。 

 先ほど、ページ２４４の生活習慣病健診などを実施する中で、糖尿病手帳ということがあった

んですが、基本、多分お医者さんに行くと、日本糖尿病協会のほうから手帳ですね、それと２型

手帳というのが医療機関にいろいろ書かれるやつ、多分それは受診先でいただけると思うんです

けれども、そうすると新たにまたそれをつくるのかということと、２４６、２４８の、決算認定

資料ですと４６ページになるんですが、「６０歳以上の高齢者にインフルエンザの予防接種を実施

する」と、予防接種を実施する中で、子供の予防接種については毎回あれですけれども、大変、

１００％に近い接種率かと思うんですね。ただやはり、高齢者肺炎球菌がやはりまだ半分以下、

これ認定資料にすると半分以下ということと、今、テレビなんかで盛んに風疹の予防接種騒いで

いると思います。 

 この中で、下段にあるおたふくが一部公費負担、ロタもそうですけれども、これ、先々、今後

定期接種に移行というのはあるのかどうか。先ほども申しましたが、若い御夫婦がこの地域に選

ぶ１つの理由としては、こういった医療機関の予防接種、予防接種って結構高額になっているん

ですね。結構負担が多いので、その点について、これは扶助費として各自治体がどんどん上がっ

てしまうという部分もあるんですけれども、そういう流れがあるのかどうか。 
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 あと、インフルエンザに関しては、６５歳以上は市のほうで発行すると思うんですけれども、

それの接種率と、あと医療機関について、まだ値段のばらつきが結構、子供らとかのやつも、１

回打つ、２回打つというところで、医療機関によっては結構差があると思うんですね、インフル

エンザの、菌の種類もちょっと違うと思います、打つ薬というか、ワクチンの内容も何タイプか

たしかあったはずなんですね。医療機関によって、ちょっと違うと思いますので、その点のばら

つきについては、どう考えているのかということをお聞きします。 

○山越委員長 健康づくり推進課長。 

○内藤健康づくり推進課長 それでは、市川委員の質問にお答えいたします。 

 まず１点目の糖尿病療養手帳に関してなんですが、御指摘のとおり、日本糖尿病協会が作成を

しておりまして、医療機関のほうに置いてございます。実際問題、お医者さんがそこで配ること

になるんですが、日本糖尿病協会に属している医師がいる医療機関からしか、そちらは配布され

ません。ですので、糖尿病のいわゆる専門医ではない内科の先生方、糖尿病協会に入っていない

先生方が、それを利用できないということがございましたので、そういう先生方に、必要があれ

ば市に言っていただければお渡ししますよというような形のことを、今、考えているところでご

ざいます。 

 それから、予防接種について御質問なんですけれども、高齢者のインフルエンザ、それから高

齢者肺炎球菌ということで、接種率のほうが子供ほど上がっていないというような御指摘だった

んですが、インフルエンザにつきましては、昨年度確かに受診率のほうが低下しております。そ

ちらの要因といたしましては、ワクチンがちょっと、１２月の一番最盛期にワクチンの供給が間

に合わなかったというようなことがございますので、そういった国のワクチン政策に関してのこ

とがあると思っております。 

 あと、高齢者肺炎球菌につきましては、６５歳以上の５歳刻みの方が定期接種ということで、

国のほうからも実施しているんですが、対象年齢にはおはがきを出しまして、年度初めに、まだ

打ってない方は打ってくださいということで、周知のほうはしております。国のほうも、一応、

一生に１回という形で、今、実施はしているんですが、５年間、５歳区切りの人をやって、ワク

チンの効果がどのぐらいあったのかというところを、今検証している最中なので、その後また、

５年に１回というスタンスになるのか、一生に１回というスタンスになるのか、検討中だという

ふうに伺っております。 

 あとインフルエンザの料金の差ですか。そちらにつきましては、予防接種料金につきましては

独占禁止法というところがありまして、医療ではございませんので、予防費ということで医療機

関が接種料金を決めることができるというふうになっております。ただ、定期接種に関しまして

は、市のほうから委託という形をとっておりますので、料金の設定は、予防接種に関してはこの

値でお願いしますということで委託契約を結んでおります。ただ、一部負担のものに関しまして

は、いわゆる任意接種ですね、インフルエンザは定期なんですけれども、一部負担のものに関し

ましては、医療機関が設定した料金から市の公費負担を引くということになっておりまして、料

金を一律に決めることができないというような現状になっております。 
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 済みません、申しわけございません。おたふくですね。おたふくにつきましては、国のほうで、

これから定期接種に移行する様相はあるようなんですが、国の検討委員会の中では、ワクチンの

開発を待ってという言い方をしております。おたふく単独ではなくて、昔、ＭＭＲというはしか、

風疹、おたふくの３種混合のワクチンがあったんですけれども、それの副反応がちょっと強かっ

たので、そのワクチンは製造中止になりました。それをまた再度つくり直すということで、今や

っているようです。あと、これからの予防接種は、全てが多分混合ワクチンのほうに移行しまし

て、今、４種混合ということで、いろいろなワクチン、１回でいろいろな免疫がつくようなワク

チンの開発を進めていますので、ワクチンが開発されれば定期接種として接種するようになる状

況だというふうに伺っております。以上です。 

○山越委員長 ここで暫時休憩といたします。 

 再開は１７時１０分といたします。 

午後５時００分休憩 

 

午後５時１０分開議 

○山越委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 審議を継続いたします。質疑のある方は御発言を願います。杉森委員。 

○山越委員長 杉森委員。 

○杉森委員 本日は、ノー残業デーなのに申しわけございません。簡潔にやりたいと思います。 

 １７９、１８０の０１０５、シルバー人材センターです。 

 成果説明書によると、会員が１３人減ということで、これをどう見るのかということはありま

すけれども、契約の金額は１００万円ふえ、契約の受注件数も４８件ふえ、しかし就業延べ人数

は９８２人減っているということの内容、どういう因果関係といいますか、内容なのかというこ

とを説明いただきたいということと、もう一つは、そういった中で、就業待機者は、よくシルバ

ー人材センターのことについて言われているのは、登録しても仕事にありつけないというふうな

ことがあるわけですけれども、１つの問題は、受注の仕事自体が余り多くないということは、も

ちろんあるかというふうに思いますけれども、マッチングの問題ですね、どういう仕事をしたい

のかということと、どういう仕事があるのかというところで、それがかなりずれているのかとい

うふうにも思うわけですけれども、その辺、どういうふうに見ているのかということをお聞きし

たいということです。 

 それと、１８３、１８４ページの０１５１「地域開放拠点等の整備に対し助成する」で、前年

度はたしか、この中身としては介護ロボットを導入するということで、今回は全くそれが言葉が

抜けているわけですが、介護ロボットを導入してどうだったのかというところをお聞きしたいと

いうことと、今回の書かれている内容というのは、具体的にはどういうふうなことになっている

のかということをお聞きしたいということ。 

 それと、同じページのその下の０１０１「バリアフリー住宅の整備費を助成する」ですが、前

年度はたしかゼロだったと思うんですが、ことしは約４０万ということですが、件数にするとど
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のくらいなのかということをお聞きいたします。 

○山越委員長 高齢福祉課長。 

○川真田高齢福祉課長 杉森委員のシルバー人材センターに対する御質問にお答えいたします。 

 確かに、こちら成果のほうでは会員数は１３名減っているような状況です。やはり、どんどん

減っていくという状況に歯どめがかからないという状況であることは間違いないのかなと考えて

おります。本当に新規で入る方というのは、先ほどもお話ししましたが、７０を超えている方た

ちばかりですので、このままでいくと、本当にどんどん減ってしまうのではないかという話は、

いつもされている状況です。 

 仕事のマッチングというところからになるかと思うんですけれども、実際にすごく受注が多い

のは、草取りであったり枝の剪定だったり、そういったことがすごく受注が多いところなんです

けれども、実際に働きたい方というのは、そういう夏場暑いきつい仕事よりも、デスクワークで

あるとか、そういった事務を好む傾向があるということなので、なかなかマッチングがうまくい

かないということも聞いております。ただ、就業率のほうは８９．７％ぐらいに上がってきたの

ではないかなと見てはおります。マッチングもうまく進んできたのかなというふうに見てはいる

ところです。 

 次の御質問、２番目の御質問なんですけれども、介護ロボットというふうな名前がついていた

と思うんですけれども、こちらの実際の内容というのは、特養が３件、あとグループホームが１

件なんですけれども、特養２件については防犯カメラの設置に関する費用になっておりまして、

１つの特養では防犯カメラ１３台分、もう一つは５台分、それとグループホームは防犯灯を２機

設置ということになっております。それともう一つは、これも特養なんですけれども、多床室を

４人部屋に改修するというような、そういった改修がこの事業の中で支出されました。以上とな

ります。 

○山越委員長 社会福祉課長。 

○糸賀社会福祉課長 私のほうからは、バリアフリー住宅の整備費を助成する件数につきまして

でございますけれども、昨年度はスロープ工事が１件、浴室バリアフリー工事１件の合計２件で

ございます。以上でございます。 

○山越委員長 杉森委員。 

○杉森委員 私が聞いているあれでは、シルバー人材のあれで言うと、６０代の人だとまだ仕事

の口があるんですね。６５を過ぎると、ちょっとがくっと減るようですけれども、６０代前半だ

と、もうちょっと時給の高いほかの民間のところを直接探すというふうなあれが多いようです。

それはそれとして、そうすると、就業率は８９．７％というところでは、これは登録人数に対す

る就業者という割合になるわけで、待機者は１０％ちょっとという理解でよろしいということで

すね。はい。 

○山越委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 それでは質問いたします。 

 まず、ページの１９０ページです。障害者福祉計画の策定ということなんですけれども、たし
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かこれコンサルに委託をしたということを聞いておりますけれども、牛久の現状をどう生かした

ものになっているのか伺います。 

 それと、ページの２０６ページですね。これ、家庭児童相談のところなんですけれども、「家庭

児童相談を実施する」というところに入ると思うんですけれども、家庭相談員、今、これは非常

勤で補助期間というふうになっているんですけれども、この人数は何人いらっしゃるのかという

ところですね。多分、ここは資料でいただいていると思いますが、児童虐待の相談件数、資料で

いただいています。２８年度、２９年度実人数自体は変わってないんですが、延べ件数がふえて

います。附属資料では４１ページに載っているんですね。この中で、児童相談所に送致というの

が５件、今回報告をされているんですけれども、このわかる範囲での内容ですね、どういう場合

が児童相談所に送致になるのか。相談者に対する対応等について伺います。それで、児童虐待に

至る主な内容、事例がここには載っているんですけれども、親への対応が非常に難しいのではな

いかと思いますが、ここでどうやって市がかかわって児童虐待を軽減するというか、そういうよ

うな方策ですか、その辺をどういうふうに考えていくのかということ。それと、児童という対象

年齢は何歳までを言うのかを伺います。 

 ２１６ページです。０１１５の「ひとり親家庭に高等職業」４１６万７，０００円です。実績

と今後について伺います。以上です。 

○山越委員長 社会福祉課長。 

○糸賀社会福祉課長 遠藤委員の御質問にお答えします。 

 障害福祉、障害児福祉計画につきましては、国の障害者基本計画、県計画に基づきまして、平

成３０年度から平成３２年度までの３年間を計画期間といたしまして、障害者手帳をお持ちの方

２，６０６人、市内の福祉事業所、一般市民４００人へのアンケート調査及び障害者連合会、市

内の相談事業所へのヒアリング等を行い、作成してございます。 

 今回の計画におきましては、障害者総合支援法、また児童福祉法の改正によりまして、障害者

の計画、障害児の計画をそれぞれ策定することになりましたが、障害での共通する部分も多いこ

とから、１冊の冊子として取りまとめてございます。 

 また、これまでの内容は生かしつつ、計画に新たに加えたものといたしましては、障害福祉計

画にあっては、障害者の就労に伴う生活面での支援を行います就労定着支援、地域でひとり暮ら

しに移行を希望する者への巡回訪問等を行う自立生活援助を新たに設けまして、障害児福祉計画

にありましては、御自宅に訪問し、療育活動等を行う居宅訪問型児童発達支援、現在指定管理者

で行っておりますのぞみ園を、児童発達支援センターとして平成３２年度中の開設に向けまして、

新たに目標値を設けさせていただいてございます。以上でございます。 

○山越委員長 こども家庭課長。 

○結束こども家庭課長 こども家庭課の結束と申します。よろしくお願いいたします。 

 遠藤委員の質問にお答えいたします。 

 まず、家庭相談員の人数でございますけれども、ただいま家庭相談員３名の相談員がおります。

そのほかにケースワーカーとして、正職員でございますけれども２人のケースワーカーが在籍し
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ております。 

 それと、虐待の相談件数ということがございますけれども、こちらにつきましては、平成２９

年度の相談延べ件数が７５４件となっておりまして、この傾向につきましては、年々増加の傾向

をたどっているという状況でございます。 

 もう１点、児童相談所が対応する事例といたしましては、児童相談所に直接寄せられました相

談通告に対応しておりますほか、市町村から児童相談所への送致に至ったケースについて対応し

ております。市町村が受理したケースのうち、通告受理後に安全確認や支援及び指導を行った結

果、一時保護や専門的な判定、児童福祉施設の入所等を伴うような対応が必要と判断されたケー

スなどでございます。 

 市のかかわりでございますけれども、市は相談者に対しまして、まず相談者の方のお話を聞き

まして現状の把握に努めております。相談者が何を必要としているのか、何を求めているのか、

まず傾聴いたしまして、内容の把握に努め、必要な支援、情報の提供、案内等もしております。

そして、内容によっては、関連するほかの機関ということで、市役所の中での関連課、警察、保

健所、幼稚園、保育園、小中学校等につないだりということと、あと情報の共有化を図りまして、

継続した支援と連携による支援につないでいるところでございます｡ 

 また、子供や親としてのかかわり方についてでございますけれども、まず虐待につきましては、

アセスメントシートなどを活用いたしまして、案件の重要度をはかりながら、そして家庭相談室

の家庭相談員やケースワーカー等専門の職員が対応しております。また、対応は極めて慎重に行

い、必要があれば児童相談所と連絡をとり合いまして、助言と指導をいただいております。 

 あくまでも、相談者の方に対しましては、畳みかけるような対応は行わないようにしておりま

す。困難な案件につきましては、信頼関係をまず構築しながら、根気よく自宅を訪問したり、ま

た支援の継続を図っているところでございます。 

 かかわりにつきましては、家庭相談室のみではなくて、支援に向けた会議を行い、要保護児童

対策、地域協議会の組織を活用するほか、ケース会議を行いましたり、健康づくり推進課や保育

園、幼稚園、小中学校、教育委員会などとの連携を図りながら対応しているところでございます。 

 それと、児童の対象年齢ということでございますけれども、児童福祉法の中でうたってござい

ますゼロ歳から満１８歳未満ということになりますので、通常、高校３年生になりますと、１８

歳到達、４月、５月の早く生まれたお子さんについては到達してしまうわけですけれども、児童

福祉法にのっとりまして、満１８歳までということのお取り扱いをさせていただいておるところ

でございます。 

 それでは、続きましてひとり親というところでの質問についてお答えしたいと思います。 

 失礼いたしました。「ひとり親家庭に高等職業訓練促進給付金等を支給する」というところでご

ざいます。こちらの事業につきましては、平成２６年度から開始した事業でございまして、これ

は母子家庭の母、または父子家庭の父が就職に有利で生活の安定に役立つ資格を取得するために、

養成機関で１年以上就業する場合に給付金を支給する制度でございます。その給付金は、高等職

業訓練促進給付金、高等職業修了支援給付金となってございます。ここで言います就職に有利で
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生活の安定に役立つ資格といいますのは、対象資格が看護師であるとか、介護福祉士、保育士、

理学療法士、作業療法士、美容師などの国家資格を取るものが対象となってございます。 

 高等職業訓練促進給付金の支給期間といたしましては、３年を限度といたしておりますけれど

も、平成２９年度の受給者は４名でございまして、内訳といたしましては、継続者が３名、新規

申請者が１名ということで４名ということになります。希望資格は、この４名の方につきまして

の内訳は、正看護師が３名と準看護師が１名ということの内訳で、こちらの制度を利用されてい

らっしゃいます。 

 また、高等職業訓練修了支援給付金につきましては、支給対象者が２名となってございまして、

給付金の支給金額につきましては、高等職業訓練促進給付金が所得等を勘案いたしまして月額１

０万円、または７万５，５００円を支給することとなっております。その支出額は４０９万２，

０００円、高等職業訓練修了支援給付金につきましては、年度末に５万円と２万５，０００円を

各１名ずつ支給させていただいております。この２名の修了者につきましては、資格が生かせる

医療機関等への就労につながってございます。 

 制度の周知につきましては、広報紙や市のホームページに掲載するほか、窓口での説明を行い

まして、支援を必要としている方へ支給の継続を実施しておるところでございます。以上でござ

います。 

○山越委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 障害者の福祉計画の中で、のぞみ園を平成３２年までにセンター的なということな

んですけれども、そうしますと、そこにはさまざまな課題があると思いますが、その課題につい

てどういうふうに考えるか伺います。 

 それと、児童虐待のほうなんですけれども、社会的な背景があるというふうに私ども考えるわ

けなんですが、この附属資料の中で、関係機関との連携という中で、２８年度、２９年度で警察

との関係が非常にふえて、前年度に比べてふえていたり、あと児童福祉施設との関係もふえてお

ります。この辺の内容は、どういうふうなことなのかということですね。それと、児童相談所に

一時保護とか入所の事例が、２９年度にあったのかどうか。先ほどアセスメントシートですか、

何かそのようなお話もあったんですが、どういうことでそういうふうな対応をとるのか、そこの

辺の御説明をお願いいたします。 

 それと、高等職業訓練給付金のほうなんですけれども、今現在４名ということなんですけれど

も、やはりこれ国家資格というところでは、働くということが大変厳しい中で、学校に通うとい

うことが主になると思うんですね。それで、その辺の、先ほど月額１０万円ぐらいというふうに

伺ったのかな、ちょっとその辺の、もう少し説明をお願いします。これには、国とか県の補助も

あるのではないかと思いますが、その辺の補助の率の割合ですね、その辺伺います。以上です。 

○山越委員長 社会福祉課長。 

○糸賀社会福祉課長 のぞみ園の課題でございますけれども、一般質問でもございましたが、ま

ず施設整備につきましては課題となってございます。児童発達センターにするためには、調理室、

医務室がまず必要になりまして、また、現在のぞみ園は午前のクラス、午後のクラスということ
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でクラス分けをして、なおかつ保護者も同伴でやっています。そういったものをプログラムの見

直しも必要になりまして、１日のクラスとかそういったものの検討も必要になってきます。それ

に伴いまして、施設のほうも増床の話も出てきます。また、ただ児童発達支援センター、施設の

整備、プログラムの見直しを行ったところで人的配置がなされなければ、当然、のぞみ園のセン

ター化というものはできません。当然、最後には人的配置が最も重要な課題だと思っております。

以上でございます。 

○山越委員長 こども家庭課長。 

○結束こども家庭課長 遠藤委員さんの再度の質問にお答えいたします。 

 まず警察と児童福祉施設との連携の実際でございますけれども、平成２９年度におきましては、

延べ件数といたしまして、警察が３５件、児童福祉施設の連携が４７件ということで合計されて

ございます。 

 実際の入所についてでございますけれども、こちらにつきましては、後ほどお答えさせていた

だいてよろしいでしょうか。済みません。よろしくお願いいたします。 

○山越委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 済みません、もしあれでしたら、後で資料でいただければ結構でございます。 

○結束こども家庭課長 申しわけございません。よろしくお願いいたします。 

○山越委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 １点だけ質問いたします。 

 １９２ページのところで、聴覚障害者に対する支援ということで２点ほどありますけれども、

私のほうで磁器ループのことについてお伺いしたいと思います。多分、福祉センターで活用され

ているのかなと思いますが、この磁器ループは牛久市で早々に行われてきて、他市町村に比べて

先進事例ではないかと思っているところなんですけれども、どこにどのように配置されて、どの

ように運営されているのかということについて、お伺いいたします。 

○山越委員長 社会福祉課長。 

○糸賀社会福祉課長 鈴木委員の御質問にお答えします。 

 今、委員おっしゃるとおり、福祉センターのほうの第１、第２会議室、それとセンターホール

で磁器ループは使用することができまして、講演会など団体から使用申請があるときは使用する

ことができますが、補聴器の部分につきましては３０台の貸し出しとなります。また、福祉セン

ター以外で社会福祉課の窓口には、合理的配慮の観点から、平成２８年度に持ち運び可能な磁器

ループを設置し、現在活用している状況にございます。以上でございます。 

○山越委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ただいまのお話で、持ち運び可能となりますと、実際にどういう形で、例えばここ

で会議をやっているというときは、ここに持ってきてやるとか、そういうことができるようなこ

とになるのかどうか、その点について伺います。 

○山越委員長 社会福祉課長。 

○糸賀社会福祉課長 福祉センターのものとは異なりまして、基本的に持ち運び可能なものにつ
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きましては１対１での対応となります。ですので、窓口専用ということで現在活用してございま

す。以上でございます。 

○山越委員長 よろしいでしょうか。ほかに質疑はありませんね。 

 以上をもちまして保健福祉部所管についての質疑を終結いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午後５時３５分延会 


